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令和６年９月10日 議案審査（教育福祉分科会・委員会） 

 

開会 午前 ８時５６分 

 

○（横山君）  では、互礼をもって始めたいと思いますので、ご起立をお願いします。 

 相互に礼。 

         〔起立・礼〕 

○（横山君）  ご着席ください。 

 初めに分科会長からご挨拶をお願いします。 

○分科会長（小林博文君）  おはようございます。静岡新聞の朝刊に、牧之原が、ショッピン

グモールとか商売施設とか、住宅、商業、産業施設ということで、2027年、令和９年にまち

びらきをするという。前から言っている、空港と一体化して、杉本市長が新幹線の駅を大変

誘致している。菊川は駅があって羨ましいって、前から言われてまして、その辺もあるんで

すけど。隣の吉田市長は、ただ、あそこ名古屋、東京へ行く拠点になっちゃうんじゃないか

ということを言っていいるので、その辺も、まちづくりという観点からも、もう一点、ちょ

っと孫を連れて牧之原のですね、いこっとという、図書館と子供の、児童館が合体してるよ

うな、交流館というのかな。すごくいい感じで、若いお母さんが子供を連れてから、小学生、

また高校生なんかは、図書室みたいな、個室みたいなところで勉強して、常葉の方々も図書

館のかんけいで来てましたけど、ああいうのが、私は、駅北にぜひ作ってほしいなと思って

いるんですが、皆さん、機会があったら、ぜひ見にいっていただきたい。ああいう場所が欲

しいですねという。そんないろいろ開発するのにはお金がかかるのですけど、重々承知で申

し上げました。 

 今日は、決算審査と合わせて、今年初めての試みである、事業評価という形での、説明と

質疑を受けますので、そちらについても、皆さんの御意見をいただきたいと思います。 

 今回は、一度、実証試験ではないですけど、一度やってみて、今後どうやっていくかとい

う形で作っていきますので、ぜひ皆さんも、いろいろな提案をしていただきたいと思います。 

 それでは始めたいと思います。お願いします。 

○（横山君）  ありがとうございました。それでは、これより先の進行につきましては、分科

会長、お願いいたします。 

○分科会長（小林博文君）  ただいまから、昨日に引き続きまして、一般会計予算決算委員会、
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教育福祉分科会を開会いたします。 

 これより議事に入ります。 

 それでは、こども未来部の審査を行います。 

 初めに、森下子ども未来部長、所管する課名等をお願いします。森下こども未来部長。 

○こども未来部長（森下路広君）  改めまして、おはようございます。こども未来部です。所

管する課は、子育て応援課、あとはこども政策課になります。 

 先ほど分科会長からのお話がありましたけれど、今日は、事業評価ということで、放課後

児童クラブの事業評価をはじめてやるということですので、併せてよろしくお願いしたいと

思います。お願いいたします。 

○分科会長（小林博文君）  初めに、こども政策課の決算審査を行います。 

 それでは質疑を行います。質疑の事前通知を提出された委員は挙手の上、事前通知に従っ

て質疑を行ってください。１番目、10番 赤堀委員。 

○１０番（赤堀 博君）  10番 赤堀です。それでは、３款２項１目幼保施設整備補助費につ

いて、保育なんですけども、保育等用地借地料補助金について、各園からの増額の要望はな

かったかお伺いします。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。赤堀議員の事前質疑にお

答えします。 

 借地料額が増額となるということで、１つの園から補助金の同額の要望がありました。保

育所等用地借地料補助金は、借地料額と当該土地の固定資産税評価単価に借地面積を乗じて

得た額に、100分の1.4を乗じて得た額と比べて少ないほうの額を補助金とすると要項で定め

ております。 

 要望のあった園では、補助額と借地料額の差がおよそ17万円増加するとなりましたが、本

要項を改正することは補助している他の園に影響が及ぶこと、また、園で土地を所有してい

る園との公平性の観点からも、現時点での要項改正は考えておりません。 

 以上でございます。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。再質疑ありますか。10番 赤堀委員。 

○１０番（赤堀 博君）  菊川の一番東の保育園が、平成29年に地主さんからお金が入る、350

円にしました。今年度、固定資産税の約３倍、それでないと割に合わないということで、理

事長とお相手と交渉してですね、415円にしてもらったという経緯があるわけです。大変値上



－3－ 

げになってしまったので、市の補助がアップしてくれればいいなと思って質問しましたけど、

実情はそういうこともありますということを、ご承知おきください。 

○分科会長（小林博文君）  関連質疑ありますか。15番 内田議員。 

○１５番（内田 隆君）  要項の変更は考えていないと言われているんですけど、1.4％という

と、貸付けをしている側も、その金があって何もさやが出ない、要するに税金をそうやって

持ってかれるんで、それで、用途の中だとそれにまた0.3％、ですから当然、県出すに助成を

受けたまま地主さんにお返しをすると事主さんは赤字になる、そういう現実になると思うん

ですけどね。 

 評価額の1.4％というのは、固定資産の税額なもんで、ちょうどその分を市から補助すると、

その額だけまた地主さんにお返しすると、地主さんはその土地をただで貸しているのと全く

同じことになる。ていう説明になんですよね。 

 今回は、国保なんかに向けた問題でしたけど、国保が貸したときには、そこで貸せている

ことによって、国保の税金も上乗せになる。結局は貸せていることが赤字になるってね、見

方はそういう話になるんですけど、やっぱり、そうはならないものだけ、事主さんとしては

負担をして、地主さんのところへ、少しでもわかってって申し訳ないですけど、そういうの

があることを考えてやっているところが多分多いんじゃないかなと思いますので、ぜひ要項

は変えられませんって言わないで、本当に経営をやっているのが大変だということでご理解

をいただきたいなと思います。何かご意見があったら言ってください。 

○分科会長（小林博文君）  12番 織部委員。 

○１２番（織部光男君）  今の税率ですけど、公共施設に貸した場合には下がりませんか。 

○１５番（内田 隆君）  下がりません。下がりませんので、下がらないです。無償で貸せれ

ば福祉のことであって、税金がかからない対応ができるそうです。無償で貸せれば。 

○分科会長（小林博文君）  よろしいですか。ご意見は。 

 では、次に行きます。２番目、１番 渥美委員。 

○１番（渥美嘉樹君）  １番 渥美です。タブレットページの16ページ、保育事業費確保保育

支援について、執行率が95.5％で、632万1,355円マイナスとなった要因を伺います。また、

補助金交付等の支援について、保育事業者とどのようなコミュニケーションを取って、人数

を把握したかを伺います。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。西川こども政策課長。 
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○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。渥美委員の質疑にお答え

します。 

 保育業費、予算につきましては、各種補助金のうち、多様な保育推進事業費、補助金の執

行率が低かったため、全体の執行率が95.2％となりました。多様な保育推進事業費補助は、

乳幼児保育事業と外国人児童保育事業もあり、このうち乳幼児保育事業の２歳児の見込み人

数が想定より少なかったため、補助金額が減少しました。 

 ２歳児については、補助金の対象外であるおおぞら認定こども園や小規模保育事業所へ入

所した児童も多数いたため、補助対象人数が減少したと考えます。 

 また、外国人児童保育事業につきましても、当初予算を計上するにあたり、園への所要額

調査では、４園への補助を予定しておりましたが、実際は３園となりました。これは、予定

していた園に在籍する外国人児童数が少なかったため、補助の対象外となったことによるも

のです。 

 次に、補助金交付等の保育事業者の人数の把握についてですが、例年、市内保育所等の園

長が集まる幼児施設連絡会で、市が継続して実施する補助金についての説明を行います。そ

の際、新しい補助金の要望があれば、こども政策課へご相談いただくよう案内しております。 

 また、年度途中で補助金の実施を決定した場合には、速やかに保育所等へ直接連絡し、実

施機能の有無を確認しております。 

 以上でございます。 

○分科会長（小林博文君）  答弁は終わりました。渥美委員、再質疑ありますか。１番 渥美

委員。 

○１番（渥美嘉樹君）  1番 渥美です。まず、確認なんですけど、乳幼児の件で実際より６名

少なかったということなんですけど、見込みはどのぐらいで実際どのぐらいだったか、もし

分かれば答えをお願いします。 

○分科会長（小林博文君）  木下こども政策課幼保こども園係長。 

○こども政策課幼保こども園係長（木下君）  幼保こども園係長の木下です。予算計上をした

ときの２歳児の見込みは、月に、毎月在籍する人数が201人で、それが12か月で2,422人の在

籍を予定しておりましたが、実際には2,089人になりましたので、予定よりも333人少なかっ

たことによります。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  再質疑ありますか。１番 渥美委員。 
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○１番（渥美嘉樹君）  １番 渥美です。再質問なんですけども、ご答弁の中で、連絡会、毎

月やっていると思うんですけれども、その中で継続して補助金の説明をしていて、新しい補

助金については、人数を調査しているということなんですけども、そこでちょっと聞きたい

のが、継続している補助金ではなくても、まだやってないけど、いろいろ補助金ってあると

思うんですけど、そこら辺、こういう補助金ありますよっていう、何かそういった説明みた

いなのがされているのかということと、あとはその人数も聞いていると思います。それは毎

月やっていると思うんですけど、毎月、見てくださいねって、毎月受け付けているのか、そ

の２点ちょっとお答えを聞きたいと思います。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。補助金につきましては、

毎年国からいろいろ新しい補助金とかというので、こういう補助金がありますよということ

があります。それについては、園の方でも確認をとっていると思います。ただその園の方で、

こういうことをやりたいけど、この補助金に対象するのかどうかというような、補助金の使

い方が分からないこともあると思いますので、そういう場合には、遠慮なく、こちらのこど

も政策課のほうに聞いてくださいという案内は、毎回しております。ただ、毎月はしており

ません、すみません。当初予算の、所要額調査のときには毎月しております。ただ、国の予

算があるから、市の要項でまた定めるかどうか、ちょっと別の話になるもんですから、そこ

でまた、そちらのほうで検討させていただいております。 

 以上でございます。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。１番 渥美委員。 

○１番（渥美嘉樹君）  １番 渥美です。今、当初予算の所要額調査というのはあれじゃない

ですけど、それでいったら、来年度に向けてニーズを把握しているのかなと想像したんです

けど、それが、時期的に３月の連絡会でやっていて、そのときに、こういった困ってること

があるよとか、こういう補助金がないかねと言ってくれると、そこからちょっと相談をして

来年度に載せるみたいな、流れになってると思うんですけど、その辺の流れとかわかればち

ょっとお伺いします。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  ことも政策課長でございます。当初の実計という、うち

のほうで一番最初に、来年度の予算がどのくらいになるかというのがありますが、そのとき

に必要な資料でありますので、それは６月に１回所要額調査を行います。その後、当初予算
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に上げる支援というのがありますので、８月にもう一度お聞きします。 

 で、随時、園の方で、もし何かあることがありますので、その場合には、いろいろご相談

を受けることになっております。 

○分科会長（小林博文君）  答弁は終わりました。１番 渥美委員。 

○１番（渥美嘉樹君）  １番 渥美です。最後に１個だけ、そうすると、令和５年も６月にそ

ういった所要額調査を行ったと思うんですけど大体そのときというのは、園長会の場で行う

ということなのかなと、大体どのくらい意見があって、実態としてどの辺なのかな、最後に

お願いします。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。その場で所要額調査をや

りますよというのはアナウンスします。その後に書く園があるから、そういう紙べースで、

何人とかこの補助金を使いたいよというような調査で行っているんです。その場でこう討論

するとか、そういうことはしておりません。 

 以上でございます。 

○１番（渥美嘉樹君）  それで、調査を行って別の、どのくらいの人から帰ってくるんですか。 

○分科会長（小林博文君）  答弁どうぞ、続けていってください。 

西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  いいですか。こども政策課長でございます。その所要の

調査を行って、それで、うちのほうでも予算額というのがありますので、一応精査をさせて

いただいて、なるべく園のご要望に応えられるように予算は上げさせていただいております。 

○分科会長（小林博文君）  よろしいですか。この件、関連でありますか。いいですか。 

 では３問目行きます。いきます。13番 倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  13番 倉部です。タブレットの16ページの、３款１項１目保育事業

費、物価高騰対策緊急支援事業費支援金の給食支援について、給食センターが補正したタイ

ミングで補正を検討できなかったのはなぜか。また支援内容が食材支援から保護者への還付

とした理由をお願いします。私だけじゃなかった気もするんだけど。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。倉部議員の事前質疑にお

答えします。 

 令和６年２月21日に教育福祉分科会、令和５年度一般会計補正予算（第７号）の審査にお
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いて、追加で物価高騰対策緊急支援事業費支援金の給食費支援事業の詳細説明をいたしまし

てお認めいただきましたので、３月中にお支払いを完了させていただきました。ありがとう

ございました。そのときの分科会での説明内容と繰り返しの部分がありますことをご了承く

ださい。 

 物価高騰対策緊急支援事業費支援金については、令和５年度当初予算に計上した支援金を

５月に民間保育施設に押し払いをいたしました。給食センターが補正したタイミングで補正

を検討できなかったのはなぜかですが、給食センターが12月補正で学校給食費の市負担分

７％分を新たに補正するとの連絡があり、こども未来部でも物価高騰が続いていることから

保護者のさらなる負担軽減の内容を検討しておりました。 

 検討段階において、給食費の金額の見直しをした園もあれば、現状のままの園もあり、ま

た、市内の保育施設が一律に同じでないことや県からの補助金もあり、園からの持出金はほ

とんどないよという状況等をお聞きしておりました。市内保育施設の給食費については、高

い園と低い園とでは、１か月の給食費に600円の差があり、園ごと食材の仕入れ価格、提供す

る給食の献立などそれぞれですが、学校給食を食べている園児と自園給食を食べている園児

との支援を公平に行うという観点のもと、どのような支援方法が適切か、民間園のご意見を

お聞きする中、支援内容を決定するのに時間を要する必要がありましたので、12月補正でな

く３月補正をさせていただきました。 

 次に支援内容が食材費から保護者への勧告をした理由ですが、支援金の支払いについては、

補正をお認めいただき支払いをする時期が３月であったため、給食の賄い材料として保護者

に還元していただくことが難しいこと、園の努力と工夫もあり、決められた予算の中で栄養

価を落とさずに、おいしい給食を提供していただいたことで、食材費の園の負担金はなかっ

たこと、民間園長からも、令和５年４月から給食費を増額したので、保護者への給食費を支

援してくれることはありがたいとの意見をいただきましたので、園に対しての食材費の支援

ではなく、学校給食センターの園児１人当たりの給食賄い材料費の物価高騰後、公費負担額

と同等の額を保護者に支援をいたしました。 

 以上でございます。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を終わりました。再質疑ありますか。13番 倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  13番 倉部です。12月の補正で給食センターに出たときに、委員会

のほうで、保育園のほうには何もないのがおかしいんじゃないかという話をして、それから

出ていただいたと私の記憶にはあるのですが、12月の時点では全く支援する予定は、園ごと
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違うのでなかったということでいいでしょうか。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。全くなかったかと言いま

すと、そのところで検討させていただく時期がありましたので、３月に納付税で対応をさせ

ていただきました。 

○分科会長（小林博文君）  再質疑ありますか。13番 倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  13番 倉部です。１月に私たちのほうからできないのかという話を

した時点では、時間的に無理だという話をいただいたような記憶があるのですけど、12月の

ときはもう全く必要ないという判断をされていったということで、全然検討していなかった

ですか。12月に学校給食センターを上げたときは、こちらもちょっと真剣に取り組まないと

いけないかという検討はなかったです。 

 さっきの話だと、園によって値段も違うし値上げしているところもあるし、考えなかった

みたいなお話だったと思ったのですけど。 

○分科会長（小林博文君）  森下こども未来部長。 

○こども未来部長（森下路広君）  こども未来部長です。それこそ12月の補正の審査のときに

は、補正の審査が終わった後に、確か内田議員からそういった学校給食センターを設けられ

るかどうかということは、お話はいただいたと思います。そのとき、先ほど倉部議員からも

質問がありましたけれども、給食センターがある程度、補正を組むというような情報は入っ

たものですから、それに対して何もやらないというわけではなくて、先ほども答弁いたしま

したけれども、市民の園に、市内の園に、公平に何とかしてやりたいという思いはありまし

たので、全然検討はしていなかったということではありません。 

 ただ、さっき言われたように、園によって状況は異なりますので、どのような支援方法が

いいかというのは、12月ではちょっと間に合わなかった。何とかしてやりたいけど、12月に

は間に合わなかったものですから、最初に３月補正で補正の方をさせていただきましたので、

全く何度も繰り返しますけれども、やらないという気持ちではなかった。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁は終わりました。13番 倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  記憶違いかもしれませんが、１月の中ほど、後半近くに、やはり、

何かしらの支援とお話をしたときは、もう予算に間に合わない、補正に間に合わないのでと

いうお話を聞いた記憶が、私と、内田議員はあるような気がするんですけど、12月の時点か
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ら、次の補正ではやろうと考えていたというんでしょうか。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。森下こども未来部長。 

○こども未来部長（森下路広君）  12月の補正でやろうというわけではないんですが、どのよ

うな支援方法が最適かというのを検討していた段階です。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁は終わりました。次、やりますか。この件関連で、ほかにあ

りますか。15番 内田議員。 

○１５番（内田 隆君）  最初の要項の中で、各園の中で、２号認定の子どもに対して補助金

が出ていると思うんですけど、２号認定一番多い、２号認定か、給食センターで配食された

人も、園では同じような給食を食べていたと思うんですが、要は、保育園の２号認定は自分

のところで作るということも理想だと思うので、ですから、１号認定が利用していた、２号

認定が保育園の分、保育園の分は園で作るということを前提に、補助金を制定されていたと

思うだけが、違ったら言ってよ。 

 だけど、給食センター側は、一応、分類の中では、１号認定、２号認定で数を言われたも

ので、数だけ配食をしていたと聞いているんですけど、そこはまず間違いないんですか。 

 要は、補助金をもらったところは、給食センターから配食を受けても、やっぱりまたもら

ったんじゃないかというふうに見方をしたんですけど、そこは違うんですか。自分のところ

でやっていれば問題ないんですけど、自分のところでやらないからというけど、園側の都合

は、やっぱり配食を受けていない子どもの分だけを給食を作ることができないので、皆さん

同じように、３歳では３歳、４歳では４歳で同じものを食べてもらっている感じ、ですから、

そこのところは、給食センターから配食を受けたけど、補助金も出ていたという理解をして

いるんですけど、そこは違うんですか。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長です。当初のお話。確かに、堀之内幼稚

園と中央こども園、これは給食センター。これは１号、２号。長期休暇のときについては、

自園給食を行っています。ですので、そこを行っているものですから、市内一緒の金額をお

支払いをしていただいています。 

○分科会長（小林博文君）  再質疑はありますか。15番 内田議員。 

○１５番（内田 隆君）  自飯給食をやっている部分だけを算定して、補助金を出したという

やり方をされているんですか。要は、大きく分けると、１号と２号で、２号の方が自飯、自
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分のところでやっているから、１号だけの補助金を出したというふうに理解をしていたんで

すけど、そういうことではなくて。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。堀之内と中央とおおぞら

北については、１号と２号も、そのときは給食を、学校給食。夏休みに関しては、学校給食

の中では、給食センターがやっていないところについては、どこの園も自園給食で賄ってい

る。そこのところだけ、何か月分だけをそこで計算したわけではなくて、そういうこともあ

るもんですから、市内の全部園に均一的に補助金をさせていただいています。 

○分科会長（小林博文君）  15番 内田議員。 

○１５番（内田 隆君）  今、抜き出しの自園をやっているときだけ補助しているわけではな

くて、そこはもう、各園とも数の上で、もともとの要項の中に何号認定については、１人当

たり3,750円がかかっていますとなっていた数字ですから、当然、そうすると、例えば、自飯

のところだけを抜いた場合については、給食センターでの支援と、お金の支援、両方出てい

ると理解していいですか。3,750円を12分１にして、自飯のときだけ出したというのは、そこ

が違うと思うんですけど、そうじゃなくても、3,750円を人数だけ出したということになると、

そこは、給食センターからの支援も受けているし、3,750円の人数分だけを受けているという、

こういうふうに僕は理解したんですけど、そこが違ったんですか。 

○分科会長（小林博文君）  西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。要項では、基準日の利用

定義について、3,780円をお支払いしたので、その給食は、８月の給食は食べていないので、

学校給食が食べている人たちが学校給食を食べていませんので、それも見込んで、全体的で

3,780円を補助しております。 

○分科会長（小林博文君）  答弁は終わりました。再質疑ありますか。いいですか。15番 内

田議員。 

○１５番（内田 隆君）  言いたいのは、給食センターから配食を受けている人たちと、民間

の人たちと、そこで同じ数字が出てきちゃうというのは、算定上、少し不合理じゃないかと

いうふうに、もともとそういう話から出ていたので、ですから、今言ったように、あの２園

については、給食センターのほうでも７％分の補助金を受けた給食を食べていて、あとその、

その１号認定分だったかな、3,700円、定数に限って出した分というのは、僕は二重かなと思

ったんですけど、そういう感じにはならないんですか。 



－11－ 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。今、内田委員の考え方で

言えば、それは少しあるかもしれませんけど、市内の園、統一でという考え方のうえ、その

日の時点での利用人数ということで、１と２を、市役所としては補助をさせていただいたの

で、ここは内田議員もそのときはご理解いただいていたと思っておりました。 

○分科会長（小林博文君）  15番 内田議員。 

○１５番（内田 隆君）  内田です。要項が実際、出るのが、審査で遅くなって出てくるとい

うのが事実なので、当初予算についても、３月の当初予算を審査した後、要項は４月の末か

３月の8日だったかな、最初の要項が出ているのがね。その次に今度また３月中に、４月分以

降の要項を作って出して、それが多分3780円の分かな。最後に３月、５年度の家庭補助にな

ったやつについても、要項が出てきたのが３月の、我々の審査が終わった後、要項が出てき

て、要項を見ようとしても、要項が制定されていないのが１点目と、それと要項が制定され

ても、我々が見れるような状況になるというのは、それから半年たたないと見れない。 

 ですから審査したときにこうだからこうだったと言われても、やっぱりそこは、それを通

すというのはそれでいいですけど、やっぱり、こういう要項の中でこういうふうにしたいと

いう説明は、ぜひしていただきたいなと思うし、そうすればそのときに、ここは矛盾じゃな

かったか、矛盾するんじゃないかとか、こういうのはどうするかという話を聞くべきだと思

うんですけど、実際は確かに要項どおり執行されていますので、要項には沿っているとは思

うんですけど、ただ、それが審査をした時点では、この要項が明確なものを示されていない

ということは、ぜひ執行部側でも考えていただいて、これから先は予算のときに事前にお話

をしていただきたいと思います。いいですかね。 

○分科会長（小林博文君）  ほか関連でありますか。12番 織部光男議員。 

○１２番（織部光男君）  12番 織部です。給食センターを利用しているところは、当然のこ

とながら、お弁当を持っていくということになるわけですよね。幼稚園、保育園は夏休みと

いうのはないと思っているんですけれども、それは違いますか、私の考えは。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。学校給食を普段、食べて

いる人は、夏休みはお弁当を持ってきています。おおぞらは、全員給食が、３号…… 

○１２番（織部光男君）  給食センターを利用しているということ。 

○分科会長（小林博文君）  松村おおぞら認定こども園統括園長。 
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○おおぞら認定こども園統括園長（松村良枝君）  園長の松村です。１号に関しては、夏休み

期間中は基本園には来ませんので、お弁当を持って登園するということはありません。 

○分科会長（小林博文君）  答弁は終わりました。よろしいですか。この件、関連のことはあ

りますか。いいですか。 

 ４番目いきます。13番 倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  13番 倉部です。成果書の18、19です。保育事業費、リフレッシ

ュ・一時保育の受け入れが、専任保育士の配置が２園が増、１園減となっている要因、また

令和５年５月に新型コロナウイルスが５類に移行されてから、一時保育ニーズが増加してる

と思うが、保護者人数に変化はあったか。 

 リフレッシュ一時利用実績、専任保育士が配置され、人数には十分対応できましたか、お

願いします。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。倉部委員の事前質問にお

答えいたします。 

 専任保育士が配置されている３園について、令和４年度に比べ、令和５年度の受入件数が、

菊川保育園、愛育保育園が増加しており、おおぞら認定こども園は減少しているようですが、

令和４年度にリフレッシュ・一時保育の委託方法について協議を行っており、４月から６月

は民間園での受入を行っておりませんでした。その間、おおぞら認定こども園にての全ての

利用希望者の受入を行っていたため、このような結果になっております。 

 また、令和５年５月以降の利用者の人数についてですが、利用件数は、令和５年４月の利

用実績は41人でしたが、５月は72件と増加しており、10月以降は平均100件ほどの利用があり

ました。 

 年間の利用実績についても、前年度に比べ約200件増加しました。令和４年度の利用理由で

一番多いのは、保護者のリフレッシュなどが408件、次に労働が193件となりました。令和

５年度はその他が459件、次いで労働が392件となっており、利用理由に変化はありませんで

したが、労働を理由に利用した方が増加したと感じております。 

 利用者の人数は増加しておりますが、専任保育士を配置した、菊川保育園、愛育保育園、

おおぞら認定こども園で受け入れを実施していただいたことにより、ニーズに対応できてい

ると考えております。 

 以上でございます。 
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○分科会長（小林博文君）  答弁は終わりました。再質疑ありますか。13番 倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  13番 倉部です。方法を変えていただいてよかったと思いますけど、

この３園を増やした中でもちょっと預かれなかったっていう方は、多少はいらっしゃったの

でしょうか。人数がちょっとかぶってしまってお断りしたというのは、多少はあったんです

か。 

○分科会長（小林博文君）  西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。ほとんどなかったと思っ

ておりますが、多少、やはり受け入れ人数が決まっておりますので、その日がかぶった場合

には、保護者様はいつでもいいよという考えるが大勢いらっしゃいますので、その場合には

ほかの日で対応しておりました。 

 以上でございます。 

○分科会長（小林博文君）  答弁は終わりました。再質疑ありますか。この件、関連で4質疑の

ある方、いらっしゃいますか。 

 ５番目いきます。５番 渡辺委員。 

○５番（渡辺 修君）  ５番 渡辺です。タブレット21ページです。アプリを活用した入退室

管理ということですけれども、どんなアプリなのか教えてください。それで子どもらの安全

性とかそういうところを強調するということでしょうか。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。渡辺議員の事前質疑をお

答えいたします。 

 放課後児童管理アプリによる入退室管理は、これまでクラブ、職員が紙媒体で行っていた

入退所確認に比べ、正確で簡単に入退所管理を行うことができ、クラブ職員の業務の効率化

を図ることができました。 

 また、児童が入室したときに保護者に通知が届く機能もあり、その日に子どもがクラブへ

行ったことを保護者が確認することができ、保護者の安心にもつながっております。 

 ほかにも、アプリでは一斉メールの送信やアンケートの調査実施の機能もあり、有効的に

活用をしております。 

 以上でございます。 

○分科会長（小林博文君）  答弁は終わりました。再質疑ありますか。５番 渡辺委員。 

○５番（渡辺 修君）  ５番 渡辺です。スマートフォンを活用したということですか。 
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○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。ＱＲコードというのがご

ざいます。それを読み込んでいただくので。保護者様、大概がスマートフォンを持っていら

っしゃるので、そのところで通知が来るようになっています。 

○分科会長（小林博文君）  再質疑はよろしいですか。関連でありますか。 

 私のほうからさせていただきます。 

 幼児施設関連事業費で、タブレットで22ページ、成果書で21ページになります。４市１町

の連携事業として行われているキャリアアップ研修について、事業効果の実感は、また、参

加者の感想や研修内容のニーズ等の声を聞いているか、お聞きします。 

 答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。小林委員の事前質問にお

答えします。令和５年度４市１町キャリアアップ研修について、令和５年度の実績といたし

ましては、令和５年度、菊川市は６月10日、16日、７月10日の３日間、会場は当市きくるに

て実施を行いました。菊川市で実施した研修部分は、乳児保育、一分野でございます。募集

人数80名のところ、研修の参加人数は77名が参加をしております。 

 各市町共同でございますので、各市町の参加人数としましては、菊川市が30人、掛川市が

15人、袋井市が12人、磐田市が13人、森町が７人となっております。開催後、アンケート調

査を行い、研修の理解度、日程等につきまして、受講者からの感想等をお聞きしております。 

 アンケート結果としましては、研修理解度における回答で、よく理解できた、理解できた

は、１日目、２日目、100％、３日目は97.4％でございました。研修の有用度、能力とか知識

とか意識の向上、職場での活用等におけるアンケートは、体験向上したとか向上したは、

１日目は100％、２日目は100％、３日目は97.4％のアンケートの結果がありました。研修全

体における満足度は100％でございました。 

 受講した職員からも具体的な話で分かりやすかった、自分の保育を見直す機会となった、

研修を近くで実施するとうれしいという声も聞いております。 

 このように受講者の皆様からは大変高い評価をいただいており、教育従事者の知識の向上

と業界で役に立ったと考えております。 

 令和５年度、６年度につきましては、市内の園長会で職員が研修に参加しやすい日程で行

えるようお聞きしながら決定をしています。今後、受講者の意見も参考にし、園長会で意見

をいただきながら決定していきたいと考えております。 



－15－ 

 以上でございます。 

○分科会長（小林博文君）  関連で。13番 倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  私も結構、いろいろな研修をやって、それぞれが行き合うというこ

とですよね。ほかの市町だと、県でどんなほかの乳幼児保育以外はどんな研修がありました

でしょうか。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  はい、こども政策課長でございます。磐田市は乳幼児保

育分野と保育者の子育て支援分野を実施しました。菊川市からは８名の方が受講されました。

袋井市では障害児保育とか食育アレルギー対応分野を実施しまして菊川市から19名参加をい

たしました。森町に対しましては、保健衛生安全対策分野を実施し、菊川市からは８名、掛

川市は病児教育マネジメント分野を実施し、菊川市から17名が参加をしております。 

 以上でございます。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。この関連でほかに皆さんからありますか。

よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（小林博文君）  それでは、以上で事前通知による質疑を終了します。 

 そのほかに関連質疑をこども政策課関連質疑のある委員は挙手をお願いします。よろしい

でしょうか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（小林博文君）  それでは、以上でこども政策課の決算審査は終了します。 

 続きまして子育て応援課の決算審査を行います。質疑の事前通知を提出された委員は挙手

の上、事前通知に従って質疑を行ってください。10番 赤堀委員。 

○１０番（赤堀 博君）  10番 赤堀です。タブレットページの５ページの児童館の運営費で

す。令和５年度は前年比6,441人と大幅に増えたが、どのような工夫をされたのか、また休館

日の変更とあるが、利用者の声なのか、お伺いします。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。堀川子育て応援課長。 

○子育て応援課長（堀川訓子君）  子育て応援課長でございます。新型コロナウイルス感染症

拡大が収束し、また５類へ移行したことにより、児童館の来館者が増加傾向にあります。事

業については、新型コロナウイルス感染症予防対策のため中止していた本の貸出しや小学生

を対象としたクッキングを再開いたしました。主に参加者が増加した事業は小中高生を対象
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とした事業で令和４年度と比べ約1.５倍増加しました。また初来館の人数が令和４年度と比

べ約1.３倍増加しております。休館日の変更につきましては、近年の子育て環境の変化や保

護者の多様な就労形態などにより、児童館の会館に対する利用人数が高まっていることから、

昨年度、子育てサービスの向上及び利用者の増加を図るため市民へのアンケートを実施し、

休館日について検討を進めているところでございます。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。再質問ありますか。 

○１０番（赤堀 博君）  10番 赤堀です。コロナが明けて増えたということですが、それ以

外に具体的に利用者増の対策というか、例年どおりでしたか。また何か新しい催しをしたの

か、その辺をお伺いします。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。堀川子育て応援課長。 

○子育て応援課長（堀川訓子君）  子育て応援課長でございます。再開した事業というのをや

らせていただいているとともに、あとは小中高生のほうを数を増やそうということで、プレ

イルームと、これも前からやっておりますけれども、そちらの宣伝周知を行いまして、小学

生のほうは大分利用者が伸びるような形になっております。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。再質問よろしいですか。 

○１０番（赤堀 博君）  いいです。 

○分科会長（小林博文君）  関連でありますか。４番 織部ひとみ委員。 

○４番（織部ひとみ君）  ４番 織部ひとみです。タブレットページの７ページでございます、

小笠児童館管理費です。施設の現状の把握はされているのか、お伺いします。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。堀川子育て応援課長。 

○子育て応援課長（堀川訓子君）  子育て応援課長でございます。施設の現状についてですが、

小笠児童館は建築から10年以上経過するため、ウッドデッキの劣化、エアコンの故障、床材

の劣化、照明のＬＥＤ化に対応する必要があると把握しております。計画的に修電を行う予

定でおりますが、急遽対応が必要となるものについては、補正等について対応をお願いする

予定でございます。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。再質疑ありますか。４番 織部ひとみ委員。 

○４番（織部ひとみ君）  ４番 織部です。それで、優先順位で今回はウッドデッキの修繕と
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トイレの修繕を行ったということでしょうか。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。堀川子育て応援課長。 

○子育て応援課長（堀川訓子君）  ウッドデッキとトイレの修繕につきましては、緊急でちょ

っとひどくを傷んでしまったところがございましたので、急遽やらせていただいたところに

なります。 

○分科会長（小林博文君）  再質疑はよろしいですか。この件、関連で質疑ありますか。 

 では、９番目、５番 渡辺委員。 

○５番（渡辺 修君）  ５番 渡辺です。タブレットの11ページです。例年出ていますので、

ファミリーサポート事業の提供会員がどうしても少ないということで、なんとか増加したい

ということは毎年言っているんですけど、本年、どのような予算を講じましたか。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。堀川子育て応援課長。 

○子育て応援課長（堀川訓子君）  子育て応援課長でございます。ファミリーサポート事業の

推進につきましては、菊川市のホームページや暮らしの便利帳への掲載、転入、出生の届出

の際のチラシ配布、ステップアップ講座を受講される方へ会員募集の案内チラシの配布を行

いました。今年度も昨年度以上に周知機会を増やして花の会の研修会、１％交付金説明会等

市が開催する会議等へのチラシの配布を行っています。また、提供会員になるためには、事

前講習が必須となっておりますので、安全、事故についての講習を受けていただくこと、保

育士、看護師、栄養士等の資格を持っていらっしゃる方は事前講習の講義の一部が免除とな

ることを勧奨の際に分かりやすくお伝えしております。 

 今後のＳＮＳ等で情報発信を行い、引き続き提供会員の確保に努めてまいります。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。再質問ありますか。５番 渡辺委員。 

○５番（渡辺 修君）  ５番 渡辺です。過去において、現在まで、どんな方策で新しい提供

会員が入ってきたなと実感もありますか、どんなステージがあるとか実例で。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。堀川子育て応援課長。 

○子育て応援課長（堀川訓子君）  子育て応援課長でございます。今、自分たちのほうでは年

配の方、強いて言えば専業主婦の方が減っていらっしゃるので、昔のようにお家にいて見ら

れる方というのが対象があまりいないかなというところもありますので、ある程度年配の方

にもお願いしたいということで、ステップアップ講座ですとか、先ほど言った花の会、その

辺にチラシは配るようにしているんですが、実際のところ確かに増えている会員数というの
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が数名ということになっています。そこは今、今後の課題と考えておりますので、また辺は

工夫をして会員数も増やしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。再質疑ありますか。 

○５番（渡辺 修君）  いいえ、頑張ってください。 

○分科会長（小林博文君）  関連で質疑ございますか。10番 赤堀委員。 

○１０番（赤堀 博君）  保育士さんとか資格持っている人と、どっちが応募されているにつ

いてそういう資格持っていない方と、こういう保育士とか資格持っている方と応募の比率と

いうか、やっぱり一般の方が多いですか。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。堀川子育て応援課長。 

○子育て応援課長（堀川訓子君）  子育て応援課長でございます。保育士さん自体も不足され

ていらっしゃるということもありますので、中にはそういう方も看護師さん保育士さんいら

っしゃるんですが、今は昔ながらの方、継続してされていらっしゃる方で資格もなくてとい

うことと、あとはそういうボランティア関係のところにやっていらっしゃった方で育児、ベ

ビーシッターの経験があるような方が多いではないかと思われます。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。再質疑ありますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  関連その他ありますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  10番目、１番 渥美委員。 

○１番（渥美嘉樹君）  渥美ですタブレットページ29ページの予防接種費子育て応援課につい

て、子宮頸がんワクチンの接種について、対象者数に占める接種者の割合と勧奨方法を伺う。

子宮頸がんワクチンの接種について、対象者数に占める接種済み者の割合と対象者への具体

的なアナウンス方法を伺います。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。堀川子育て応援課長。 

○子育て応援課長（堀川訓子君）  子育て応援課長でございます。令和５年度の本市の子宮頸

がんワクチン定期接種の接種数は延べ353件、前年度以前分の265件を足すと延べ累計で618件

となります。そのうち１回以上接種した人の割合は接種対象者の約29.72％となります定期接
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種の受診勧奨については中学１年生女子に対し、令和５年４月に予診票及び案内を発送しま

した８月に定期接種の最終学年である高校１年生女子の未実施者、未完了者に対し、価格で

対処しました。また、市公式ＳＮＳにおいて２回の発信、広報きくがわで１回の周知をしま

した。 

 次に、令和５年度の子宮頸がんワクチンキャッチアップ接種数は延べ530件、前年度以前分、

延べ1,803件を足すと2,333件となります。全３回の接種のうち１回以上接種した人の割合は

接種対象者の39.74％となります。具体的なアナウンスとしましては、令和５年７月に未接種

者及び未完了者に個別はがきを発送し、受信勧奨を行いましたまた、市公式ＳＮＳにおいて

２回の発信広報菊川で１回成人式にチラシを配布し周知を行いました。今年度はキャッチア

ップ接種の最終年度となりますので、接種の機会について引続き適切な周知を行ってまいり

ます。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。再質疑ありますか。１番 渥美議員。 

○１番（渥美嘉樹君）  ご答弁の中で、このような最後になると思うんですけど、最後という

ことで案内に最後ですよと書いてあるとか、新しいアナウンス方法も変えたりとかそういう

ところもあるのか。最後ということで、これ逃すと多分なくなっちゃうと思うんですけど、

そこら辺、最後に伺います。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。武藤子育て応援課主幹。 

○子育て応援課主幹（武藤君）  武藤でございます。この年度最後ということで先ほどアナウ

ンス効果があったかどうかということですけども、一応今年度もはがきのほう、未完了者に

関してお知らせいただいております。その中で、無料で受けられる期間というような追加さ

せていただきまして、令和７年３月31日までですというような内容で送付させていただきま

した。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  関連の質疑ありますか。12番 織部委員。 

○１２番（織部光男君）  12番 織部です。予防接種健康被害救済制度がありますがこのワク

チンについての申請は菊川市からは令和５年度出ていますか。 

○１０番（赤堀 博君）  答弁を求めます。堀川子育て応援課長。 

○子育て応援課長（堀川訓子君）  子育て応援課長でございます。健康被害等の報告ございま

せんので、こちらもございません。 
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○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。よろしいですか。関連の質疑ありますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  私のほうから質問させていただきます。母子保健事業費の中で、

タブレット30ページです。事業成果の中の⑤にあります産後ケア事業利用者数、令和３年度

０人、令和４年度２人に対して令和５年度は17人と大幅増となっていますが、この要因、あ

と具体的な事業内容を教えてください。 

 答弁を求めます。堀川子育て応援課長。 

○子育て応援課長（堀川訓子君）  子育て応援課長でございます。産後ケア事業につきまして

は、令和５年度から国の実施要項が見直され、対象が産後に心身の不調または育児不安があ

る者、その他特に支援が必要と認められる者から支援を必要とする全ての方が利用できると

改正されました。これにより妊娠届時や妊娠８か月ごろの年代において積極的な周知、案内

など事業の利用促進を図っているところでございます。 

 また、令和５年度からニーズの高い半日型を導入したことや公費負担を増やし利用料を値

下げしたことにより利用しやすい事業となったため、利用者数が増えております。具体的な

事業内容は出産後の母子が生活をスムーズにスタートさせるために市と契約した助産院や産

婦人と等が宿泊や日帰りで母親の身体ケア、授乳指導、沐浴指導、育児相談等を行うもので

す。サービスを利用することにより、母親の休養機会の確保、健康管理、育児不安解消等の

効果が見込まれます。 

 以上でございます。 

○分科会長（小林博文君）  分かればでいいんですけども、基本的にお子さんを産んだ医院と

か病院でそのケアを受ける方が多いのか、その辺にこだわらずに全然別の、逆に施設側が産

んだ方しか受けれませんというところもあるもんですが、そういうところで、最終的に何を

言いたいかというと、菊川病院がそういうところを大きく担っていただけたらすごく病院的

にも大きい施設なので余裕があると思うし、病院の事業価値というか、その辺で傾向として

生まれたところが安心してできるか、その辺でケアを受けた方の傾向というのをお伺いしま

す。あれば。 

○子育て応援課長（堀川訓子君）  産後ケアにつきましては、必ずしも出産病院でやっていな

いというところもございますので、基本的には出産のところでというのが多いのですけれど

も、どちらかというと助産院のほうで担っていただいている部分が大きいかなと思います。

ただ出産した方しか受けないというところもございますのでそういったところはその方が使
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いますけれども、助産院さんに関しましては比較的幅広く受けていただいていますので希望

があった場合にはそちらのほうもご紹介をさせていただいたりしております。 

 菊川病院のほうは宿泊のみやっていただいておりまして、ご利用される方もいらっしゃい

ます。 

○分科会長（小林博文君）  ちなみに何件ぐらい、菊川病院、分からなければいい。 

○子育て応援課長（堀川訓子君）  調べますので。 

○分科会長（小林博文君）  12番 織部光男委員。 

○１２番（織部光男君）  12番 織部ですけども、生まれた病院というのもいいと思いますけ

ども、私が思うに、職場保育とか小さいお子さんがいるところも一つの相談窓口にはなるの

ではないかと私は考えているんですけど、そういうことは実際は何もやっていないんですか。 

○子育て応援課長（堀川訓子君）  小さいお子さんの相談ですか。 

○１２番（織部光男君）  12番 織部です。母子保健ということですので、お母さんの産後の

ケアを考えますと、やっぱり保育園なんかで小さい子どもさんを扱っている保育士さんとの

お話合いとか、そういうことがケアになるのではないかと考えるものですから、そういう試

みはないですか、令和５年度はやらない。産後ケアに関わらず。 

○分科会長（小林博文君）  堀川子育て応援課長。 

○子育て応援課長（堀川訓子君）  子育て応援課長でございます。うちのほうで、今年度から

子ども家庭センターを設置いたしましたので、小さいお子さんから18歳のお子さんまで全て

については相談窓口というのを設けております。特に母子家庭の分野につきましても、そち

らのほう引き継いでおりまして、生まれてから小さい乳幼児に関しましても、特定妊婦 さ

んの頃からずっとこちらの方でつないでおりまして、生まれた後というのも相談を受けてお

りますので、産後ケアとはまた別でうちの課のほうでもそのような事業をやっております。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  よろしいですか。分かりますか。武藤主幹。 

○子育て応援課主幹（武藤君）  武藤でございます。令和５年度につきましては、菊川市総合

病院の利用者はございませんでした。 

○分科会長（小林博文君）  分かりました。ほか関連でありますか。 

 それでは、事前通知による質疑は以上となります。その他関連で子育て応援課に関する質

疑はございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○分科会長（小林博文君）  それでは、ここで一旦執行部の方は退席となります。お疲れさま

でした。自由討議があるものですから、またしばらくしたらお願いします。 

 それでは、ただいまから議会基本条例第11条第２項の市長提出議案に関して審議し結論を

出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとするとの規定に基づき、委

員間の自由討議を行います。今回こども未来部では給食センターの件が行き違いというか、

ちょっと違ったのでその辺とかあとリフレッシュの一時保育の件ありました。子育て応援課

ですと、児童館の話とか子宮頸がんの話とか、産後ケアの件、そうした皆様のほうからご意

見ありましたら、挙手の上、ご発言をお願いいたします。12番 織部光男委員。 

○１２番（織部光男君）  12番 織部です。小さな子どもさんを預ける、私は夏休みがあると

は思わなかったんですけども、幼稚園を休ませるということはその親にとって夏休み休める

ことは思えないんだけど、その負担というのはかなり大きいんじゃないかね。 

○９番（小林博文君）  幼稚園は、文部科学省、学校と同じ考え方なんですよ。だから、働い

て困っているから預けるんじゃなくて、教育の一環として預ける。 

○１２番（織部光男君）  現実ね。 

○９番（小林博文君）  だから保育園はニーズが高いけど幼稚園は定員が割れている。 

○９番（小林博文君）  そこは、今それを一体化しているから逆に緩和されているのもあるん

です。どうしても保育園で入らなくても幼稚園で入ってもらって延長保育みたいなのにつな

いで働いている方もいるから、そこはやっぱり休みっていうのは昔からの幼稚園の習慣とし

て教育の一環ですから、学校と同じ考えです。 

○１２番（織部光男君）  こども園っていうのはもうそうではない、一括でやろうと考えたか

ら。 

○９番（小林博文君）  保育園のニーズがすごく大きくなって幼稚園のニーズがしぼんだんで、

幼稚園が破綻するといけないので、こども園という形で一体でみんな預けることにして、保

育施設を維持していくという考えです。 

○１２番（織部光男君）  現実社会としてやはりお母さん方のことを考えると、やはり小中で

も給食がなくて家にいるということだけでも大変だということを言うわけですよ。だからそ

ういうのを考えると、時代に合った制度にしていかなければいけないんじゃないかなと。行

政として、そういう家庭環境を重視した政策に切り替えていくべきだと。それが私は時代に

合わせた行政の事業だと思うんですけどね。 

 過渡期といえばそれまでですけども、やはり倉部さんが言うように、放課後児童クラブと
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かの充実とか、そういうところも同じような理屈だと思うんですよ。令和５年度の決算がそ

れで令和６年度も同じようにということで果たしていいのかっていう、そういう私は疑問符

を持っていますけど皆さんどうですか。 

○９番（小林博文君）  市でできるかっていうところが問題ですよね。13番。 

○１３番（倉部光世君）  幼稚園に預けている方は多少ゆとりがあって奥様働かなくてもいい

ようなことがまだ今でもあるので、そういう方は今まで通りに幼稚園に行かして夏休みはお

母さんと一緒にいるっていうのをまだやりたい方もゼロではないので、制度が残っていて、

みんながみんな働いて、みんながみんな預けたいわけではないので、幼稚園の仕組みがまだ

ちょっと残っているんですけど、今後多分縮小されていってしまうのではないかなと思いま

す。全くなくしてしまっていいのかっていうとどっちなのかなと思ったり、一緒にいたい、

小学校入るまでは働かずにお子さんを自分で見たいという方もゼロではないので、全部が全

部一緒にしてしまうのはまたちょっと難しいのかなとは思いますけど。学校、小中学校も夏

休みって絶対あるので。 

○分科会長（小林博文君）  ５番 渡辺委員。 

○５番（渡辺 修君）  ５番 渡辺です。実態としてうちは保育園に行ってその後幼稚園に保

育園って送っていかなきゃいけないし、迎えに行かないといけなくて、自営業で忙しいと、

その後は幼稚園に小学生がてこてこ歩いて連れてってくれて、自営業の時は帰ってくると、

その中に混じって遊んでいるから、そういう私らみたいな古い自営業家庭は、保育園のほう

が大変なんです。送るから、幼稚園は連れてってくれて、勝手に帰ってきて、家の中にいて

という、そういう昔からの農家というのは、かえって幼稚園のほうが楽だっていうようなの

もあります。子どもと２キロくらい歩いて、小さい頃から歩けば丈夫になるし、そんな感じ

でも政策とは外れちゃいますけど、実際幼稚園に入れたいと途中から２年間は行かせました。 

○分科会長（小林博文君）  15番 内田委員。 

○１５番（内田 隆君）  この質問だけじゃないですけど、例えばキャリアアップ研修みたい

なものもあるんですけど、保育園にしろ幼稚園にしろ、国の監査があって人の数と人の施設

の面積要件を義務としておられるもんで、そうすると昨日間違えたのかあれですけど、実際

何人に１人、１人の人が何人抱えるか絶対的条件で、それで今、本当に小さい子ってお母さ

んも強いみたいな小さい子も方向性がないような保育士の数が足らなくなってですから、例

えばキャリア研修というのは１回取ればいいじゃなくて、例えば20人いるうちに研修を受け

た人が１割いなきゃいけないとか２割いなきゃいけない若い保育士さんがどんどん抜けてい
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っちゃうんですよ。そうするとそのキャリアアップ研修はその園として成立してないとお金

をくれないっていうで、そうすると人を裂いてでも確保するための研修に出てもらわなきゃ

いけない。なので、経営する側はものすごい。それでこの頃の保育士さんというのは、お金

くれるように休みをほしいという人が多いみたいで、休みは十二分に取りたい。だから早番

遅番はあまりやりたくないとか、本当にそういうので経営者になった人なども、今日休まれ

ると申し訳ないけど、コロナみたいにならしょうがないけれど、園児の数がたまたま休みで

少なくてほっとするっていうのは、そうすると今日は先生１人足らないもんで園長もはいら

にゃいかんとかという、いろんなことがあって、やっぱりもう少し現場のことを考えて政策

課といってもこの政策課の人たち、民間のところというよりは自分が抱えているおおぞらと、

北幼稚園のこと考えてやってる、多いと思うだけど、実際菊川の場合については民間で幼児

保育を賄ってもらっている現実の中で、もう少しいろんな面で今日赤堀さんが借地の説明を

してくれたが、経営が成り立つための人とお金のことについてもう少し精度を上げた把握を

してほしいなって僕は思いますけど。 

 一番何が困っているのかをちゃんと把握をして、そこに手を入れてあげないと、経営のこ

となんていったら公共の場合は全く関心がないと思うしかないが、関係ないもんで、幾らた

くさん人いても経営がどうであろうと、決まったお金の中でやらなきゃいけないというのが

民間だと思うので、そこはもう少し民間に対して政策課として入ってもらいたいなと思いま

す。 

○分科会長（小林博文君）  10番 赤堀委員。 

○１０番（赤堀 博君）  キャリアアップ研修、以前は静岡とか浜松の大学で平日に行かされ

て、なかなか現場が抜けられなくて、受けたくても受けられない、この頃は近隣で、今度は

きくるで77人、土日で開催してくれるようになってから、受講しやすくなったというのもあ

ると思うんですけど、そういうところもだいぶ業者が変わってきた。やっぱり現場としては

保育士が足りないから、大変な思いしながらも、お金よりお休みがほしいというのが現実だ

と思う。だから朝とか夕方以降もなかなかやりたくないというかね、その辺、園として早朝

と夕方遅く保育士さん、それを確保して、大変な現状やっていますよ。 

○分科会長（小林博文君）  12番 織部光男委員。 

○１２番（織部光男君）  根本は保育士不足というのは一番大きな問題であって、赤堀委員が

言ったように、土日でやったところで代休が取れないという大きな問題があるわけです。菊

川市の行政として、保育士を増やすために人を受け入れると10万円と補助が出るというよう



－25－ 

なことをやっているんですけど、１回こっきりでそんなことで集まるかといえば、とてもそ

んなもんじゃないということで、例えば、要するにＡＩを使うような、うつぶせ寝をすれば

警報が鳴るとか、そういうことに補助金を出すとか、具体的には胸にカメラを置いて、子ど

もたちの様子を撮って、それを父兄に販売するとか、そういうためのノウハウをもっともっ

と使って、そしてウィンウィンの関係になる、保育士も楽になる、今でも手書きで連絡網や

っているというようなことよりも写真を撮って１枚を渡すことによってこういう生活をして

いるのかっていう、必要ならばそれを買ってもらうというような、私はやるべきことはまだ

あると思うんですよ。そういうような行政に、要するに保育士を増やすということに関して

も、仕事の責任を少なくするとか今回の国のほうで30名を25名にするとかって、これをやれ

ば保育士は増やさなければならないわけですから、どちらにしても給料も上げることも必要

ですし、単費ででも菊川市の保育士は給料がいいというようなことにすれば集まってくるわ

けですよ。そして仕事の内容も楽になるというようなことであれば、やはり資格を持って潜

在的には大勢いるわけですよ、保育士ってのは。これをいかに呼び戻すかという努力をやっ

ぱりするべきだなと私は思っています。 

○９番（小林博文君）  写真とかはねそういうシステムあるんですけど。 

○１２番（織部光男君）  取り入れているの。 

○９番（小林博文君）  民間が入って時々来てはみんなの写真を撮って、それをスマホでアプ

リで自分の子どもの孫とかを写っているのを注文できたりとか、あと大きいイベントやると

そういうのができたりとか、あるんで、その辺は、やっぱりうちの孫が一時的に保育園預か

ってもらったんだけど、手書きでのやり取りすごく大事だと。逆になくしてほしくないなと

思って、こういうことがありましたとか、家でもこうなんですよとか、ある程度意思の疎通

図れるんで、そういうところでいろんな制度としてはちょっとＩＣＴのあれはさっきの取り

入れている部分もあるんですけど、うまい形で保育士さんとかの負担軽減につながればいい

と思うんですけど、確かに保育士も定員以上に抱える余裕がないというところが多いので、

そういうところが大変かなと。ただ、民間とかのところで菊川市が横にいると言いにくいと、

公共施設のことだけでも考えていかないといけないけども、これから残るものは１年でなく

なっちゃうけども、なかなか織部さんの話聞いていると、全部国でしかできないようなこと

なんで、市でどんなことができるかなかなか難しいんですけど、その辺いいアイデアがあれ

ば。 

○分科会長（小林博文君）  12番 織部光男委員。 
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○１２番（織部光男君）  12番 織部ですけど、牧之原の亡くなった、２年もたっているわけ

ですよ。菊川市の場合は送迎バスはないですよね。どこもないですもんね。そういう意味で

はいいと思うんですけどもやはり園の中にいるときの事故というのがやはり一番注意してい

ただけなきゃいけない、命を預かっている大変な仕事だと思いますので、やはり病院と同じ

ような給料を私は出すべきだなと思っています。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  ５番 渡辺委員。 

○５番（渡辺 修君）  ５番 渡辺です。幸い根底に保育士さんとかいわゆる幼稚園の先生、

保育園の先生という言い方をする小さい頃の憧れの職業みたいなところに作文書かせると出

てきて、それで資格は取ってくれるけど、いざ働こうと思うと大変で安い。となるとやっぱ

りそこのところ解決さえすりゃなんとかなるはずなんだけど、それができないんです。それ

をどうすればいいか。さっきの国しかないというのは本当に最後そこに来ちゃうので、市が

それを補助するようなことを単費にどういうことができるか民間との兼ね合いも考えて、ど

ういうことができるかということも考えておかないとなかなか大変だとは思うんですけど、

何かいい手だけはないものかと、やろうと思う人はいる。ただ、大変だし責任も大きいし、

１回そんな事故をしてしまえば２年たっても、いまだもって報道される、すごい大切なとこ

ろにいるわけですから、それに見合った給料を何とか払ってあげたいという、取りとめもな

いですけど。 

○分科会長（小林博文君）  15番 内田委員。 

○１５番（内田 隆君）  15番です。結局市でやることがないじゃなくて、市でしっかり考え

て補助制度をつくればいいと思うんですよ。ただどういうふうにするか傷にになるようなも

のじゃ悪いと思うんですけど、そういう中で、こういうような話をしてもらっているんです

けど、例えば総収入が決められているので、その中で経営しなきゃいけないんですよ。そう

すると今の市役所の公務員の場合については給料表が４つで昔で言う１号という、１回では

なくて、そうだよね。４つあるんだよね。４つで１号上がる、階級、１年間で昇給幅が。 

○  （    君）  お給料がですか。はい。 

○１５番（内田 隆君）  だけどそれやるとお金足らなくなっちゃうので、３つで１年を我慢

してもらおうとか、いいほうへやるどころの話じゃなくて、結局入りが少なければその中で

やらざるを得ないので、園長は補助金をもらう方法がいいのか、加算金をもらう方法がいい

のかというのを常に計算をして、本当にね経営の中でこの幼児教育をやっていることは本当
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に経営の事実だもんで、そこのところで市が何ができるかということをやっぱり真剣に考え

てあげないと、経営が破綻したらだめに決まっているし、そこで市の中でこっちの園に比べ

てこっちの園がいいという話になってくると、それだけで保育士さん多く行っちゃう、保育

士さんがたくさんいるところのほうが人気はあるんですよね。いろんなことやってくれるも

んで。そこら辺も悪いほうへ向かっていっちゃうと、本当に人が入らなくなっちゃう事態に、

希望者がいなくなってしまうことになりかねないと。その市全体の政策をちゃんと組み立て

てほしいなというふうに思うんですけどね、政策課のところで。 

○分科会長（小林博文君）  13番 倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  幼保の件はずっと課題があって、ただ、菊川市としてはどんどん民

営化を進めて１園しか残さないという形を取っていくのであれば、やはりお任せする各私立

園へのある程度の支援はしていっていただかなきゃいけないですし、内田議員もおっしゃっ

た給食の件もね何か後づけって、公平感があるような実はないような要綱を後からくっつけ

てくるような、何となく付け焼き刃な対応が政策課は見受けられるなというところがあって

どっちを向いてお仕事されているかという言い方をすると申し訳ないですけど、いかに寄り

添っているのかなって思えるようなものが多いのですから、それは予算も限られていますし、

公平にやるんで、みんな同じにしなきゃいけないというのはあると思うんですけど、各園は

特色もあって経営のやり方も全く違いますので、その辺バランスとっていくのは難しいです

し、民間園はそれぞれの園も経営努力はしていただかなきゃいけないので、保育士、余分に

たくさん採ってやっているところもあるし、ぎりぎりのところもあるんですけど、いずれは

ある程度淘汰されしてしまうと思いますが、現状は保育園を預けたい方はたくさんいらっし

ゃって、待機児童もいる、法的ではない待機児童もいますので、その辺は政策課で、政策を

しっかり立てていただいて、小笠のほうの東と南は経営がかなり大変に、北ができてしまう

となっていくんじゃないかというところもありますので、その辺しっかり見極めて民間園が

きちんと経営できていく最低限の支援というのは、考えていただきたいと思います。保育士

さん足りないところも学校の先生も人が増えればみんな仕事が少しでも楽になるから、何し

てほしいと、人を入れてくださいというのは、学校の先生みんなが言うことで、保育園も同

じことなので、どうやってその人たちが確保いくかというところは、政策課が影響力を持っ

てやっていただき、毎年結構学校待っていますとか、同じような回答しか返ってこないです

から、その辺をしっかりやっていただきたいと思います。 

 キャリアアップ研修、厚労省でやらなきゃいけなくなっているものを中東遠の中でやるこ
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とで、多少負担は減っているのかもしれないですけど、やらなきゃいけなくて人がいないの

に土日出て代休取れないというのは全く変わっていないと思いますので、そういうところが

もう少し丁寧にやっていただきたいと思いますが、あくまでも子どもの命を預かっていただ

いているお仕事ですので、保育さんができるだけ快適な環境で安心して仕事ができるように

は強制的に整えるべきだと思います。 

 おむつの介助とか、ああいうのも今の保護者に合わせた政策も少しずつ以前に比べたら随

分進んで、前年度横浜から来たお母さんが、何でおむつ持って帰らなきゃいけないんですか

って言って、何この人言ってんのみたいな風潮があったのに、今となっては、それは当たり

前で東でも実施していますのでやはり外から来ているしっかり取り入れて大切そういうとこ

ろの小さい改善は重ねていっていただきたいなと思います。若いママさんたちと私たちと感

覚が全く違いますので、しっかり受け止めて、何でもやればいいではないですけど、変わっ

た保育事情はしっかり把握して進めていただきたいと思います。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  質問はございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  では以上で、こども未来部の決算審査を終了します。 

 ただいま出されましたご意見等をもとに、分科会報告を作成し一般会計予算決算委員会に

て報告させていただきます。分科会報告の作成につきましては、政府分科会長に一任願いま

す。 

 じゃあ５分くらい、35分に再開いたします。 

 

閉会 午前１０時２９分 

 

開会 午前１０時３３分 

 

○委員長（小林博文君）  それでは、決算審査に引き続き、ただいまから、決算審査における

事業評価を行います。 

 この事業評価は、菊川市議会が、市が取り組む重点事業や主要な取組について事業実施の

成果・課題を検証し、評価を行うことであり、併せて次年度以降の事業実施の方向性につい

て考察し、市に対して意見をしていくことを目的としています。 
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 事業評価として、菊川市議会が取り組むのは初めてであり、不行き届きな点でちょっと混

乱する点もあるかと思いますが、この取組の目的を理解し、委員の皆様には事業評価が充実

したものとなるようお願いいたします。 

 また、事業評価の対象となりました執行部の担当の皆様には、議会が行う事業評価につい

てご協力をお願いいたします。 

 それでは、初めに、事業評価の対象事業の担当課から説明をお願いします。西川こども政

策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。 

 放課後児童クラブ運営事業費について説明いたします。 

 それでは、対象事業について説明します。 

○委員長（小林博文君）  ちょっと待ってください、ごめんなさい、１回もらいます。すみま

せん、資料のほうの場所なんですが、今日の一般会計予算決算委員会の日付のホルダーの中

にある一番下、令和６年９月９日から12日の中のところにホルダーが１個ありまして、事業

評価資料というのがあります。これは対象とした事業の年々度の決算とか予算とかその辺の

資料が入っています。併せて今日紙で皆さんのほうに配付しています。こちらは、このホル

ダーとは別に外に今ちょっと入っちゃっています。これ、今後は、もしあれなら一緒の枠に

したほうがいいかもしれない。また検討しますが、この資料もありますので併せて御覧くだ

さい。すみません、説明のほうをお願いいたします。こちらのほうの資料からまた説明に沿

ってお願いいたします。 

 では、西川課長、お願いいたします。すみません。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長です。 

 放課後児童クラブ運営事業費について説明いたします。 

 それでは対象事業について説明します。 

 事業評価資料２ページ目の事業評価指針と事業評価資料の４ページ目を御覧ください。 

 初めに、事業目的ですが、放課後児童クラブの概要について、児童福祉法に基づき保護者

が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している人に対し、授業の終了後等に学校の

余裕教室等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものです。 

 事業運営には、放課後児童クラブの開設と指導職員の研修参加を実施し、保護者不在の児

童に適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成及び子育て支援の推進を図ることを目

的としております。 
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 事業の概要につきましては、市内小学校ごとに９か所の放課後児童クラブを開設し、児童

の受入れとともに、指導職員の資質の向上のため専門研修やの参加を行います。 

 実施事業の概要については、１つ目として、市内小学校ごと９か所において余裕教室と専

門の建物において放課後児童クラブを開設し運営を行いました。 

 ２つ目として、事務の効率化を図るため、管理台帳システムに入退所管理や利用料徴収の

管理を行いました。 

 ３つ目として、クラブ長や支援員、保護者の負担軽減を図るため、連絡アプリを活用した

入退室、出欠の連絡を開始いたしました。 

 事業成果につきましては、市内小学校ごと９か所の放課後児童クラブにおいて、延べ5,637

人の児童が利用をしました。 

 事業内容につきまして、大きく分けて、児童クラブの管理事業員が670万7,341人、クラブ

の運営業務として765万8,407円、児童クラブ職員の管理利用費が6,150万1,057円となってお

ります。 

 事業の課題といたしましては、市内で統一したサービスを持続的に提供していくため、引

き続き、支援員等の確保や資質の向上という効率的な事業運営を行う必要がございます。 

 次に、事業の総合評価と担当の評価となっておりますが、総合判定は事業の進め方の改善

の検討となっております。担当の評価は持続可能な運営ができるように、引き続き、職員確

保に取り組んでいきます。入退所管理アプリや管理台帳システムの活用により、事業者の利

便性向上や運営の効率化を図ることが必要になります。 

 課題に対する改善案など想定される経過及び今後の方向性の項目の要件につきましては、

共働き等の増加など、社会環境の変化などにより、放課後児童クラブのニーズが増加してお

ります。 

 児童の放課後等に安心して過ごせる生活の場としての役割が重要であり、今後も継続が必

要な事業になります。 

 以上でございます。 

○委員長（小林博文君）  対象事業について、担当課長から説明がありました。 

 それでは、各委員の皆様から質問を出していただいております。こちらを以上のような形

式で、各自から質問を行っていただいて、回答を頂きたいと思います。それでは、事前通知

に従って、質疑をお願いいたします。１番目からですので、13番 倉部委員、お願いします。 

○１３番（倉部光世君）  13番 倉部です。一番上です。運営知識の表は頂きました。校舎を
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利用したクラブの光熱費の支払いはどうなっていますかというところで、これはクラブとし

て計算して支払うことはしていないで、学校の生徒負担になっているんでしょうか。 

○委員長（小林博文君）  答弁求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。校舎内の児童クラブの光

熱費は、教育総務課が負担をしておりますので、その予算では支払わってはいません。 

○委員長（小林博文君）  13番 倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  13番 倉部です。これは、例えば別メーターに切り分けて計算する

という要請はないでしょうか。 

○委員長（小林博文君）  答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。建物が別、校舎内ではな

くて、建物が別のところについては、市の予算で計上をさせていただいておりますが、その

メーターを分配して別メーターというのを今まで考えていたことがないので、できるかどう

か、また教育委員会と相談をしたいと思います。 

○委員長（小林博文君）  13番 倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  ちょっと意見ですけど、学校からやはりそこが分担、分かれていな

い分、学校の光熱費のあれが上がっている部分があって、分けてほしいというようなお話も

ちらっと聞いたりはしていました。今までそういう話はなかったのかなと思いました。 

○委員長（小林博文君）  佐藤課長。 

○  課長（佐藤  君）  一つ学校さんいらっしゃると思いますけど、いわゆるエコアクシ

ョン的な観点からも、いわゆるクラブの光熱費まで、学校側のほうにクラスで提供されて、

そうすることによって一つの学校がいわゆる二酸化炭素排出量が上がってあるとか、そうい

うようなお話を頂戴しておりますが、菊川市の事業所としてはですね。事業所としての配水

量を全体としては上がってこないという考えがありますので、今、私が申し上げるとおり、

そのエコアクション的な観点からのお話を今回はさせていただいたところでございます。 

 以上です。 

○委員長（小林博文君）  順番に、倉部委員、５番まで。 

○１３番（倉部光世君）  13番 倉部です。アンケートを頂いていますけど、まず、18時に間

に合わない保護者がどれぐらいいらっしゃるのか、また長期休みになると、保護者さんが出

かける時間と預ける時間がどうしても合わないという方も多少いらっしゃると聞いています

が、その希望はありますかというのが、このアンケートにもありますけど、どのぐらいの数
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字で把握されているかお願いします。 

○委員長（小林博文君）  答弁求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。今日のナンバー２につい

てございますけども、令和６年３月以降、18時を超えてお迎えがあったケースについてです

が、９クラブ全体で月に１件程度となっております。この人が毎回同じではなくて、たまた

ま迎えに遅れてしまったのではないかと思っております。 

 ３番のアンケートについてでございますけども、ナンバー９の渥美委員の質問に回答が重

なってしまいますので、一緒にお答えをしてもよろしいでしょうか。 

○委員長（小林博文君）  13番 倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  ちょっとごめんなさい。一個一個読んでもらいたいと思いますけど。

２番ですけど。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  はい。 

○委員長（小林博文君）  13番 倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  13番。アンケートを見ると18時以降、開所希望は９人、７時半以前、

開所希望は７人って書いてあるんですけど、今現在は６時までとしか言っているので、皆さ

ん、例えば、おじいちゃん、おばあちゃんに頼んだりとか、結構無理していらっしゃる方も

いると聞いているんです。だから、今いないからといっていないと思うんではなくて、やは

りニーズのほうから見ていっていただきたいなと思いますし、実際そういう声も聞いていま

すので、今年入っていないからいないではないとは思うんですけど、こっちのアンケートで

９人とか７人いる数字のほうが皆さんのニーズなんじゃないかなと思いますけど。 

 なんでこんなことを言うかというと、幼稚園や保育園によっては、朝の７時から夜７時ま

で預かっているところがあるわけで、その保護者が放課後児童クラブ預けた場合は、結局そ

こまで実際は本当は預けたいという、突然小学校に行ったからって早く帰ってこれるかとい

うと、そういうわけではないと思いますので、保護者によってはお買物全部やってからお迎

えという方も、保育園にいらっしゃるのは分かりますけど、今まで７時７時だったのが急に

７時半６時とされてしまって、本当に困っている方はいないのかなというところがちょっと

疑問だったので、この質問を出させていただきました。 

○委員長（小林博文君）  西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。令和５年度の利用者のア

ンケートの結果から多くの方、満足だとお答えを頂いておりますけれども、その他の方につ
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きましては、開所時間、閉所時間については、希望されている方も実は認識をしております。

通常の放課後児童クラブの開所時間は午後６時までで、長期休暇中の放課後休暇クラブの開

所時間は午前７時30分から午後６時までとなっております。先ほど申し上げましたけども、

少数のご意見ですけども、開所時間の延長を求める声もあることは認識をしております。 

 しかしながら、普段の学校の開門時間は午前の７時40分前後となっております。もし閉所

時間を午後６時以降とした場合、現在の職員のシフトでは、このことがちょっと難しく、職

員の確保が課題となります。 

 また、仮に、全クラブを30分延長するとなると、年間で250万円ぐらいの人件費が増加をし

てしまいます。その事業評価のとこで、コストの縮小を求められている中で、人件費の増加

が避けられなくなるために、利用料の増加等の検討も必要になってくるかと考えております。

その場合にも、今回のアンケートの結果を参考に月額利用の設定などを検討するとか人員確

保ができるなど、検討した上で運営に反映していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（小林博文君）  分かりました。再質疑ありますか。 

○１３番（倉部光世君）  今別に現状を聞いているだけなので、どうするどうするではないか

と思うんですけど、３番目で、今回アンケートを毎年取っているんですよね、利用者からは。

この頂いたアンケート結果。たまたまこの間とかが出る。毎年取っているんですかという質

問です。 

○委員長（小林博文君）  西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長です。専門の資料がないので正確にお答

えできるかちょっと不安なので、去年とその前の２回分記憶があるんです。この前のときの。 

○委員長（小林博文君）  すみません、はい。 

○１３番（倉部光世君）  毎年か２年ということで取られていて、比較的満足の方が多いのか

なとは、今日いきなりもらったので、まだ聞いていないんですけど、これを見て改善点とい

うのは、今日のこちらの事業のところに反省とかいろいろ書いてありますけど、アンケート

について特に何か改善点とかを感じられたところがあればお願いします。 

○委員長（小林博文君）  西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。アンケートの結果をもと

に、この保護者様には安全安心というのが一番大事だと言っておりますので、人員確保につ

いてはやはり全的にしていかなければいけないと思っています。今のクラブ長、支援員、補
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助員に対しましては、年齢が上がってきてしまっているので、今後続けていくことができる

かどうかと、お子様を預かっていらっしゃいますので、誰でもいいというわけではないので、

そこの人選には気をつけていただいておかないと思います。例えば倉部委員からもおっしゃ

られたように、開所時間、閉所時間につきましては、やはりニーズもありますので、そこは

また検討していかなければならないとは思っておりますが、特に子どもの立場からしてみる

と、６時半、７時まで預かったときに、小学校１年生が家に帰って寝るまでの何時間、ご飯

を食べたりいろいろするということも考えると、そこはお母様方、お父様方も小さいうちは

時短とか何かを取る方法があるのかなと、全体的に広い範囲でみればそういう考え方もある

かと感じております。 

○委員長（小林博文君）  どうぞ、倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  ４番目に行きます。災害時緊急時の開所対応を改善されましたか。

これも昨年六郷小学校のほうで話があったと思いますけど、菊川市の決めているルールです

と、みんなが早く帰るとこちら閉所してしまいますよという話がありまして、じゃあ、家帰

っていて親もいないところに帰すんですか、放課後児童クラブのほうはというので、ほかの

市町では、基本的には開所して預かって、できるだけ保護者に早く迎えに来てもらうという

対応をしているという事例もお出ししてはありますけど。その辺は昨年度中に改善されたん

でしょうか。今年度か、改善されましたか。 

○委員長（小林博文君）  答弁求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。今、倉部委員が言われた

ように、学校繰上げ下校について、保護者様とか学校からご要望いただいております。現在、

運営方式について柔軟な対応ができないかと、今学校教育課のほうと協議をしている最中で

ございます。今月中にはちゃんとした方針を示されるのではないかと思っております。 

○委員長（小林博文君）  再質疑ありますか。倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  災害もいつ来るか分からなくて、大雨も大変多いので、やはり保護

者のいないところに急に雨が大雨なので帰しますというのは、ちょっとやり方が違うと思い

ますので、早急にその辺改善していただけたらと思っています。 

 あとは、ちょっとこれ開所と関係ないんですけども、災害時の放課後児童クラブの対応が

いま一つきちっと決まっていないというのを昨年もあったときに、いるときに大地震が来た

らどうしますかということが、いま一つ支援員の方たちが不安というお話があったんですけ

ど、この辺の話はできていますでしょうか。 
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○委員長（小林博文君）  答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。昨年ですか勉強会からの。

その後しっかり支援員、クラブ長とお話をしました。災害の防災訓練などを行った上で、ま

た災害が起きたときには、必ず安全な場所で避難するというようなことで徹底をさせていた

だきました。保護者様については急に迎えに来れない場合もございます。そういった場合に

は、避難所が開設してあれば、ちゃんと責任をもって私たち職員も行ったりして、ほかの児

童クラブの職員も避難所にお連れする。また、保護者がこの放課後児童クラブのほうに行っ

たとしてもどこに行っているか分からないので、ちゃんと貼り紙を置いて避難所で待機をし

ています等の連絡、またメール等で保護者様のほうに早くお迎えに来てくださいという対応

を考えております。 

○委員長（小林博文君）  再質疑ありますか。倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  学校とは全然ここは連携しないんでしょうか。避難所ってすぐ開か

ないんですよね。申し訳ないですけど、地震来た直後は開かないので。 

○委員長（小林博文君）  答弁求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。学校の先生方とそこのと

ころはすみません、まだ開かないという話がありますが、やはり学校の先生も放課後という

ことになると自分たちじゃないという意識もちょっとあるみたいなことを言っておりますの

で、私その辺は話合いをしていきたいと思います。 

○委員長（小林博文君）  倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  とても大事なとこなので、そこはまたちょっと後で提案はしたいと

思います。 

 ５番目が、５年から６年、放課後児童対策パッケージというのがありますけど、活用され

ていますか。 

○委員長（小林博文君）  答弁求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。放課後児童対策パッケー

ジにまとめられた取組のうち、菊川市でも取り組んでいないような何点かございます。 

 まず、クラブ職員に対する処分改善ですが、これは毎年継続して実施し、職員の確保に努

めております。 

 また、ＩＣＴ化や性被害防止対策等の取組を利用し、アプリの導入によるクラブ職員の業

務負担の軽減やパーティーションの設置による安全な居場所づくりなどを進めております。 
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 また、昨年度、クラブ職員を対象にオンラインの研修を実施し、職員の質の向上に努めて

おります。今年度10月に実施を行う予定です。 

○１３番（倉部光世君）  分かりました。ありがとうございました。 

○委員長（小林博文君）  それでは、６番目から渥美委員のほうお願いします。１番 渥美委

員。 

○１番（渥美嘉樹君）  １番 渥美です。待機児童の定義はどのようになっているかお伺いし

ます。 

○委員長（小林博文君）  答弁求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。渥美委員の事前質疑にお

答えいたします。 

 待機児童の定義につきましては、放課後児童クラブの利用を希望し申込みをしたが、不承

諾だとなってしまった児童です。その中には長期休暇期間に他のクラブでの利用を斡旋いた

しましたが、利用を希望しなかった方や入所可能となったが、他の児童、例えばお友達が一

緒に入所するまで待っているよというような引き続き待機を希望する児童も含んでおります。 

 以上でございます。 

○委員長（小林博文君）  再質疑ありますか。じゃあ、そのまま２問目行くよ。 

○１番（渥美嘉樹君）  次の質問に移ります。スタッフの採用状況については、具体的にどこ

のクラブに何人足りなくて、どのように募集しているか伺えればと思います。 

○委員長（小林博文君）  答弁求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。クラブの採用状況につい

てですが、令和５年度に新規採用した職員は、通年の勤務が７名で、長期休養のみの職員は

９名います。具体的にどこに何人不足しているかについては、クラブ職員は配置基準を満た

した上で、利用児童を介し職員を配置しております。 

 通常の放課後は職員が足りているクラブでも、長期休養期間中は１日の労働時間が長くな

るため、職員の負担が増加します。この点を考慮すると、長期休養期間中は人手が多いほう

が望ましい状況でございます。 

 また、その年の利用児童の状況によりまして、必要職員数が変動するため、勤務規定によ

って異なってまいります。 

 現在のところ、通常の放課後児童クラブの運営はスムーズにシフトを組めるけど、人材確

保は出来ております。 
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 以上でございます。 

○委員長（小林博文君）  再質疑ありますか。１番 渥美委員。 

○１番（渥美嘉樹君）  再質問なんですけども、なかなか利用者によって必要人数を出すのは

なかなか難しいものだと思うんですけど、人員計画みたいないろいろそういった計画みたい

なものとかっていうのは、どうやって管理しているのかというか、その人数を見てから何人

とかって感じなのか、ただ何か定員があると思うんですけど、どっちが先かというのは難し

いですけど、ただある程度ニーズの傾向みたいなのを多分分かっている中で、人員計画みた

いなどういう形に管理しているのか、ちょっとその部分がお聞きしたいんですけど。 

○委員長（小林博文君）  答弁求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。定員が35人、40に１人の

人が見ていられるというのが、決まりがあります。しかしながら、お子さんを１人で見てい

ることができないのか、トイレとか行ったりして見ていることができないのか、最低でも

２人は必要だと考えています。低学年に昔支援員というのがありまして、あと支援が必要な

子がいらっしゃる場合には、やはり２人で見てないととてもできません。けんかとか、いろ

いろ、いざこざがありますので、そういうことを考えまして、入所調整が終わりましたとこ

ろ、どのくらいのところでどういう子がいるかということを判断して、今いる職員の配置を

決めさせていただいております。 

 途中でも入ってこられる場合がございます。長期の場合で申し上げますと、夏休みという

と７時半から６時までですので、８時間以上の勤務になってしまいますので、その場合には、

クラブ長はシフトを組んで運営をしております。 

 以上でございます。 

○委員長（小林博文君）  渥美委員、再質疑ありますか。 

○１番（渥美嘉樹君）  次の質問に行きます。 

○委員長（小林博文君）  １番 渥美委員。 

○１番（渥美嘉樹君）  次の質問なんですが、こちらの事業評価シートに、令和７年度の構成

で、先ほども答弁でもありましたコストを縮小していくことと示されているんですけど、具

体的に縮小というのはどういう方法でしていくのかというのをお聞きします。 

○委員長（小林博文君）  答弁求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。このコストについてです

けども、前年度と比べて歳出が多い事業については、自動的に判断をされて決まっておりま
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す。歳出が多くなった原因としましては、先ほど申し上げましたけども、クラブ長をはじめ

とした人件費が上がったことにより、昨年度より増加をしております。そのために児童を安

心安全に受け入れるためには、職員の人員を減らすことが考えにくく、コストを縮小とする

ことが難しいことではないかと考えております。 

 先ほどもお答えしましたところ、利用料が設立当初から同額、月6,000円であることのため

に、受益者負担を考えれば利用料の増加についても検討していかなければならないかと考え

ております。 

○委員長（小林博文君）  渥美委員、再質疑ありますか。 

○１番（渥美嘉樹君）  次の質問で。 

○委員長（小林博文君）  １番 渥美委員。 

○１番（渥美嘉樹君）  次の質問で、利用者のニーズというのがある程度把握されていると思

うんですけど、このようにして運営に反映していくか伺います。 

○委員長（小林博文君）  答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。倉部委員のときと同じよ

うな答弁になってしまうかと思いますけど、すみません、先ほども開所時間にまず出ている

というのは、利用者のアンケートから読み取っております。利用者の開所の時間、閉所時間

の変更というのもありますけど、先ほど申し上げましたとおり、人件費または人員の確保等

難しいので、なかなかそこが考えられることはないと思っています。 

 あとは、子どもたちの、７番の質疑、子どもたちにとっていいことなのか、子ども真ん中

ということもありますけど、本市で見ても反映できるところで考えていきたいと思います。 

○委員長（小林博文君）  再質疑ありますか。 

○１番（渥美嘉樹君）  以上で。 

○委員長（小林博文君）  それじゃあ、渡辺委員のほうから２問あります。５番 渡辺委員。 

○５番（渡辺 修君）  出尽くしたような話ですけど、支援員の求人をＳＮＳやホームページ

で発信していくとのことですが、現在はどのように募集していますか。 

○委員長（小林博文君）  答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。渡辺委員の事前質問にお

答えいたします。 

 現在のＳＮＳやホームページ上で求人を行っております。また求人サイトの掲載を行って

おり、実際にそれを見て採用に至った方もいらっしゃいます。 
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○委員長（小林博文君）  再質疑ありますか。 

○５番（渡辺 修君）  ありません。11番は先ほどのやつと全く同じなので、アプリの内容を

聞きたかったので、この先に、先ほど決算のほうでありましたから結構です。 

○委員長（小林博文君）  よろしいですか。 

○５番（渡辺 修君）  はい。 

 それでは追加でいいですか、関連で、このアプリのこと。 

○委員長（小林博文君）  じゃあ、どうぞ、５番 渡辺委員。 

○５番（渡辺 修君）  入退室、さっきの項目に入退所システムを借り入れますってなってい

ますね。入退室アプリと入退所管理システムになりますけども、それはどんなもんなんです

か。 

○委員長（小林博文君）  西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長です。アプリは保護者様の関係、そこの

アプリからの情報をそのほうの管理システムと連動している。 

○５番（渡辺 修君）  連動させている。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  はい。料金の徴収とかする、そういう。 

○５番（渡辺 修君）  それはもう全然連動していない。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  そうですね、それは住基と連動しておりまして、児童の

入退所の関係で決定通信か開所とか、あとは料金、徴収の関係の管理のシステムがございま

す。それはアプリとは別にございます。すみません。 

○５番（渡辺 修君）  ありがとうございます。 

○委員長（小林博文君）  それでは、事前審議では一通り終わりましたが、この質疑で関連で

もらいました、今回頂いた資料もありますので、その辺から、何か質疑がありましたら、委

員の皆さんのほうからお願いします。１番 渥美委員。 

○１番（渥美嘉樹君）  すみません、１番 渥美です。こちらのアンケートで土曜日の開所の

希望ということが、自由記載にあるんですけど、確かに働き方によって、サービス業の方と

かいろいろと働き方での希望ってことがあると思うんですけど、この土曜日って菊川市内に

おいては……。 

         〔発言する者あり〕 

○１番（渥美嘉樹君）  自分も土曜日は開所希望とここへ書いておったことがあるので、その

ニーズとか市内の受入状況といった、そういった確認をしたいと思います。 
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○委員長（小林博文君）  西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。今、菊川市においては、

祭日は開所しておりますが、土曜日の土日については、開所しておりません。 

 メールに書いたこのアンケートに書かれてあって、直接、私たちのほうに土曜日を開所し

てほしいという声で、電話とか問合せ等では今のところは聞いてないです。ただ、アンケー

トのほうでは書いてあるということです。 

○１番（渥美嘉樹君）  ありがとうございます。 

○委員長（小林博文君）  よろしいですか。 

○１番（渥美嘉樹君）  はい。 

○委員長（小林博文君）  その他、皆さんから質疑ございますか。12番 織部光男委員。 

○１２番（織部光男君）  12番 織部です。データでもらった中で経費9,000円までは出せると

か、何かこういう回答になりますけども、今実際には保護者からは１人幾ら頂いているんで

しょうか。 

○委員長（小林博文君）  西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。通常だと6,000円です。 

○１２番（織部光男君）  一律。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  はい。夏休みの長期のみ使う方がいらっしゃる場合は

9,000円で、冬休み、春休みは3,000円、ここだけ使う人だけは3,000円で、通常ずっと使う人

は年間で6,000円掛ける12で７万2,000円。 

○委員長（小林博文君）  12番 織部委員。 

○１２番（織部光男君）  これ、資料を出していただいて、この事業に年間で幾らかかってい

るというのはわかるのですか…。 

 利用者数等割ると１人当たり実際にはどれだけか、計算すりゃあ分かるんですけれども、

今の6,000円前後かかっているということでしょうか。利用者数で割ったときに。 

○１３番（倉部光世君）  割って6,000円で合うっていったっていう。 

         〔発言する者あり〕 

○１５番（内田隆君）  一旦決めたのにが2,000万。 

 県の補助金か何かが隠れている。多分その倍ぐらいがかかっている。 

         〔発言する者あり〕 

○１２番（織部光男君）  実際に出しているのか。 
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○委員長（小林博文君）  要は利用率、利用者の利用する料金で人件費が賄えているかと言う

ことですか。 

○１２番（織部光男君）  全件で。 

         〔発言する者あり〕 

○委員長（小林博文君）  事業評価シートの左の真ん中辺りに事業コスト分析というのが出て

いる。 

         〔発言する者あり〕 

○委員長（小林博文君）  事業一覧内訳の利用者のその他財源がそうなのかな。 

         〔発言する者あり〕 

○委員長（小林博文君）  職員手当はこっちの③です。 

         〔発言する者あり〕 

○委員長（小林博文君）  答えを求めて。12番 織部委員。 

○１２番（織部光男君）  12番 織部ですけど、私たち訪問をしたんです。その中でのおやつ

代を1,000円取っているというのが、私は気になっていて、むしろ取らないで、おやつが出せ

れば、いや、それでその経費のことを聞いてみたんですけども、難しいですか、やっぱり、

受益者負担という原則でいけば、確かにもらうと思うんですけども、実際に1,000円取って

1,000円以上のお菓子を出しているのか。 

         〔「精算までしてくれている、出さない子への」と呼ぶ者あり〕 

○１２番（織部光男君）  あれはあれで、そうですか。 

○１３番（倉部光世君）  1,000円でやれますかって話ですよね。子どものお菓子に値上がりし

ているのに。 

○１２番（織部光男君）  子どもの心を考えると、寂しい思いをしていて1,000円でお菓子ぐら

い余分に出してやりたいなっていうそんな感じです。 

○委員長（小林博文君）  そのほか質疑ございませんか。１番 渥美委員。 

○１番（渥美嘉樹君）  待機児童でこちら出していただいて、何人かいらっしゃると思うんで

すけど、待機児童の原因というのは、面積的に入らないからということだと、ちょっとその

確認が１点と。 

 もう一個、待機児童に入ってこないのかと思うんですけど、毎年11月15日に締切りして来

年度の入所を調整していると思うんですけど、11月15日以降の新しく仕事を始めた方とか、

状況が変わった方、あるいは引っ越してきた方というのは多分、ちょっと前に聞いたら、締
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切りしちゃっているので申請自体ができない方もいらっしゃると思うんですけど、そういっ

たとき、小学１年生の方が結構困ったりする事態があると思うんですけど、結構11月15日に

締切り早いなという部分もあるので、そこら辺の締切り後のいろいろ変更によって困ってい

る人がいないかと、そういう意味で伺いたいと思っております。 

○委員長（小林博文君）  答弁求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。渥美委員が言われたよう

に、面積要件はあります。面積要件には併せて定員数は定めていただいています。先ほど申

し上げたとおり、それでは定員をいっぱい取ればいいのか、普段いっぱい取れるんじゃない

かというところでありますけども、一人一人支援が必要な子とか、そういう子がいらっしゃ

いますので、安心安全に預かれるということを考えれば、全体で支援者さんの定員が足りな

い。ところでと浮くということは難しいと考えているので、ケースバイケースということで、

もう分けございません、でも、このときの入所の方の状況を判断しながら、定員入所は決め

させていただいております。 

○１番（渥美嘉樹君）  どっちかというと、リスクというよりはマンパワーのほうの。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  今のところは、そういうですね。 

○１番（渥美嘉樹君）  言いづらいんですけど、そういうのはあるんですね。 

         〔発言する者あり〕 

○委員長（小林博文君）  木下幼保こども園係長。 

○幼保こども園係長（木下彩君）  幼保こども園係長の木下です。一斉申込みで、その次の年

の４月の入所を希望される方は、毎年11月の１月から15日辺りで申込みを受け付けます。そ

れ以降に申込みをされる方については、５月以降の入所で調整をさせていただくということ

で、お話をさせていただいて、受付をしております。 

 先ほど課長からもありましたように、４月に入所する人数をそこから調整をかけていって、

１月中をめどに次の年の入所者を決定します。その後に、支援員や補助員の配置のほうも決

定していきますので、やはりちょっと期日を過ぎてしまった方については、４月以降の過ぎ

てからっていうか、５月以降に入所していただくように調整をさせていただいております。 

 ここに転入されてきた方についてもお話をさせていただいていますので、ニーズがあるか

なということは確保しておりますが、今現在はそんな状況をさせていただいています。 

○委員長（小林博文君）  渥美委員。 

○１番（渥美嘉樹君）  １番 渥美です。やっぱり誰が来るかということで変わってくると思
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いますので、人によって変わってくるそこを見ていくのは大変だと思うんですけど、ただ一

方で、１年生とかに困っちゃう部分もあって、そこら辺が柔軟にできたらよりいいなと皆さ

んも思ってくださったようですけど、ちょっとこう制度を変えたりとか、何か工夫をしたり

して、そこら辺が他市では対応しているところもあると思いますが、何か工夫の余地が仕組

みを変えて受入体制も楽になってというふうな方向性がないものかというのを、最後にちょ

っとその辺は言われたと思うんですけど、何か難しい。 

○委員長（小林博文君）  答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。渥美委員が言われように、

やっぱり、急に転校してきて、やはり預かりの場がないといった、とても困ることも私ども

も確認をしてきて必要だなと思います。安心安全にちゃんとした体制で預かることも大事だ

と思います。ですので）、その点、事務方のほうで、ほかの市町でやっていることでありま

すので、どういうふうにやられているか検討していきたいと考えております。 

○分科会長（小林博文君）  答弁終わりました。再質疑ありますか。よろしいですか。ござい

ますか。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  じゃ、15番 内田委員。 

○１５番（内田 隆君）  15番 内田です。 

 まず、担当課として、放課後児童クラブというのが、学校とくっついているじゃなくて、

あくまで独立した単体のものだということの認識がどの程度あるかって。それが先ほど倉部

議員が言った質問のところで、たどり着くと思うんですけどね。あくまでたまたま学校の一

部を使っているということだけであって、本来ならもう全く予算も違うし、独立したもので、

お互いに協力的にするとこは協力し合わなきゃいけないというのは次にある問題であって。 

 あくまで独立しているんだという認識というのはどうなんです。独立した組織で１つの事

業体として、放課後児童クラブがあるんだよって。９つね。そこがまずないと、最終的には

菊川市の予算だもんで、どこから出ても同じじゃないかって、そういう世界になっちゃうも

んで。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。 

 学校の敷地内でね、貸していただいているみたいな感じであって、こういうような…… 

○１５番（内田 隆君）  そうです、はい。 
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○こども政策課長（西川多摩美君）  肩身狭い、そういうような感じで運営させていただいて

おりますけれども、学校は文科省、この事業は厚労省、そこの部分で違いがありますので独

立した事業であることは、私たちも認識しております。 

 ただ、預かる児童については、その小学校の児童でありますので、そこは学校としていろ

いろ協力できることとかは、して。学校と話合いした上で、協力できるところは協力してい

ただきたいことについては話し合っていきたいなと思います。 

○分科会長（小林博文君）  15番 内田委員。 

○１５番（内田 隆君）  15番です。 

 そこまでまずね、独立して、お互い、権利を主張するとか何とかじゃなくて、協力のとこ

ろでダブることは構わないんですけど、権利の主張をし始めると本当にもう、最終的にはも

う、真ん中に入った子どもが一番かわいそうだというふうになりますので。 

 エコな話も出たんですけどね、倉部さんと一緒に話聞いてきたんですけど、結局は、向こ

うは向こうで、理由を言ってもここでこれだけ使っているじゃないかという、教育委員会、

議論をするんですよね、実際。教育委員会とすると、電気代これだけ使っているじゃないか、

水道代これだけ使っているじゃない。でも、そこが、やっぱり、やっぱりそうなったらいか

ん、何ていうの、政策課のほうで、そうじゃないよってやるぐらいのね、何ていうの、お互

いに助け合うような話をしていけば、問題ないんです。災害のときも同じであって。 

 教育委員会が抜けたのでうちの方は受け取れませんって言っちゃうとね。それは確かに先

生も大変だって分かる。だけど、そうじゃなくて、そこが話合いの中で、そこに残る子ども

もいるもんで、そこは話合いになりますよという、そこがやっぱり、独立はしているけど協

力する相手がいつどこどれだけあって、どれだけ話し合っているかということを積み重ねな

いと、どうしても、異論が出てくる。「異論」っておかしいですけど、攻撃的な話が出てく

るもんで。そこはぜひ、最後に困る人がないように、お願いをしたいなと思います。 

 それともう一点、書いてあることがこれ、この前、局長に調べてもらったら、スタートが

菊川市の場合は12年で六郷小学校がスタートで、小笠のほうが13年から各小学校、共にス

タートしているというような菊川の経過があると思うんですけど。 

 それで、僕ら最初は、児童クラブそのものが学校の一部かと思ったくらいでして。もう、

そこは全然違ったんですけどね。支援をする対象が共働きということの中で、あの頃に比べ

てまだ、もっと進んできていて、共働きの人たちがいて。アンケートを見ても、独りで置い

とくのが困るよということのアンケートで多いんですよね。独りで置くことが、心配とか留
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守番できないとかっていう。要は、誰もいないのをどこかで預かってもらいたいという話で

あって。 

 それで、先ほど課長のほうから予算の話もされたですけど、やっぱり、今一番大事なとこ

ろは、子どもの数が減っていくと人類が滅亡するじゃないかというとこまで来ていて。本当

に子育て支援って市の政策の中心に置いてある以上、ただ定期的に数字が出てくる、数字が

多くなったからどうのこうのじゃなく、やっぱり、それが施策なんでね。やっぱりそこが、

やっぱりこういう人たちが困らずに菊川市へ、来れば安心して子育てができるんだよってい

うところを主張してもらわないとね。主張して戦ってもらわないと、やっぱりもう変わらな

いと思うんですよね。やっぱり、先ほど渥美さんが言われたみたいに、何ていうのかな、来

たら困っちゃったやという人がいたんじゃ多分、来る人もいなくなってしまう。 

 どこにこれからの施策を中心に置くかというのはいろいろあるかもしれないんですけど、

子育てで、子どもの数が減少していることについては、本当に、まちが残るか残らないかの

話だもんで。ここは、やっぱり、ぜひ、一番大事な課だと思うんで、戦っていただきたいと

思いますが、どうですか。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。 

 内田議員さんが言われたことは、ごもっともだと思います。私たちも戦ってないわけじゃ

ない、そこだけはちょっと、思っている。いろいろ施策として上げて、予算として上げたり

いろいろ、しています。 

 ただ、子どもの意見を聞かなきゃいけないというのは、確かにあります。それと、あと、

働いていただける方の確保も本当に、６時半まで今、働いている方は今、うちのクラブ長、

支援員、補助員とかは65歳以上の方で、クラブ長とかは、もうちょっと若い方がいますけど、

その方、長期で６時半までずっと働けるかというとなかなか、お話を聞く中で、６時半なら

私ちょっと遠慮しようかなって声も聞かれておりますので、ニーズとその対策をしてくれる

人材確保、それは、私たちも今課題だと思っております。 

 先ほども、学校との連携ということで、私たち学校と連携をしたいと思っておりますが、

なかなか、学校の先生も働き方改革ということで、もう学校がここで終われば放課後児童ク

ラブだよねというお考えの先生方も、たくさんいらっしゃいます。ですので、そこについて

は、教育委員会と今協議を重ねて、歩み寄れるところといいますか、そこについては今協議

を進めております。 
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 確かに、子育てしやすいまち、それと、子どもにとってもいいまちにしないと子どもは生

まれてこないと思っておりますので、そこは私たちも、戦ってないわけじゃないので戦って

予算を確保していきたいと思います。 

○分科会長（小林博文君）  15番 内田委員。 

○１５番（内田 隆君）  先ほど６時の話が出たんですけど、やっぱり、まあここ双葉の話で

申し訳ないんですけど、６時半まで保育かけているのはほとんどないんですよね。ですから、

それで来てくれる方もいるというぐらいであって、やはり、そのものの働き方というのはも

う、前は時短のところが結構あった、企業の認めてくれたところもあると思うんですけど、

やっぱり満でやっているところも結構増えてきていることも事実だし。 

 ですから、そうすると、子どもをなんとか、要するに子どもが独りになっちゃ困るという

ことからスタートするとね、どうしたらいいんだという話になるなると思うんですね。もち

ろん、今、課長が言われたみたいに、面倒見る人がいないから駄目だって、それは当たり前

の話でですけど、やっぱりそこはそれじゃどうやったらいいかという一つのポイントのとこ

ろをどういうふうに解決していくかというようなのをやっていかないと、今、今の中で駄目

だということだけでスタートすると、今言ったように、ほかの町に負けちゃうんじゃないか

なと思うんでね、ぜひ、そこは、課題をちゃんと整理していただいて。お金を上げてでも、

要するに延長する分についてはお金で解決しか方法ないと言うなら上げてでもやってあげる

とかね、ぜひ、お願いをしたいと思います。 

○分科会長（小林博文君）  13番 倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  13番 倉部。 

 今のちょっと時間延長の件ですけど、近隣市を調べると、６時15分までやっているところ、

６時半までやっているところ、また、延長した分だけは別料金ですよというところとか、ち

ょっと島田市を調べたんですけど、その辺の状況を把握されているんでしょうか。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長。 

 ここら辺の具合も、はい、近隣市町の状況は把握しております。 

○１３番（倉部光世君）  うちでどれかできるかなとかっていう検討は、されたことはありま

すか。 

○分科会長（小林博文君）  西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  先ほど来おっしゃるところで、今うちの現状で、本当に
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今、困っている方が何人いらっしゃるか、アンケートで見ると９人とか８人とかいう少──

まあ「少数」と言ったら申し訳ないないんですけど。 

 そこのところで、６時半までするほうがいいのか、６時15分がいいのか、また、延長した

らその分をお金をもらうのかどうか、いろいろ検討内容がありますので、これから検討して

まいりたいと思います。 

○１３番（倉部光世君）  別で。 

○分科会長（小林博文君）  はい、13番 倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  13番です。 

 ちょっとこの運営実績見てみると、クラブによって、ＡＥＤ借上料があるとこないとこと

か、消防点検があるとかないとか、施設管理委託料があるとかないとかで、別、別棟で建っ

ているところでも、それがあったりなかったりしているんですけど。 

 特にＡＥＤは、ない、なくていいのか。ないのか、ほかにどこかに、近くにあるから要ら

ないのか。この辺どうなっているんでしょう。ＡＥＤとかは普通、なきゃ駄目なんじゃない

んです。 

         〔発言する者あり〕 

         〔「備品」と呼ぶ者あり〕 

○１３番（倉部光世君）  備品なのか。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  よろしいですか。答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。 

 今、あるところは内田と堀之内とか加茂、ほかのところはないようになっています、ＡＥ

Ｄの借上げでは。 

 学校のＡＥＤを貸していただけるということで、今、予算を上げておりません。 

○１３番（倉部光世君）  予算、違うってそれだけ言っているのに。 

 というか、借りに行けるんですか。 

         〔「緊急……」と呼ぶ者あり〕 

○１３番（倉部光世君）  緊急のとき、学校閉まっていたらどうするんですか。 

○分科会長（小林博文君）  再質疑ありますか。 

○分科会長（小林博文君）。13番 倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  ちょっとその辺、あと、さっき災害のときの話もしたんですけど、
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例えば、防災用の例えばこないだも言いました携帯のトイレとか、食料とか水とかを、この

放課後児童クラブ用に別途にしっかり用意がされているんですか。そこは、学校と一緒にな

っちゃっている。ＡＥＤなんか本来ないといけないんじゃないかなと思うんですけど。まあ、

お子さんにどう、どうするかはちょっと分からないですけど。 

 別々と言っている割に、どこかちょっと一緒になっているところが……。 

○分科会長（小林博文君）  いいですか。答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。 

 水というかペットボトルで水は用意してあります。 

 ただ、食料のご飯とか、そういう食料品では用意をしておりません。 

 あと防災ずきんは用意してあります。 

○１３番（倉部光世君）  携帯トイレは。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  携帯トイレはない。 

○１３番（倉部光世君）  ないと一番困ります。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  そこでするのか、学校のほうの施設を貸していただける、

避難所として、…… 

○１３番（倉部光世君）  だから……。 

 「だから」とか言って。 

○分科会長（小林博文君）  再質疑ありますか。 

○１３番（倉部光世君）  あともう１点だけいいですか。 

○分科会長（小林博文君）  はい。 

○１３番（倉部光世君）  放課後児童クラブと、例えばコミュニティ・スクールとか子ども教

室とかの連携というのはお話、ある程度、何か少しはされているんでしょうか。コミュニテ

ィ・スクール始まったばっかりなんで、なんですけど。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。 

 放課後子ども教室は教育委員会で、社会教育のほうでやっています。そこのところとは、

一緒に、放課後児童クラブで一緒にコラボできないかというお話合いはしておりますが、な

かなかそこの放課後教室のほうを使われる方がいなくて、開催することがなかなか難しいと

いうことで、昨年度、話合いをしたときにはそういう結果になっております。 

 ですので、私たちの放課後児童クラブとしましては、放課後教室でやっていらっしゃるこ



－49－ 

とを、参加させていただきたいという旨は、申しております。 

○１３番（倉部光世君）  旨は、伝えている。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  伝えています。 

○分科会長（小林博文君）  よろしいですか。 

○１３番（倉部光世君）  はい、分かりました。 

○分科会長（小林博文君）  織部光男委員。12番 織部光男委員。 

○１２番（織部光男君）  12番 織部です。 

 今年、子ども委員会があって、小学校３年の子がいろいろな意見を、出たんですよね。 

 私、資料を頂いたんですけど、このアンケートを何年かやっているというふうに言われま

した。 

 私は、子どもの人権も考えたときにね、子どもに対しても、ある程度、取っていただけれ

ば、非常にいきたアンケートになると思うものですから。１年間を通じて質問をすると子ど

もというのはなかなか無理かと思うんで、逆に、アンケート用紙か何かを用意しといて、思

ったことを書いてもらって出してもらうとか、それを子どもに与えておくという、そういう、

子どもの人権もですね、ちょっと考えていただければなと。要望です。 

○分科会長（小林博文君）  いいですか。西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。 

 これからつくる子ども計画においても、子どもの意見を尊重しなさいということで、私た

ち進めておりますので、織部議員が言われたように子どもの意見を反映させていきたいなと

思っております。以上です。 

○１２番（織部光男君）  お願いします。 

○分科会長（小林博文君）  一つ質問させてください。 

 アンケートの一番後ろのところにですね、今後の安定した運用を継続していくために民営

化が検討されます。まあ事業主体が変わってもいい、頼みますかというと、ほぼ全員、頼み

ますとなっていますけど、民営化するほうが安定するんか、公でやっていったほうが安心し

てつなげられるかという気がして、ちょっとそこの整合性と。 

 あと、民営化する場合はどうしてもやっぱり、今言っている6,000円か7,000円、8,000円と

いうところが、もうちょっと変わってくるのかなというイメージがあります。この辺はまあ、

多分このアンケートから読み取ると、保護者としては、まあどういう形態であれ預けてもら

うところ、一番重要という感じがするんです。 
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 そうすると、今、公でやっている場合はこの金額で済んでいるんだけど、民営化を進めて

いくとなると、そこはどうしても、均等を図っていかないと公が抜けられないというイメー

ジがあります。そこ辺がちょっと事業評価の中には出て──成果とか検討事項の中に出てこ

ないんだけどアンケートで確認しているということは、執行部側としては将来的には民営化

という方向性、まあ、その需要があれば必ず、民としてのね、商売、ビジネスをして生まれ

ることであれば、民営化する方向が検討していく──要は、こども園を民営化していくよう

な考え方なのか、その辺の考え方をちょっとお伺いしたいのと。 

 その中の案として、まだ近い将来じゃないです、遠い将来、今出ているこども園の中の、

幼稚園だと、そこら辺は減ってくるとなると、定員自体も今どんどん、小さくなってくると、

逆にそこへこども園、小学校に割と近いところが市内多いんで、こども園でそういう放課後

児童クラブのような形態をね、今後、例えば３時で帰る幼稚園児の子がいたら３時から小学

生が来れば、そこら辺では部屋とか人数的なところで賄えんですが、そういう形態というの

も検討すべきかなと思うんです。民営化するということについて。 

 それを踏まえて、今後の民営化という方向性をどうかんがえているのか。 

 西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  今、委員長がおっしゃられたように、民営化にするか、

そのまま公設公営でやるかという検討は、令和３年のときに一応、方策として見直したこと

があります。その場合に、その人件費なんかやはり、外部委託するとなると、何千万とかち

ょっと違ってきた、今資料がなくて申し訳ありませんけど、何千万違ってきたことがありま

す。ですから、そこについては、その令和３年のときは、今のところは公設公営でいきまし

ょうという話になりました。で、今の現状になっております。 

 そういう現状がありますけども、先ほど申し上げたとおり、時間を延長したりすると、そ

こに対する人件費とか何か負担を、やはり、民間委託するところにも人件費がかかるので、

集まってくる方はいらっしゃらないし、その働いてくださる方が、結構、もう子育ての終わ

った高齢の方で、夜遅くまでという意見もあるので、民営化にすればそこら辺の人員確保に

ついてはできるかなとは思っております。 

 ただし、やはり、経費はかかってしまいます。先ほど言ったように、受益者負担となれば、

そこについては、ゆくゆくは、利用料6,000円じゃ、とても、かなわない。賄えないかなと思

っております。 

 あと、今、幼稚園とか保育園とか今後、民営化の受けとなるかですが、今、市内でも、ち
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ょっとそういう話をいただいているところもあります。将来的にやはり、お子さんが減って

いく中で、空き教室とかいうのも保育園とかに出てくる可能性もありますので、国のほうで

も、そういうようなことをですね、検討してください、みたいなことがあります。ですので、

市内の園の今ちょうど菊川市においては、いい具合で併用していただいておりますけれども、

将来的に、空いている園があればそういうことも考えていただければなと思っております。 

 保育園に弟とか妹がいて、お兄ちゃんが小学生で、お母さん、お父さん、独りでね、お迎

えができるとかいうこともありますのでね、そこら辺また、民間の園と話をしなきゃいけな

いと思っております。 

○分科会長（小林博文君）  ちょっと、離れちゃったら申し訳ないですけど、例えば今この児

童クラブというのは、今、対象となる指導員の方というのの制約も割と、縛りがあるんです

けど、全くこういう形態ではない民間の、預かるような、子どもさんを預かるような施設が、

市内にも幾つかあると思うんですけども、そういうところのニーズというんですかね。 

 要は、今はまあちょっと定員がある程度安定してきたんですけど、入れないときにはそう

いうところをやっぱり、どうしても、預かるとあったと思うんですけど、今、金額的な面が

あんまり、そんなに差がないんであれば、ある程度サービス、例えばだと学校まで送り迎え

してくれるとか、そういうところがあれば、民間のところでも、まあちょっと、事業として

成り立つと思うんです。 

 そういうところで、市内でそういう、何ていうんですかね、動きがあるかというか、そう

いう、民間としてやろうという、こういう動きというのは、感じ取れるかどうか。 

 西川こども政策課長。 

○こども政策課長（西川多摩美君）  こども政策課長でございます。 

 今やっていただいているのは「かすみ草」さんがあります。 

 が、月１万円、１万円程度。 

         〔「（  ）値上がりした」と呼ぶ者あり〕 

○こども政策課長（西川多摩美君）  学校へ送り迎えしていただいて、横に別に公文の教室が

あってお勉強もできるよというのでね、やっていただいております。委員長がおっしゃられ

たように、「うちのほうで受入れがちょっと難しい」というふうになってしまったときには

「かすみ草」さんもありますよとか……。 

         〔発言する者あり〕 

         〔「希動塾」と呼ぶ者あり〕 
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○こども政策課長（西川多摩美君）  「希動塾」でしたっけ。希動塾。 

         〔発言する者あり〕（笑声） 

○こども政策課長（西川多摩美君）   

 希動塾も、ちょっと似たようなところでやっていただいていて、そういうチラシとかもで

すね、配布をさせていただいております。 

 昔は、何か民間でやりたいよという声も聞こえたこともあったんですが、なかなかやは

り…… 

         〔「この縛り」と呼ぶ者あり〕 

○こども政策課長（西川多摩美君）  は難しいし、自分の会社の子どもさんを預かりたいみた

いな話は聞いたことある。私がここに来る前の話ですが。なかなか、子どもを預かるという

と、やはり今、保護者の方もなかなか……、いろいろニーズがあります、というようなこと

で、難しいこともあります。 

 もし誰か、紹介していただけると。 

○分科会長（小林博文君）  分かりました。ありがとうございます。 

 そのほかありますか。 

         〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  いいですか。 

 じゃあ、それでは、以上で質疑を終了します。 

 執行部の皆さま、ここで退席となります。ありがとうございました。ご協力ありがとうご

ざいました。 

 本日の事業評価の進行は、ここまでとなります。後日改めて、委員の皆さんから、事業評

価についての議員間での意見交換をしていきます。その際、各委員は事業評価シート、各委

員別の事業評価シートを作成していただきまして、９月18日までに、分科会長へ、事務局経

由ということで事務局へ提出をお願いします、報告してください。 

 ということで、できれば、議員間で協議する際に、あらかじめ思ったことを書いたりとか

していただければ、そのシートをですね、利用して話合いをしていただければ、18日に出す

間にスムーズにいくと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、13時まで休憩といたします。 

 

閉会 午前１１時４４分 
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開会 午後 ０時５７分 

 

○分科会長（小林博文君）  では、休憩を閉じて会議を再開します。 

 続いて、健康福祉部の決算審査に移ります。 

 初めに、諏訪部健康福祉部長、所管する課名等を述べてください。お願いします。諏訪部

健康福祉部長。 

○健康福祉部長（諏訪部晴美君）  健康福祉部です。所管する課は、福祉課、長寿介護課、健

康福祉課になります。決算審査どうぞよろしくお願いいたします。 

○分科会長（小林博文君）  それでは、初めに、福祉課の決算審査を行います。 

 それでは、質疑を行います。質疑の事前通知を提出された委員は、挙手の上、事前通知に

従って質疑を行ってください。 

 １番目、２名の委員から出ています。代表して渡辺委員。５番 渡辺委員。 

○５番（渡辺 修君）  ５番 渡辺です。 

 タブレット６ページになります。主任児童委員２名について、８月の現状を教えてくださ

い。それから、委員の訪問ほか、活動が前年より件数が減っているのは、委員の負担軽減を

考えていたのか教えてください。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。田中福祉課長。 

○福祉課長（田中義喜君）  福祉課長です。 

 主任児童委員の状況ですが、８月末現在、菊川東地区の主任児童委員２人が欠員となって

おります。菊川東地区の民生・児童委員協議会会長と連絡を密にし、地域の方や関係者から

要望をお聞きしながら適任者を探しているところですが、転任できていない状況です。 

 訪問活動件数ですが、令和５年度は任期１年目であり、民生委員活動に不慣れな面があっ

たことから、前年度より活動日数が減少したこと、また、委員の負担軽減のため、月１回の

定例会に合わせて研修会を行うなど、活動の効率化を図ることにより総活動日数が減少した

ものです。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。再質疑ありますか。 

○ 番（    君）  こちらはいいです。 

○分科会長（小林博文君）  大丈夫ですか。 
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○ 番（    君）  はい。 

○分科会長（小林博文君）  織部ひとみ委員、再質疑はよろしいですか。 

○４番（織部ひとみ君）  いいです。はい。 

○分科会長（小林博文君）  この件、関連で質疑ある方いらっしゃいますか。よろしいですか。

じゃあ、10番 赤堀委員。 

○１０番（赤堀 博君）  10番です。何人か当たっていただいたんでしょうか。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。田中福祉課長。 

○福祉課長（田中義喜君）  福祉課長です。 

 答弁の中でも申し上げましたが、以前、菊川東地区の民生・児童委員の会長の落合さんと

いろいろ連絡を密にしながら声かけ、個人的な声かけは何人かして、今、いるんですが、承

諾を得られていないという状況です。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。よろしいですか。 

         〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  関連質疑はほかにございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  それでは、２番目に行きます。では、渡辺委員から出ています。 

○５番（渡辺 修君）  タブレットの８ページになります。人権地域改善推進委員で、奥の谷

地区コミュニティ・プラントの修繕により順調に稼働とのことだが、将来的にどのくらい稼

働可能でしょうか。大変危ない施設なので、将来的なことを聞きたいです。お願いします。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。田中福祉課長。 

○福祉課長（田中義喜君）  福祉課長です。 

 奥の谷地区のコミュニティ・プラントにつきましては、昨年度、２台あるポンプのうち、

１台が経年劣化により故障したため、交換修繕を行いました。ポンプの耐用年数はおおむね

15年とされておりますが、施設自体の稼働可能期間は、業者によりますと、あと10年から20

年程度という話もありますが、明確には分からない状況です。長寿命化を図るため、今後も

日常的に施設を管理している地元自治会と情報共有を図りながら、適切な維持管理を図って

まいります。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。再質疑ありますか。５番 渡辺委員。 
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○５番（渡辺 修君）  かなりの頻度でこれからも修繕を繰り返さなきゃならない状況ですか

ね。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。田中福祉課長。 

○福祉課長（田中義喜君）  福祉課長です。 

 今現在、毎週水曜日に、委託業者による施設点検のほうを行っております。何かあれば直

接業者からの報告がありますし、あと、市では、協和会館の館長による月例報告によりまし

て、施設の状況を把握しています。修繕等については、必要に応じて協議を行っています。

ちなみに、今年度については、今のところ修繕等は発生していない状況です。 

 以上です。 

         〔「ありがとうございます」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  よろしいですか。 

○５番（渡辺 修君）  はい。 

○分科会長（小林博文君）  関連で質疑ございますか。いいですか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  じゃ、３問目、織部ひとみ委員から出ています。４番 織部ひと

み委員。 

○４番（織部ひとみ君）  ４番 織部ひとみです。 

 タブレットページ10ページになります。社会福祉援護費です。女性相談員数を伺いたいで

す。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。田中福祉課長。 

○福祉課長（田中義喜君）  福祉課長です。 

 令和６年度から社会福祉士の資格を有する女性の正規職員１名を女性相談支援員として生

活福祉係に配置し、困難な問題を抱える女性の相談に対応をしております。令和６年度上半

期の相談支援実績といたしましては、ＤＶ被害に関する相談等が６件ありまして、ＤＶ加害

者からの住民票等の請求を拒否することができるほか、住民基本台帳事務における支援措置

を、相談者からの申出により実施をしております。 

 以上です。 

         〔「分かりました。いいです」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  この質問は、５年度の決算についての質問ですよね。 

         〔「そうです。そうです」と呼ぶ者あり〕 
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○分科会長（小林博文君）  今のお答えは６年の実績というか、経過ということでしょうか。

５年のほうのお話はありますか。田中福祉課長。 

○福祉課長（田中義喜君）  相談支援実績の話ですか。 

         〔「相談員」と呼ぶ者あり〕 

○福祉課長（田中義喜君）  ６年度から女性相談支援員という形で配置していますので、５年

度という実績でいけば、配置はしておりません。 

         〔「いなかった。ゼロですね。」と呼ぶ者あり〕 

○福祉課長（田中義喜君）  はい。 

         〔「分かりました」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  再質疑はありますか。 

         〔「いいです」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  関連で質疑はいいですか。 

         〔「いいですか」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  じゃあ、渡辺委員。 

○５番（渡辺 修君）  ６年の４月から女性支援事業で、困難な問題を抱える女性の支援に関

する法律というのができたのと、今の市が６年から設置というのと関係があるんでしょうか。 

○分科会長（小林博文君）  じゃあ、田中福祉課長。 

○福祉課長（田中義喜君）  福祉課長です。 

 本年度４月から困難な問題を抱える女性への支援に関する法律というのができまして、そ

の女性の定義としましては、性的な被害であるとか、家庭の状況、地域社会との関係性、そ

の他、様々な事情により日常生活または社会生活を営む上で困難な問題を抱える女性、また

は、そのおそれのある女性のＤＶ被害であるとか、精神的問題であるとか、生活困窮である

とか、そういった相談に乗るということになりましたので、この４月から女性相談員という

ことで１人、社会福祉士の資格を持つ正規職員を１名を配置したということです。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。再質問ありますか。 

○５番（渡辺 修君）  いいです。 

○分科会長（小林博文君）  13番 倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  13番 倉部です。 

 昨年度までですけど、県のほうで女性相談員って各市町に１人というのがあって、どなた
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か兼任ではいらしたと思うんですけど、そうではなかったでしょうか。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。鈴木生活福祉係長でよろしいですか。 

○生活福祉係長（鈴木  君）  生活福祉係長の鈴木です。 

 昨年度までは女性ではなかったんですけど、生活福祉係の兼任として、一応相談員として

１人の方を配置をしていました。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。再質疑ありますか。13番 倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  13番 倉部。 

 いなかったというお話だったんですけど、前に質問を多分しているんですけど、県のほう

で各市町１人というので、なかなか当市とか人数が、人口少ないところは１人ずつ置けない

という状況があって、兼任で取りあえずはいるというお話は聞いていたので、ちょっと確認

させていただきました。正規で置いていただけてよかったとは思います。 

○分科会長（小林博文君）  この件、関連でありますか、質疑。よろしいですか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  それでは、４問目。倉部委員。13番 倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  13番 倉部です。 

 同じページ、社会福祉援護費。コロナ禍以降、生活保護相談件数は増加しているとあるが、

件数の推移はどうか。また、年齢、職種、性別等、多い世代の傾向はありますか。また、Ｄ

Ｖ相談についてですが、解決につながっているでしょうか。お願いします。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。田中福祉課長。 

○福祉課長（田中義喜君）  福祉課長です。 

 相談件数の推移ですが、令和元年度は38件、２年度は23件、３年度は35件、４年度は36件、

５年度は48件です。元年度から２年度にかけては若干減少しましたが、２年度以降は増加を

しております。 

 相談者の傾向ですが、65歳以上の高齢者世帯が全体の約６割を占めており、次いで、傷病

者世帯や障害者世帯が多く、職種については無職の方、男女別では男性の方の相談が多い状

況です。 

 ＤＶ相談につきましては、なかなか根本的な解決は難しいところで、先ほど答弁しました

が、ＤＶ加害者からの住民票等の請求を拒否することができる住民基本台帳事務における支

援措置を、相談者からの申出により実施をしております。 
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 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。倉部委員、再質疑ありますか。13番 倉部

委員。 

○１３番（倉部光世君）  13番 倉部。 

 ＤＶ相談の中で、例えば、シェルター利用されていた方というのはいらっしゃるでしょう

か。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。田中福祉課長。 

○福祉課長（田中義喜君）  福祉課長です。 

 昨年度、シェルターに入った方はいないということです。 

 以上です。 

         〔「分かりました。ありがとうございます」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  再質疑よろしいですか。 

○１３番（倉部光世君）  はい。いいです。 

○分科会長（小林博文君）  関連質疑ある方いらっしゃいますか。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（小林博文君）  では、５問目に行きます。渥美委員から。１番 渥美委員。 

○１番（渥美嘉樹君）  １番 渥美です。 

 タブレットページの12ページ、避難行動要支援者支援費について、個別避難計画作成の準

備として作成したモデルケースについて、具体的な内容を伺う。個別避難計画作成標準手順

の内容等を作成することの効果を伺います。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。田中福祉課長。 

○福祉課長（田中義喜君）  福祉課長です。 

 モデルケースの内容ですけども、上本所に住む日中独居の高齢者が、自治会が定めた自主

避難所である上本所公会堂まで避難することを想定して、避難の際に誰とどうやっていつ避

難するのかを考え、あわせて、身体の状況や、避難時に注意が必要な事項を、ケアマネジ

ャーやご家族と対話を重ねながら計画書のほうを作成いたしました。 

 個別避難計画作成標準手順は、作業の進め方や必要な記載事項などを分かりやすくまとめ、

個別避難計画の作成手順を具体的に示すもので、今後、地域において個別避難計画を個々に

作成する際のマニュアルとして活用することを想定しております。 
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 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。再質疑ありますか。１番 渥美委員。 

○１番（渥美嘉樹君）  １番 渥美です。 

 １個。上本所でモデルケースを作成したと思いますけど、ちょっと参考にイメージで聞き

たいんですけど、１個作るときに、どんぐらい時間かけて、どういった人が協力してどんな

感じで作ったのか、ちょっとそのイメージお聞きできればと思います。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。平井社会福祉係長。 

○社会福祉係長（平井  君）  社会福祉係長です。 

 こちらのほうですけども、実際に、まず、前年度にケアマネジャーの会議に出席しまして、

こういうことをやりますよという内容を説明させていただきました。上本所の方については、

そのケアマネジャーのほうからご推薦がありまして、上本所の地区に住んでおられる高齢の

日中出られる方ということで提出させていただいて、ケアマネジャーさんと、あと、ご家族

の方ですね。その方と対話を重ねながら資料を、まず、マイ・タイムラインというか、いつ

どこに、どんなところにいるかというのを考えていただいて、それを基に、今度しっかり計

画書のほうに記載をしていったということになります。 

         〔「時間」と呼ぶ者あり〕 

○社会福祉係長（平井  君）  時間ですか。実際には結構長い期間かかりまして、実際には

４か月ぐらいかかった。 

         〔「結構かかっている」と呼ぶ者あり〕 

○社会福祉係長（平井  君）  初めてのケースだったので、相談とか、どういうふうに進め

ていっていいかというか、こういうやり方でいいかというのを確認しながらなもんですから、

かなり時間はかかっています。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。再質疑はありますか。１番 渥美委員。 

○１番（渥美嘉樹君）  １番 渥美です。 

 すいません。関連するんですけど、今後それをどんどん増やしていく中で、試しで６か月

ということだったんですけど、実際に期間というか、稼働というか、どのぐらいの稼働時間

で１件ぐらいできるのかという。大体イメージで、ちょっと６か月というと、多分スタート

してから完了するまでの期間だったと思うんですけど、稼働時間というか、どのぐらいの作

業時間で１件完成するのかというのを、モデルケース作って試算というか、どんな感じだっ

たのかなというのを伺えればと思います。 
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○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。平井社会福祉係長。 

○社会福祉係長（平井  君）  社会福祉係長です。 

 今年度での話でもよろしいでしょうか。東地区のほうで今回モデルケースをやらせていた

だいて、７月の７日に地区のほうでちょっと説明をさせていただきました。その件で今回

１件できましたので、実際問題、地元の方が作られたりすると、大体２か月ぐらいでできる

かなと考えています。今後いろいろ、すぐできるかなと思います。 

         〔「分かりました」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。再質疑ありますか。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  田中福祉課長。 

○福祉課長（田中義喜君）  福祉課長です。 

 今、２か月ぐらいというお話をさせていただいたんですが、今年５月、東地区をモデル地

区として定めて、今、個別避難計画の作成をお願いしていて、今年、２か月ぐらいかかって

いるという話が今あったんですけども、先ほど作成標準手順を作るということで、作業の進

め方であったり、必要な記載事項であったり、そういったことを分かりやすくまとめて、作

業の手順を具体的に示して、それを今年度中に小笠東地区でのモデル地区での計画の経験を

基にそういった手順書を作っていますので、個別の計画がどれぐらいでできるようになるか

というのは、期間としてどれくらいというのは、ちょっとはっきりは申し上げられませんが、

なるべくそこの時間を短縮できるような、簡単にできるような仕組みというか、マニュアル

的な標準手順書を作っているということですので、２か月もかからないような、もっと短時

間でできるような形をこれから、今年中に手順書を作っていくということです。 

         〔「よく分かりました。ありがとうございます」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。再質疑ありますか。渥美委員、再質疑は。

大丈夫ですか。以上ですか。いいですか。 

○１番（渥美嘉樹君）  大丈夫です。以上です。ありがとうございます。 

○分科会長（小林博文君）  この件、関連で質疑ありますか。よろしいですか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  ６番目行きます。２名の委員から出ています。代表して赤堀委員、

お願いします。10番 赤堀委員。 

○１０番（赤堀 博君）  10番 赤堀です。 
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 タブレットの23ページ、障害者福祉施設整備補助金です。施設の更新等に係る支援につい

て、社会福祉法人等の事業所から相談を受ける可能性があるとあるが、以前から支援の要請

はなかったのか。また、支援方針について何か着手しましたか。伺います。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。田中福祉課長。 

○福祉課長（田中義喜君）  福祉課長です。 

 支援の要請ですが、社会福祉法人草笛の会の菊川寮大規模修繕、社会福祉法人和松会のぴ

のほーぷ建設につきましては、支援の要請があり、現在、借入金償還補助金を交付しており

ますが、これ以後は、具体的な支援の要請はありません。 

 支援方針の着手ですが、今後、法人から支援の相談があった際に、支援方針の検討、判断

する材料とするために、今年度中に介護保険事業所等への障害者施設以外の施設への支援も

含めて、過去の支援実績を取りまとめた資料を作成していく予定です。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。再質疑ありますか。関連で質疑のある方い

らっしゃいますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  じゃ、７問目行きます。こちらも２名から出ています。代表して

渡辺委員。 

○５番（渡辺 修君）  タブレットページ24ページの訓練等給付費です。就労定着支援サービ

ス利用者が昨年に続きゼロ。いないのは必要性がないのか、移行と継続の就労サービスだけ

でいいのではないか、お伺いいたします。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。田中福祉課長。 

○福祉課長（田中義喜君）  福祉課長です。 

 就労定着支援サービスは、一般就労後６か月を経過してから職場定着支援を行うサービス

であり、平成30年度の報酬改定により創設された国のサービスです。創設後、令和元年度か

ら３年度までは延べ３人の利用がありましたが、４年度からは利用者がいない状況です。令

和５年度の一般就労の実績は５人で、６か月経過後の離職者はいないと聞いておりますが、

就労定着支援は、福祉施設から一般就労へ移行した障害のある方が離職することを防ぐため

のサービスであり、今後も支援を必要とするときに確実にサービスが提供できるよう、引き

続き実施する必要があると考えております。 

 以上です。 
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○分科会長（小林博文君）  渡辺委員、再質疑ありますか。 

○５番（渡辺 修君）  いえ。必要ですね。分かりました。 

○分科会長（小林博文君）  倉部委員、再質疑ありますか。 

○１３番（倉部光世君）  いいです。 

○分科会長（小林博文君）  関連で質疑のある方いらっしゃいますか。よろしいですか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  ８問目。これも２名から。代表者、私のほうから質問させていた

だきます。 

 タブレット58ページ、生活保護費です。事業費が令和４年度に比べ、約３割増加の要因を

伺います。また、特に一般財源は２倍になっているんですが、この国庫や県支出金の対象外

となるためかと思うんですが、この辺の扶助費は何でしょうか。また、年齢層は医療扶助費

が多いが、どのような病気が多いのか伺います。答弁を求めます。田中福祉課長。 

○福祉課長（田中義喜君）  福祉課長です。 

 事業費が増加した要因ですが、生活保護受給者が令和４年度末に比べ、令和５年度末では

14世帯25人増加したことに伴い、生活・住宅・医療扶助費が合計で5,237万円増加したことに

よるものです。 

 国庫・県支出金ですが、対象外となる扶助費はありません。 

 なお、国庫・県支出金は翌年度精算となっておりまして、国庫負担金2,115万円、県負担金

131万円が、令和５年度実績に基づき、今年度中に過年度不足分として入金される予定です。 

 医療費扶助ですが、年齢層問わず、開始時からほとんどの方が持病のほうを持っておりま

す。昨年度は、肺結核、咽頭がんや骨折などの高額な入院治療費と被保護者の増加に伴い、

医療扶助費の支出が増えております。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  私のほうからは特にないです。赤堀委員、再質疑ありますか。 

○１０番（赤堀 博君）  いいです。 

○分科会長（小林博文君）  いいですか。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  それでは、福祉課の事前質疑は以上でございます。 

 福祉課に関して、関連で質疑のある方いらっしゃいますか。よろしいですか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○分科会長（小林博文君）  それでは、以上で福祉課の決算審査を終了します。 

 続いて、長寿介護課の決算審査に移ります。 

 それでは、質疑を行います。質疑の事前通知を提出された委員は、挙手の上、事前通知に

従って質疑を行ってください。２名の方、出ています。９問目です。13番 倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  13番 倉部です。 

 タブレット説明資料43ページ、３款１項３目シルバー人材センター活用推進費ですが、シ

ルバー人材センター登録者数と会員確保のＰＲ方法はどのようにしていたかです。お願いし

ます。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。黒田長寿介護課長。 

○長寿介護課長（黒田寿通君）  長寿介護課長です。 

 初めに、シルバー人材センターへの登録者数ですが、令和６年３月31日現在で、合計347人

となっております。内訳としましては、男性が216人、女性が131人、合計で347。男性が216、

女性が131人になっております。 

 次に、会員確保のＰＲ方法ですが、シルバー人材センターの取組としましては、会員の友

人や知人への口コミ運動の推進強化を図り、１会員１人紹介運動を実施するとともに、広報

誌やチラシ配布による市民、企業などへの普及啓発を行っております。 

 市の取組としましては、シルバー人材センターの会員募集のチラシの配架や菊川市の敬老

会において配布するなど、会員確保の支援を行っております。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。倉部委員、再質疑ありますか。13番 倉部

委員。 

○１３番（倉部光世君）  13番 倉部です。 

 ６年の３月……。 

○分科会長（小林博文君）  ６年。 

         〔発言する者あり〕 

○１３番（倉部光世君）  の３月末は347人いるけど、１年前は何人ですか。 

○分科会長（小林博文君）  １年前。 

         〔「５年の」と呼ぶ者あり〕 

○１３番（倉部光世君）  ５年の３月。 

○分科会長（小林博文君）  黒田長寿介護課長。 
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○長寿介護課長（黒田寿通君）  長寿介護課長です。 

 令和４年度末ですと、合計で369人。369人で、男性が228、女性が141となっております。 

 以上です。 

         〔「分かりました」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  よろしいですか。 

○１３番（倉部光世君）  はい。 

○分科会長（小林博文君）  渡辺委員、再質疑ありますか。５番 渡辺委員。 

○５番（渡辺 修君）  ５番 渡辺です。 

 シルバー人材の方にはうちの仕事も大変助けていただいていたんですが、なかなかお茶畑

に来るような方が全くいなくなって、昔は、ほんの５年くらい前までは、草取りといっても、

５人、６人、たくさん来ていただいたんですけど、もう来る人がいないですと言われてしま

うので、こういう仕事しなくてもということになっていると思うんですけど、ぜひ増やして

くださいと、何か質疑ではなくて希望ですけど、ぜひともお願いします。 

○分科会長（小林博文君）  よろしいですか。この件、関連で質疑の方いらっしゃいますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  じゃあ、次、行きます。10問目。１番 渥美委員から出ておりま

す。１番 渥美委員。 

○１番（渥美嘉樹君）  １番 渥美です。 

 タブレットページで55ページの予防事業費について、介護予防支援、介護予防ケアマネジ

メントの実施件数について、目標値と目標達成の取組を伺います。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。黒田長寿介護課長。 

○長寿介護課長（黒田寿通君）  長寿介護課長です。 

 介護予防支援、介護予防ケアマネジメントにつきましては、要介護状態手前の要支援者や

事業対象者に対しまして、サービスを利用して介護予防を図るために作成する計画書の数を

表しております。令和５年度は359件作成しておりますが、当ケアマネジメントは、介護予防

が必要になった人に対し、適時適切に予防につながるサービスをつなげることを目的として

います。自立されている方が多ければ、件数が少ないという見方もあり、そのため、目標値

や目標達成という考え方は、今のところございません。こちらとしましては、高齢者自身が

住み慣れた地域において自立した日常生活を送ることができるよう、適切なサービスの提供

を引き続き行い、介護予防を図ってまいります。 
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 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。渥美委員、再質疑ありますか。１番 渥美

委員。 

○１番（渥美嘉樹君）  １番 渥美です。 

 目標値というか、事務事業評価シートのほうを見ると、評価指標というのがあったんです

けど、その評価指標との、もしかしたら違うということでの回答かもしれないんですけど、

何かその評価指標、そういった指標の設定について、ちょっとどうなっているのか確認した

いと思います。 

         〔発言する者あり〕 

         〔「ここの部屋にいる間に、後ほど回答させていただいてもよろしいで

すか」と呼ぶ者あり〕 

○１番（渥美嘉樹君）  時間がかかる。 

         〔「資料がすぐ出てこなくて申し訳ございません」「次行く」と呼ぶ者

あり〕 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  山本包括支援係長。 

○包括支援係長（山本  君）  包括支援係長です。 

 すいません。今回のこの目標値なんですけれども、実施年数、実施件数を上げています。

何か、先ほど課長が申しましたように、目標値ではないので、ここに本来上がる箇所という

のが、具体的な示す数値というのは、この辺しか実際ないもんですから、このような書き方

になっています。この数だけつくれば介護予防ができるとかという数値ではないんですけれ

どね。実施件数として上げるのがここ、指標を確認するための数というのがこれしかないと

いう形でして、この数値を上げています。実施件数自体は毎年少しずつ増えているのが現状

ではあるんですけれども、適切に介護予防が続いていけば、この数が極端に上がることもな

いかなというような考え方もしています。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。再質疑ありますか。１番 渥美委員。 

○１番（渥美嘉樹君）  １番 渥美です。 

 ちょっと確認。別にそれがいいとか悪いとかじゃなくて、ちょっと確認で聞きたいんです

けど、この実施件数というのは、今、私が質問させていただいた実施件数とイコールの、同
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じものということですね。ただ、それは一応それぐらいしか数字がないので、この指標には

載っているけど、それが高ければいいというものでもないよという、そういった答弁という

ことで。 

         〔「すいません」と呼ぶ者あり〕 

○１番（渥美嘉樹君）  いえ、分かりました。よく分かりました。すいません。ありがとうご

ざいます。 

○分科会長（小林博文君）  この３年分というのが重複しているというのもあるんですか。300

件、300件であるんですけど、全て新規なのか、重複がかなりあるのか、その辺もちょっと教

えていただければ。すみません。田中包括支援係長。 

○包括支援係長（山本  君）  包括支援係長です。 

 昨年度と継続してそのまま介護予防で続いている方がいらっしゃるので、重複している数

になります。 

         〔「ですよね。かなり多い」と呼ぶ者あり〕 

○包括支援係長（山本  君）  地域の方も若干いたり、逆に要介護に移行をした人もいるの

で、出たり入ったりがあって大体この同じ数が横並びで通年並んでいっている形になってい

ます。 

○分科会長（小林博文君）  関連で質疑ありますか。12番 織部委員。 

○１２番（織部光男君）  12番 織部です。 

 このマネジメントの実施の内容をちょっと教えてくれます。どんなことをやっているんで

すか。 

○分科会長（小林博文君）  山本包括支援係長。 

○包括支援係長（山本  君）  実施内容ですけれども、ケアマネジメント、実際には介護予

防支援のサービスをご利用される方に計画書を作っています。ケアマネさんたちがやってい

ることと同じになるんですけれども、計画書を作成して、その方に必要な介護予防サービス

につなげて、介護予防を実際にやっていってもらうというような流れでやっています。 

○分科会長（小林博文君）  再質疑ありますか。12番 織部光男委員。 

○１２番（織部光男君）  12番 織部です。 

 この事業が予防事業費ということでうたってあるもんですから、私は介護にならないため

の予防をやると思ったら、今の内容ですと、もう介護が必要になった方に対しての話という

ふうに取れるんですけど、違いますか。 



－67－ 

○分科会長（小林博文君）  山本包括支援係長。 

○包括支援係長（山本  君）  介護予防のための計画を立てていますので、実際には同じよ

うにデイサービスに行っている方もいるんですけれども、そのサービスを使うことで、介護

度が進まないようにというのを目的に介護予防事業をやっております。 

○分科会長（小林博文君）  よろしいですか。その他、関連でございますか。 

         〔「進まんもんかな」と呼ぶ者あり〕 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  では、次は、10番 赤堀委員。 

○１０番（赤堀 博君）  10番 赤堀です。 

 同じページで予防事業費。課題のところに「個人の状況等により対応が困難となる事例」

とあるが、どのようなことが困難事例か。また、困難事例の件数は。伺います。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。黒田長寿介護課長。 

○長寿介護課長（黒田寿通君）  長寿介護課長です。 

 地域包括支援センター職員が扱う困難に感じる事例につきましては、個人的な要因と社会

的な要因、それから、不適切な対応の３種類の要因がございます。例えば、経済的な困窮で

すとか、家族や親族と不仲であったり、あとは、虐待などがございます。 

 困難事例の件数についてですが、相談に応じる際に悩みや難しいと感じる事例でございま

して、相談に対して対応するものの、困難な程度の感じ方も様々でございますので、困難事

例という形での件数の計上は把握しておりません。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。再質疑ありますか。 

○１０番（赤堀 博君）  いいです。 

○分科会長（小林博文君）  いいですか。この件で関連で質疑のある方いらっしゃいますか。

よろしいでしょうか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（小林博文君）  以上で、事前通知による……。 

         〔「いい。ごめん」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  いいですか。関連で。じゃあ、10番 赤堀委員。 

○１０番（赤堀 博君）  経済的に困難ということであるということですが、そういう経済的

に市として支援しながらやるという方法はないんでしょうか。 
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○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。山本包括支援係長。 

○包括支援係長（山本  君）  経済的に困難な方に関しては、使う制度としては、例えば、

生活保護とかを、対象になるようであれば福祉課と相談して、窓口のほうにご相談に行って

もらったりだとか、あと、年金は入ってくるんだけれども、使い方が悪いという方もいらっ

しゃるので、そういう方には家計支援というのを、社協でやっていらっしゃる家計支援とい

うのを通して、使い方を少し見直すだとか、支出の示すだとかというような支援をします。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。よろしいでしょうか。 

○１０番（赤堀 博君）  はい、結構です。 

○分科会長（小林博文君）  その他、関連はいいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（小林博文君）  以上で、事前通知による質疑を終えます。 

 その他、長寿介護課で関連する質疑のある方は、挙手をお願いします。よろしいでしょう

か。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  では、以上で長寿介護課の決算審査を終了します。 

 続いて、健康づくり課の決算審査に移ります。 

 それでは、質疑を行います。質疑の事前通知を提出された委員は、挙手の上、事前通知に

従って質疑を行ってください。13番 倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  13番 倉部です。 

 64ページ、タブレット、予防接種費。勧奨はがき3,469人に送付しているが、接種率向上に

つながりましたか。お願いします。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。山内健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  健康づくり課長でございます。 

 まず、令和５年度の実績につきましては、風疹の追加的対策として、風疹抗体検査を実施

していない対象者3,469人に勧奨通知を送付し、抗体検査を実施した方が66人で、実施率は

1.9％でした。しかし、平成31年度に本事業が開始され、個別勧奨通知などによる周知を行っ

た結果、令和４年度末までの４年間で、対象者数約5,500人に対し2,070人の方が抗体検査を

実施しております。令和５年度においては実施率が低下となりましたが、これまでの実績を

考えますと、個別勧奨通知での周知につきましては、接種率の向上にはつながっているもの

と考えているところでございます。 
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 また、本年度が風疹の追加的対策としての最終年度になっておりますので、これまで実施

した周知方法、個人への勧奨通知、茶こちゃんメール、市公式ＳＮＳ、市広報誌への掲載に

加え、市内事業所を通じた従業員への勧奨の実施や、今後、各医療機関へチラシの配架をお

願いするなど、風疹抗体検査の周知及び実施率の向上に努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。倉部委員、再質疑ありますか。 

○１３番（倉部光世君）  大丈夫です。 

○分科会長（小林博文君）  大丈夫ですか。 

○１３番（倉部光世君）  はい。 

○分科会長（小林博文君）  この件、関連で質疑のある方いらっしゃいますか。よろしいです

か。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  次、13番目に行きます。渥美委員から出ております。１番 渥美

委員。 

○１番（渥美嘉樹君）  １番 渥美です。 

 タブレットページの65ページ、新型コロナウイルスワクチン予防接種費について、このワ

クチン接種の予診票の保存方法や保存期間の方針について伺います。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。山内健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  健康づくり課長でございます。 

 こちらの予診票の保存方法と保存期間の方針ですけれども、こちらにつきましては、定期

接種の予診票は、定期接種実施要領に基づき、少なくとも５年間は適正に管理・保管するこ

とと定められております。したがって、菊川市文書管理規程の文書の保存期間にも合わせて

５年保存としているところでございます。 

 しかし、令和６年３月13日に開催された厚生労働省の厚生科学審議会予防接種ワクチン分

科会予防接種基本方針部会では、接種記録の保存期間等について、現状の５年間から延長す

ることとして審議が始まっているところです。今後、厚生労働省からの情報を注視しながら、

接種記録の延長に合わせて新型コロナワクチンの予診票の保存期間を検討していきます。 

 以上でございます。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。再質疑ありますか。１番 渥美委員。 

○１番（渥美嘉樹君）  １番 渥美です。 
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 厚労省からもそういった動きがあるということで、恐らく次の質問でもある被害救済制度

につながってくるんじゃないかなと思うんですけど、救済制度にはやっぱり予診票も必要に

なってくるということで、そうすると、基本的にはずっと保存しておくというのが必要にな

ってくるんじゃないかなと思うんですけど、大体……。ちょっと厚労省の動きもあると思う

んですけど、やっぱり市としてもちゃんと、そういった救済制度を前提に考えたら、やっぱ

り持っとかなきゃいけないなと考え方もあると思うんですけど、そこら辺がちょっと市とし

てどう考えているのかというのと、あと、数として、これまでどのぐらいの、多分結構いっ

ぱいあるんじゃないかなと思うんですけど、どのぐらいの数があるのかというので、そこら

辺の考えをいただきたいと思います。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。山田主幹に。 

○保健医療係長（山田  君）  保健医療係長です。 

 まず、ずっと保存していけばどうかという話なんですけれども、そちらにつきましては、

先ほどの答弁で申しましたとおり、国のほうがこれから保存期間を延長していくということ

で、まず、その情報を得るようにしていきたいなと思います。また、あと、総務課のほうか

らも昨年の12月に、歴史公文書として保存するかどうかという話が出ておりますので、そち

らについても、総務課と調整して保存に合わせていきたいなと考えております。 

 あと、予診票の数につきましては、すいません、こちらのほう具体的な数のほうがその辺

ちょっと把握できていないので、申し訳ないんですけれども、基本的には……。ちょっとお

待ちください。ワクチンを打った回数ですと大体15万ぐらいだったと思いますけれども、そ

のぐらいの予診票があるかなと思います。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。質疑ありますか。 

 この件で関連の質疑ありますか。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（小林博文君）  次は。12番 織部委員。 

○１２番（織部光男君）  12番 織部です。また同じところでまず質問とすれば、被害者救済

制度申請者の動向です。６月の私の一般質問のときには３件ということだったんですけれど、

その後どうでしょうか。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。山内健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  健康づくり課長でございます。６月以降特に変更はござい
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ません。３件のままということで、あれからの追加での申請といいますか、今年度に入りま

してその相談等もないような状況でございます。 

 以上でございます。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました、再質疑ありますか。12番 織部光男委員。 

○１２番（織部光男君）  12番 織部です。以前ですと、医者が結局コロナワクチン後遺症で

はないというような認識を持っていたものですから、この８月28日のＮＨＫでこの救済制度

を取り入れて、１時間ほど報道があったんですけども、そのときの認定死亡者数が777人とい

うことで、私がやったときには493人という、かなり増えてきております。 

 この制度、これからもワクチンが続くということですので、医師のこのコロナワクチンに

対するデメリット、どのぐらい把握されているのか。医師会の会合に出ている中ではどのよ

うな感じなのか、ちょっと教えてくれますか。 

○分科会長（小林博文君）  答弁できますか。課長の感覚としてという答えになっちゃうかと

思うんですが、それでよろしいですか。それでよろしいですか。12番 織部光男委員。 

○１２番（織部光男君）  12番 織部です。医師の意識を聞いていますので、課長のことでは

なくて医師会の会合に出て、どういうことを医師が話をしているかということです。 

○分科会長（小林博文君）  答弁できますか。その辺の話があったかないかと。じゃ、よろし

くお願いします。山内健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  健康づくり課長でございます。それこそ医師会と話合いと

いいますか、医師会の会議のほうには出席をさせていただいているところでございます。 

 ただその中で、副反応といいますか、予防接種による健康被害などの話は特には出てきて

いないのが現状でございます。話に上がってくるといいますか、先生同士の話では、やはり

若い方は特に症状が軽いと。最近の特に若い子たちは検査をしてプラスになるよりはという

か、陽性になるよりはという感じで、普通の風邪と同じような感じということで話はされて

いらっしゃいます。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。再質疑ありますか。 

○１２番（織部光男君）  いいです。 

○分科会長（小林博文君）  いいですか。この件、関連で質疑ありますか。よろしいでしょう

か。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（小林博文君）  最後です、15番目。１番 渥美委員。 
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○１番（渥美嘉樹君）  １番 渥美です。タブレットページ、73ページの総合検診費について、

がん検診の受診勧奨について、令和５年度は具体的にどのようなことを行い、どのような反

省点があったかを伺います。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。山内健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  健康づくり課長でございます。令和５年度の勧奨内容です

が、まず検診の周知として、広報きくがわへの記事掲載、それから茶こちゃんメール、市公

式ＳＮＳでの周知、出張健康チェックにおけるがん検診のチラシの配布、街頭キャンペーン

でのがん検診啓発物の配布等を行って、周知に努めているところでございます。 

 受診勧奨につきましては、節目年齢の20歳、30歳、40歳、60歳の女性、それから40歳と60

歳の男性の方への個別受診勧奨通知の送付、また、ホームページからの電子申請の受付を行

いました。 

 未受診者への受診勧奨として、令和５年度に検診を申し込んでいるが、予約日に受診され

なかった人に対して勧奨通知を発送しました。また、65歳から69歳で過去５年間未受診だっ

た方に対して勧奨実態把握通知を送付しました。 

 反省点としましては、受診しなかった方への再勧奨通知は集団検診の申込者のみに発送し、

乳がん検診や子宮頸がん検診の婦人科の個別検診申込者には、再勧奨通知を発送していなか

ったこと。また、最初から検診の申込みをしていなかった方に対して勧奨通知を送付してい

なかったことなどが上げられます。 

 このことから、乳がん検診や子宮がん検診の婦人科個別検診申込者に対し、再勧奨通知を

発送するとともに、健康増進を目的に連携協定を締結した明治安田生命保険相互会社に、保

険契約者のお宅訪問時に市のがん検診のチラシを配布してもらうなど、受診勧奨に関する取

組を強化していきたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。再質疑はありますか。以上でよろしいです

か。 

○１番（渥美嘉樹君）  以上でよろしいです。 

○分科会長（小林博文君）  この件に関連質疑はありますか。よろしいでしょうか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（小林博文君）  以上で事前通知による質疑を終了します。 

 そのほかに健康づくり課関連の質疑のある委員は挙手をお願いします。よろしいでしょう
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か。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  それでは、以上で健康づくり課の決算審査を終了します。 

 それでは、ここで執行部は一度退席となります。お疲れさまでした。 

 それでは、ただいまから議会基本条例第11条第２項の市長提出議案に関して審議し結論を

出す場合、議員相互間議論を尽くして合意形成に努めるものとするとの規定に基づき、委員

間の自由討議を行います。 

 今回のことでは、コロナの件と生活保護、それからシルバー人材センターと、あと個別の

避難計画の件もありました。あと検診の勧奨通知とかもありましたが、皆様からのご意見が

ある議員は挙手の上、発言をお願いします。何かありますか。１番 渥美委員。 

○１番（渥美嘉樹君）  １番 渥美です。ちょっと自分の質問したところなんですけど、ワク

チンの予診票なんですけど、被害救済制度が、これがいつまででも申請できるよってなって

いる件でちょっと確認したら、やっぱりこの制度を使うには予診票の提出が必要になってく

るということで、そうすると、素直に考えると予診票を５年たって捨てちゃうと、これは困

るというふうになってくると思うので、そうは言っても数が大量にあるということですので、

ちょっとこれが捨てるのはまずできないのかなと思うんですけど、じゃ、どうやって保存し

ていくのか。電子化なのか、そのまま保存していくのかというのを含めて、そこは市として

も注目していってほしいと思いますので、意見として言わせていただきます。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  そのほかにもご意見ありますか。自由討議です。 

○ 番（    君）  15、どこに置いてあるんですかね。どっかに置いてあるんですか。 

○ 番（    君）  データで保存。歴史資料とかというとデータ保存できるので、そっち

の方向に考えているのかなとかを聞きそびれちゃったんだけど。そうすると、ただこの15万

（  ）をデータ化するような。 

○ 番（    君）  誰がやるのかって。 

○ 番（    君）  オートシートで読み取って、それを全部ＡＩでテキスト化して、エク

セルにざっと流れてくる。 

○ 番（    君）  15万ってすごい量だよね。 

○ 番（    君）  元々ベースでやったけ、ちょっとあまりあれですけど。 

○１３番（倉部光世君）  前、特環で分けているよね。それって仕分けはしなくていいから、
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あれか。 

○分科会長（小林博文君）  確かに課題というか、ちょっとどういうふうにやるかを検討して

いる。 

 質問か何かありますか12番 織部光男委員。 

○１２番（織部光男君）  私が予防事業費ということで、介護予防というふうな形でやってい

るということですけど、私はこれはもう予防と言えるのかなというような単純な疑問を持つ

んですけど、ケアマネジャーの数というのが今どうなのかということを、私は聞くべきだっ

たかなと思ったりもするんですけど、実際、委員長も副委員長も親の関係でお世話になった

と思うんですけども、やはりケアマネジャーの役割が物すごく大きいと思うんですよね。 

 で、在宅で死亡したときに、かかりつけ医を持っていて、そこにお世話になっていれば死

亡診断書はその医師が書いてくれますけども、ケアマネジャーとかは、在宅で亡くなっても

それはなかなかできないことだもんですから、あくまでも警察を呼んだりとかというような

ことにもなるということですね。 

 やはり在宅介護の場合は、そういったところまで考えておく必要があるのかなというふう

にも思ったりするもんですから、かかりつけ医が訪問診療をやっていればいいんですよ。そ

うでないと、ただ、かかりつけ医でそういうことをやっていないドクターというのは、診断

書を書けないという問題があるもんですから、ちょっとそういったところも話を、在宅ケア

をしているところではしているのかなというのが、そういう心配もあるんですけどね。やっ

てくれていればいいんですけども。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  介護のやつは10番だっけ。 

○１３番（倉部光世君）  ケアマネの話が出た。 

○分科会長（小林博文君）  ちょっと分かる範囲で。まず、健康な人を予防するというのは、

また介護のところ、今のところと、多分もっと健康な状態のイメージだと思うんですよ。 

 で、ここでいう支援というのは、もうちょっとで要介護になりますよという人のところが、

逆にそこを予防しようというのを国が、要は介護になっちゃうとお金がすごくかかるので、

そこへ到達するのをできれば到達しないとか、遅らせるということを目標に、介護の予防と

いうところに重きを置きましょうというのが始まったので、そこの枠だと思うんですよ。 

 なので、その前のもう全く健康な人が運動して健康になろうというのは、健康づくり考え

る健康マイレージの概念の事業なので、ここはもうそろそろやばいんですよと、よくフレイ
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ルとかあの辺があるんだけど、ああいうところの人たちをなるべく進行を遅らせるための事

業として出てきていると思います。 

 で、今言ったそのみとりまで始まると、もう介護のかなり後半のほうの部分になってきて、

うちの最近の父の事例なんかを挙げますと、実質的には血圧が高いんで常に飲んでいる薬は

あったんだけど、こういう病気というのは、持病は持っていなかったものですから、そうす

ると介護施設に入るときに介護施設の方針みたいなのがあって、うちの入ったところは、み

とりというか、延命処置はしないというのが条件で入りますというところで家族が了解して、

入ったというところになります。 

 そうすると、もう紹介状を強制的に書いてもらって、そういう血圧の薬から、かかってい

る全てのものを、その施設の担当のお医者さんが全部面倒見るようになるんです。その辺で、

亡くなったときについても、死亡診断とかそういうのも、そこの医者のほうに移行するんで、

ある意味、うちのところは父は老衰だったんですけども、その辺が自宅でそういう病気を抱

えながらの介護となると、またちょっと大変になってくるのかなと。 

 倉部さんのほうのは、東病院とかそういうとことであったと思うんですけど、それでうち

の父は全くの特養だったんで、そういう形で亡くなったというところで、ある意味理想的な

亡くなり方という言い方は悪いですけど、ところでは大きな痛みもなくということはあった

と思うんです。補足で。 

○１３番（倉部光世君）  ここは介護予防のケアマネなんで、要支援１の人に対してのものな

ので、また、すごい介護の人とはちょっと別で、介護度１、２、３、４、５となっていく人

とまたケアプランは別なものだとは思うんですけど、要支援になってくと、ケアマネをつけ

て支援の計画を立てていただくものですから、それぞれ状態で違うんです。病気を持ってい

ると特養はもう絶対に取ってくれないので、ちょっとでもそういう医療的なものがあるとほ

とんど受入れしてくれないので、東病院へ行かなくちゃいけないというか、自宅で見ますか、

東病院に行きますかというぐらいかな、選択肢とすると。自宅で見るならば病気していると

なかなかショートステイとかも預かってもらえなくなり、あれもできない、これもできない。

訪問看護を頼んでくれ、訪問診療を受けてくれ。訪問診療１回来てもらうと１万円くらいか

かるんですけど、３割負担のときは、１回来ると３万円くらい。えっ、みたいなところで、

結局訪問看護がなければ、ほかの支援の人たちも困りますみたいな、ヘルパーさんもちょっ

と困るとか、いろんなものがどんどんついてこなきゃいけなくて、さすがにケアマネさんは、

亡くなったときもそこまでは。それは世話が別なので。ケアマネがそこまではやらなくなっ
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たときに、警察呼ぶだと、そういうのは多分違う話だとは思うんですけど。 

 とにかく、取りあえずここでは予防事業なんで、要支援１、２の人たちに対しての目標値

とか数字、なってくる方の数はこっちで予想できないので、目標数値を立てて、そこに達成

させるというのはなかなか難しいけど、その要支援が介護に移らないようにする目標という

のは立てられるんじゃないかなとは思いますけれども。なかなか読めないですよね、その年

として。 

 以前は毎年多分あれをしなきゃいけなかったので、審査してもらわなきゃいけなかったの

が、最近３年に１回とかどんどん間が延びているので、３年の間に、気づくと年寄りなんで

あららって結構進んで、そのまま置いといてやってもらったら、１だったら突然３になっち

ゃったりとか、それって早いタイミングでやってもらわないと、ずっと大変なままだったり

するので。 

○分科会長（小林博文君）  逆にケアマネが気づいてくれて、臨時審査みたいなのがあったの

で、それにちょっと申し込んでくれて。 

○１３番（倉部光世君）  お願いしたほうがいいよって言って。 

○分科会長（小林博文君）  もう１回見てもらえっていうのも、臨時でもやったりするので。 

○１３番（倉部光世君）  ただ、ケアマネさんによってすごい内容が違うので、気づきが当た

り外れると言うと申し訳ないんですけど、すごい気づいて、本当に言ったらどんどんやって

くれる方と、いや、まだそんなにしなくていいですよっていう方がいるので、しかも、ケア

マネさん、今人数がどんどん減ってきているので、そこが、試験を受けなきゃいけないとか、

お一人で抱えてる数がすごく多くてすごく大変だったりとかっていうのは、毎回の課題で出

てくるので、ケアマネも育成と、本当に現場にいる方よりケアマネさんの募集のほうが少な

い。現場だけは上げてくれたけど、ケアマネさん現場にいる方よりは実は少なかったりって

いうところもあるので、ケアマネがいないと本当に回らないので、そこは手厚くフォローを

ぜひしていただかないと本当に困るなと思いますけど。 

○ 番（    君）  ケアマネは足りているのかね。 

○１３番（倉部光世君）  足りていないと思います。やっていたけどもうやめますっていう方

がいて、私がこれだけ抱えてたのはどうするのかしらっていう話も聞いたことがあるので、

市内で今どうなんですかね。 

○ 番（    君）  もう報酬で。 

○１３番（倉部光世君）  ケアマネのほうが、うっかりすると少ないらしいです。現場なんか
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は、ちょっと増えたじゃないですか。ケアマネさんは増えていなそうだし、本当に朝から晩

まで24時間体制みたいにして受けてくださる方もいるので、休みの日なのに、施設休みなの

に電話してすみませんみたいなのでも、いいですよって言ってやってくださったり、全て分

かって、いろんな施設とか病院とか全部理解してやってる方だと本当にぱっとやっていただ

けるんですけど、いろんな方がいて、成り立ての方とか、知識ない方もいるので、こちらが

選ぶわけですけど、人気のある方はやっぱりなかなか空かないので、ケアマネさんのレベル

アップもぜひしていただかなきゃいけないですけど、忙しい中で研修とかそういうもので保

育士と同じかなと思いますけど。 

 やっぱり必要な人材を増やすには、それなりの報酬とそれなりの人員がいて、忙しいばっ

かりじゃないような体制になるといいなと思いますけど。 

○ 番（    君）  あれ国家資格になるの。 

○１３番（倉部光世君）  資格が必要なんじゃない。 

○ 番（    君）  資格がないとできないよね。 

○ 番（    君）  しかも、ずっと携わっていないと、前も言ったけど職員がほかの部署

へ異動しちゃうと、その枠から外れると資格を失ってしまう。だから、そういう面でも大変。

だから、市ではなかなか抱えられないから、施設でいけば経験値で継続できるというのもあ

るので、おっしゃるとおりで、ケアマネさんはあまり夜勤とかに入ったりしないし、専門に

ケアマネさんの仕事をしちゃうので報酬的には、施設のスタッフは金額が逆に下がっちゃう

という面もあるというのは聞いています。 

○１３番（倉部光世君）  介護支援専門員という試験があるみたいですね。実習をやって登録

をして、定期的に研修受けなきゃいけないんだよね、それも。 

○ 番（    君）  3年に一遍くらい更新する何かあるんですか。 

○１３番（倉部光世君）  介護福祉士とか持っていればいいかもしれない。 

○ 番（    君）  介護支援専門の実務研修受講試験に合格する。合格の介護支援実務研

修受講終了。 

○ 番（    君）  高齢化社会といえば、そういうところを増やしていかないとね。ケア

マネを増やさなきゃ駄目だと思うしね。 

○ 番（    君）  もう60歳過ぎたんで、私は夜勤をやめてケアマネやるわっというふう

になってくれれば、スタッフの方はいいんですけど、審査する方が年配の方が来てあるんで、

多分そっちの方向に行くのかな。介護度の審査員も、そっちのあれもあるのかもしれないで
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すけども。 

○ 番（    君）  介護度審査員という人も少なくないですか。 

○分科会長（小林博文君）  多分その人がいなくて審査が遅れる。 

○ 番（    君）  そうそう、うちの知人のところも、来れる日がいつだってことで、す

ごく先送りされて施設に入る。 

○分科会長（小林博文君）  その辺の資格も多分いろいろ大変なことがあると思うんですけど、

まあ人手が足らないってことですよね。 

○ 番（    君）  やっぱり高齢化社会に順応した行政のあり方が必要だと思うんです。

少子化問題もそうだけど、でも、高齢化社会のほうが先だからね。そういったところで、高

齢者が増えても民生委員になる方が少ないというのはちょっと困るけど。あれも年齢制限が

あるんだよね。 

○１３番（倉部光世君）  最初は75だったかな。 

○ 番（    君）  今は伸びた。入れていますけど。 

○ 番（    君）  昨日、一昨日ぐらいに来ちゃったけど。 

○ 番（    君）  やっぱり公務員の方がね。学校の先生とかそういう方々が率先してや

ってくれると助かると思うんだけどもね。非常に難しいんですけども。 

○ 番（    君）  老後の人を見るのも、幼児を見るのも、小学生を見るのも、病人を見

るのも、全部そこの人が幼い頃から死ぬまでのこの全部が足りないじゃないですか。大体そ

れをたどるとみんな安い。そこにみんなお金が払えないから。 

○ 番（    君）  民生児童委員だからね。こどもも見なきゃいけない。 

○ 番（    君）  ちょっと私のほうで、ワクチンの関係で一つだけ皆さんにお伝えして

おきたいんですが、これからまた10月もワクチン希望者については打つわけです。有償には

なっても。前々から言ってるようにレプリコンワクチンというこの名称はもう使われません。

これを扱うのはＭｅｉｊｉＳｅｉｋａのファルマ社です。それで、レプリコンワクチンに代

わる名称がコスタイベ筋注用ということで、ドクターに自分がワクチンを打つときに、今回

のワクチンは何を使用されますかって言ったときに今言ったものを使いますっていうのは、

これはもう完全なそういうことですので、注意したほうがいいと思います。打ちたい方は打

てばいいわけですから。それだけちょっと情報として入っていますので。 

○分科会長（小林博文君）  13番委員。 

○１３番（倉部光世君）  さっき女性相談員の話があったんですけど、私が前申し上げたよう
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に、以前の婦人相談員という名前で、県のほうからは各市町に１人は配置してくださいとい

う指令は出ていたんですけど、小さい市町は１人ずつ置けないので、ほかの職をやっている

方が兼業しているというのが多かったんですけど、ここだったら磐田とかに行かないときち

んとした方がいないとかというのもありましたけど、一応今回、令和６年ですけど専門を雇

っているか、入れてくださったということで、それはすごいいいことだと思いますけど、な

かなか困難を抱える女性って本当に相談がしにくくて誰にしたらいいのかって。特に相談の

相手が男性というのは本当に無理なんです、正直なところ。やはりＤＶもずっと長いことあ

って、自分の周りにも割といるくらい。ただＤＶって相談になかなか本人が来ないというか、

簡単に来れなかったり、ＤＶを受けていることがＤＶと分からなくなってしまったりですと

か、一旦帰って、そのときはすごいいいんですけど、またすぐ再発したりということで、す

ごい課題が多くて、シェルターそこにもありますよね。あまり宣伝していい場所ではないの

で。 

 菊川なんか本当に少ないほうだと思いますけど、大きい町行けば行くほどそういう方も多

いですし、最近、女性相談会というのを支援員の方がみんな集まって各市町でやって、女性

議員とかが支援したりしていて、大分相談先も増えてきてはいるとは思いますけど、やはり

女性のこういう問題をしっかり受け止めていただけるという安全な場所は、やはり行政がそ

ういうことをしっかりと作っていただきたいので、今年度新しくなった方がどれくらい対応

できていくかは、見守っていかないといけないのかなと。 

○分科会長（小林博文君）  身近な人間まで、そのＤＶって知らずにいるので、言えなくて。 

○１３番（倉部光世君）  結構高齢の方が多くて、で、もうずっとそうされているので、もう

本人が気づかない。で、けがしたりしておかしいなというと、実はそうだったりとか。若い

奥さんなので、ずっとそうなんて気づかないというか、されているのが当たり前になってい

る方とかも結構いらっしゃるという話でした。福祉課の方に聞くと、ずっと電話を持ってい

る方がいますけど、そこに電話がかかってきたりというのもあるということは聞いたことが

あるので、できるだけ支援の目を増やして、被害を減らすようにしていきたいなと思います。 

 以上です。 

 逆もある。女性ばかりじゃないかもしれませんけど、逆もあるらしいですから。 

○分科会長（小林博文君）  あとどうでしょうか、いいですか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  それではよろしいでしょうか。 
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         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  それでは、以上で健康福祉部の決算審査を終了します。 

 ただいま出されましたご意見を基に分科会報告を作成し、一般会計予算決算委員会にて報

告させていただきます。 

 分科会報告の作成につきましては、正副分科会長に一任願います。 

 では、25分まで休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時１６分 

 

開議 午後 ２時２０分 

 

○委員長（小林博文君）  それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 ここで教育福祉委員会に切り替えます。 

 ただいまの出席人数は８人です。菊川市議会委員会条例第16条の規定による定足数に達し

ておりますので、教育福祉委員会を開会いたします。 

 これより議事に入ります。 

 本委員会に付託されました議案第56号 令和５年度菊川市介護保険特別会計歳入歳出決算

の認定についてを議題とします。 

 特別会計の決算については、本日採決を行いますのでご承知おきください。 

 初めに、諏訪部健康福祉部長、所管する課名等をお願いします。諏訪部健康福祉部長。 

○健康福祉部長（諏訪部晴美君）  健康福祉部です。所管する課は長寿介護課になります。介

護保険特別会計の決算をよろしくお願いします。 

○委員長（小林博文君）  それでは、菊川市介護保険特別会計の決算審査を行います。 

 質疑の事前通知を出された委員は挙手の上、事前通知に従って質疑を行ってください。 

 私から質問させていただきます。 

 成果書の資料のタブレットの７ページ、紙で５ページになります。包括的支援事業費の課

題のところにあります、今後の方針等の課題についてですが、ちょっとこれ前に出したね、

本定例会で審議して可決した部分ですが、菊川市地域包括支援センターの包括的支援事業を

実施するために必要な職員等に関する条例の一部改正がありました。これによって、この課

題、窓口の連携というところで人手不足かも、この辺の業務を担う専門職の確保というとこ
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ろなんですが、この辺は改善する方向に向かうのか、またそのほかにまだ課題はあるのかと

いうところでお伺いいたします。 

 答弁を求めます。黒田長寿介護課長。 

○長寿介護課長（黒田寿通君）  長寿介護課長です。本議会で可決されました条例改正につき

ましては、職員の設置を柔軟な形で設置することをお認めいただくものですが、本市におい

て現状の改善には至らないというと語弊がありますが、現状とは大きな変化はございません。 

 本市の現状につきましては、令和６年４月１日現在の第１号被保険者数は１万3,404人に対

する常勤職員としまして、主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士がそれぞれ３人ずつ必

要になりますが、現在はそのうち保健師が１人不足している状態となっております。こちら

につきましては、これまでも今後も募集を継続してまいります。 

 幸い地域支援センターと民間事業所の連携によりまして、相談対応や訪問業務などは滞り

なく行われておりますが、今後も保健師をはじめとする常勤職員の確保が課題となっており

ます。 

 以上です。 

○委員長（小林博文君）  私からはありません。皆さんから何かこの件、関連でありますか。

よろしいですか。10番 赤堀委員。 

○１０番（赤堀 博君）  10番 赤堀です。保健師さん１人不足て。 

         〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○１０番（赤堀 博君）  以前、菊川病院の看護師さん、保健師さんの資格を持っていた人、

こっちをお願いしたりしたケースがあったと思うんですが、そういうほうもお願いして

は──みたことはない。 

○委員長（小林博文君）  答弁を求めます。黒田長寿介護課長。 

○長寿介護課長（黒田寿通君）  長寿介護課長です。今、赤堀議員がおっしゃるとおり私ども

のほうで知り合いですとか、そういった職種の方についてもお声かけをしながらハローワー

ク等で募集をかけているところですが、現在のところは残念ながら採用まで至っておりませ

ん。 

○委員長（小林博文君）  答弁終わりました。よろしいですか。 

○１０番（赤堀 博君）  はい。 

○委員長（小林博文君）  そのほか、関連はいいですか。 

         〔発言する者なし〕 
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○委員長（小林博文君）  では、２問目行きます。渥美委員から出ております。１番 渥美委

員。 

○１番（渥美嘉樹君）  １番 渥美です。タブレットページの９ページ、生活支援体制整備事

業費について、買物、移動、居場所の３つについて具体的な取組実績を伺います。 

○委員長（小林博文君）  答弁を求めます。黒田長寿介護課長。 

○長寿介護課長（黒田寿通君）  長寿介護課長です。初めに、買物についての取組実績につい

てお答えいたします。 

 市内では民間４社が移動販売車を運営しておりまして、その活動状況について把握し、地

域の介護支援専門員等に情報提供を行っております。 

 また、奥の谷自治会におきましては、買物、バス、運営支援を年間で12回延べ55人が利用

され、市内のスーパーや薬局までの買物支援を行いました。 

 次に、移動についての取組実績についてですが、令和５年度の福祉郵送運送事業の運行実

績としましては、年間で1,605回運行しており、主に近隣市町を含む医療機関等への送迎を行

いました。 

 また、移動支援の担い手の要請として開催しました福祉有償運送運転車セダン等運転者講

習会に延べ20人、そして既存の担い手へのフォローアップとして開催した現任研修会に延べ

58人の参加がございました。 

 最後に居場所についての取組実績について、お答えします。毎月第２、第４木曜日に潮海

寺地内にある東部ふれあいプラザを会場として、地域住民が集い、互いに交流できる居場所

づくりを目的としたまちの居場所を開催しています。令和５年度は21回開催し、63人の参加

がありました。 

 また、地域の居場所運営支援としましては、認知症の人やその家族、地域住民、専門職等

が交流し、相互に理解を深めることで、誰もが集うことのできる居場所づくりを目的としま

して、町部地区や河城地区で開催されている認知症カフェ、またきてカフェの運営支援や立

ち上げの支援を行いました。 

 以上です。 

○委員長（小林博文君）  答弁が終わりました。渥美委員、再質疑ありますか。１番 渥美委

員。 

○１番（渥美嘉樹君）  １番 渥美です。買物支援なんですけどね、自動車、移動販売がある、

情報提供をされているということで、結構これって米屋でもやっていると思うんですけど、
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結構やっぱり高齢者だったり、お買物て結構かなり重要な問題かなと思うんですけど、何か

情報提供するとその先につながってくるものがあるのかという、ちょっとそこら辺でその先

の話を聞きたいなと思います。 

○委員長（小林博文君）  答弁を求めます。黒田長寿介護課長。 

○長寿介護課長（黒田寿通君）  まず情報提供につきましては、例えば包括支援センターに訪

れた方ですとか、相談、電話等であったときにはこういったサービスといいますか、こうい

う民間の情報も提供させていただいております。それを基に最寄りの場所でご利用いただく

とか、そういったことでご利用をいただいているところでございます。 

 あと要支援者の方、そういった絡みの方につきましては、ケアマネさんですとか、そうい

った方から伝えていただいて、ご利用いただくような形になればと思って進めております。 

 以上です。 

○委員長（小林博文君）  答弁が終わりました。再質疑ありますか。よろしいですか。 

○１番（渥美嘉樹君）  はい、いいです。 

○委員長（小林博文君）  関連で質疑ありますか。よろしいでしょうか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（小林博文君）  では、事前通知による質疑を終了します。 

 その他、特別会計において関連質疑のある方は挙手をお願いします。12番 織部光男委員。 

○１２番（織部光男君）  12番 織部です。この特別会見決算については黒字になっていると

いうことで全然問題はないと思うんですが、居宅介護率が81.5％に下がったという、下がっ

たというかなっているんですけども、これは跡継ぎなんかがあってかなり在宅治療もやった

りしているんですけど、全体的な流れとしてどうなんですか。居宅介護、診療、そういった

点は増えているんですか、減っているんですか、今の状況というのは。 

         〔「医療のことじゃ」と呼ぶ者あり〕 

○１２番（織部光男君）  介護と医療と両方だと思うんですけどね。 

○委員長（小林博文君）  よろしいですか。渡辺介護保険係長。 

○介護保険係長（渡辺  君）  介護保険係長です。今、議員おっしゃっている形、在宅診療

の委託のためにやっています。あかっちがやっている…… 

○１２番（織部光男君）  そうだね、あかっちでやっているのが、そうだね。 

○介護保険係長（渡辺  君）  基本的にはそちらがやりますので、実際居宅の訪問サービス

は減っているという──実際的には減っているのは間違いないんですけども、在宅事項とい
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うよりも施設の利用志向が伸びているというのが正しい表現かなというところが今、現状で

あります。 

○委員長（小林博文君）  よろしいですか。 

○１２番（織部光男君）  いいです、いいです。 

○委員長（小林博文君）  そのほかで関連で質疑ございますか。よろしいでしょうか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（小林博文君）  それでは、以上で、菊川市介護保険特別会計の決算審査を終了しま

す。 

 ここで執行部はもう一度、退席となります。退席してください。 

 それでは、ただいまから議会基本条例第11条第２項の「市長提出議案に関して審議し結論

を出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとする」との規定に基づき、

委員間の自由討議を行います。 

 今、介護保険の特別会計ですが、私が出したのは、条例一部改正してもやっぱり変わらな

いということが分かりました。それから支援のほうでは、買物、それから移動、それから居

場所についての話もありました。あと、自宅でのケア、織部委員が質問していただいて減っ

てきているという状態の説明がありました。その辺で皆さまからご意見あるいは挙手の上、

発言をお願いします。12番 織部光男委員。 

○１２番（織部光男君）  私は自宅介護が減って施設に入るというのはいいと思うんですね。

ただ、その施設のキャパがね、実際どうなのか。もう何年待ちだとかと以前はそんな時代も

ありましたけども、現状その辺のところを行政が把握しているのかね、施設が幾つあって定

員が何人で今の状態は80％の稼働率だとかと、そういうものを明示できるようなシステムと

いうのをつくってもらったほうが、自分の親がこれから世話になるかもしれないというよう

な方にとってはね、それこそ必要な情報じゃないかと思うんですよね。そういうような制度

ができないかなと私は思うんですけど、どうでしょうか。 

         〔「聞けば分かったと」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小林博文君）  訪問型ケアマネジャーになっちゃう。（笑声） 

         〔「ケアマネさんは把握大体していますので」「教えてくれるもんね」

と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小林博文君）  地域包括支援システムの中で多分、まあ市役所の職員も入っている

んでしょうね、承知はしていると思うんですが。また、うちの死んだ（オヤジ）の例で言い
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ますと、やはり大丈夫ですかと言って、施設にもう入ったほうがいいんじゃないですかと、

施設側からちょっと話があって、そのときにケアマネさんにちょっと相談したら、大体どの

施設も100人ぐらい待っていると。ただ、その介護度によって…… 

○１２番（織部光男君）  100人。 

○委員長（小林博文君）  100人。その介護度によってランクづけがあって、介護とか必要性が

高い人は順番の上のほうにいますと。ただ、うちらも言われたんですけど、順番が来ました、

入りますかというのがもう一度確認があるんで、そのときにもうちょっとまだうちで見ます

と言うと、いきなり後ろへ下がるんじゃなくて、その介護度に応じてまたどっかに入るとい

う方式だそうです。なので、それを見ると、うちの場合はそれをもうちょっとうちでは無理

ということで、そのまま預けたんですけど。 

 そういうのもあって、その辺はやはり全部の今必要として入りたいと言っている人が、ど

このランクでどういう状態で、どの人が上か下かというのを包括支援センターの中の意見で

共有しているはずなんです、どこの施設ならいいかとかやっているんで。 

 聞けば、今もうちょっとうちで大変なんで、施設入るとしたらどのくらいかというと、今

このくらい待ってて、今何年というのはないですけど、何か月から２年ぐらいで大体待って

れば入れますよというのは最初聞いたりもしたんですけど。まだ２年になるとどうして見る

のとかと、進行が早かったんでちょっと早く来たんですけど。 

 そういうのもあるんで、聞けば分かると思うんですよ。ただ、前も倉部さんもそうだけど、

包括支援センターに行っていろんなことを教えてくれるということを知らない人がまだほと

んどだと思うんです。今回もちょっと話ずれちゃうんだけど、子ども家庭センターも、うち

の娘もこれどこへ聞けばいいんだろうと、今子ども家庭センターできたからそこ行けば子ど

ものことを全部教えてくれるから行けと言ったりするんだけど、やっぱりそういう一括でや

ってくれるということすごく助かって重宝するんだけど、知らないということをまず重要な、

そこを皆知ってもらうというのが。 

○１２番（織部光男君）  それと病院へかかって入院してて、いざ退院になったときに、家で

見れない、施設へ行かなきゃいけないという、その選択を任されるという家族もいると思う

んですね。だから、それも今のお話のとおり、そういう決め方で優先的に入れるということ

はあるのかないのかね。病院から……（笑声） 

○１３番（倉部光世君）  それが多職種連携の研修会とか、介護の連携多職種研修会とかはや

ってはいるんですけど、実際に病院に入って、そろそろ退院というか、ちょっと出てくださ
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いよという声がまずかかるんですね。治る見込みがあったり何とかというと、うちの病棟、

取りあえずどうですかとか、本当に駄目だと療養でどうですかみたいな、でも何もこちら情

報がないんです。 

 今、菊川病院で結局は１週間に２回10分ずつしか多分まだそれやっているんで、本人が今

どういう状態で入院してるかが全然分かんないところに持ってきて、自宅で見ますか、療養

病院行きますかと（笑声）いきなり聞かれるんですね。何言ってんのみたいな、いやいや、

ご飯食べれるかどうかも分かんないのに困るんですけどて、だからどんどん言わないと、も

うどっちですかと言われて、ええ、うち見れない、病院となってる方すごい多いと思うんで

すけど。 

 私たち結構ずうずうしいので、食事するとこ見せてくださいと言って入っていったりとか、

結局看護師さんに聞いても、お医者さんに聞いても分からないんで、ＳＴでやってる人に聞

かないと状況全然分かんないですね、飲み込みできるとかできないとか。家にいたときは自

分で食べていたのに、２週間入院してたら何もできなく実はなっていたりとか。 

 じゃあ、それうちに連れて帰ったときにいろんなヘルパーさんとか、ショートステイとか

いろんな施設の方にお世話になっているけど、その人たちが、じゃ、うちに連れて帰ったら

手伝ってもらえるのかどうかというのも分からないので、うちのケアマネさんは関係者全部

訪問看護から全員集めて、病院に集めてもらって看護師さんも入って全員で話すという機会

をつくってくれたんですけど。 

 本来、地域連携室というところが多分やらなきゃいけないんですけど、言わないとやって

もらえないんですね。こちらがずうずうしく。だから知らない方は、もううち無理だから東

病院毎月１か月20万みたいな（笑声）ふうに、そこがすごい不親切じゃないですかと、私が

出るときに連携室の人にしつこく言って帰ってきたんですけど。 

○１２番（織部光男君）  病院にいるときに介護度は認定される。 

○１３番（倉部光世君）  病院にいる途中に見に来て、頼んどけば来てくれれば変えることは

できるの、そんな今日の明日、結果が出るわけじゃないもんですから。 

○１２番（織部光男君）  そこ肝心なとこだよね。 

○１３番（倉部光世君）  そこで、もともと介護、例えば１とか２とかで入院したんだけど、

出るときは、もう何か急に何もできなくなっていたりとか、家で見れるかどうかの判断が、

全然分かんないままどうしますかとしか私の場合は聞かれていないので、これすごく不親切

じゃないですかって。 
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○１２番（織部光男君）  そうだね。 

○１３番（倉部光世君）  ねえ、向こうが私もこういう立場だったから、丁寧にやってくれた

かちょっと分からない、でも言わなかったら多分やってくれなくて。うちのケアマネさんは

それを上手に組んで、とにかく全部結構な人数でしたね。七、八人みんないろんな施設呼ん

できて、じゃあこれだったら見れます、見れません、じゃあこういうのが必要だ、点滴必要

ならもう特養無理ですよとかという話を、そこで突き合わせをしないとね、結局みんなどう

していいのか分からないんで、せっかく多職種連携研修会とかやっているんだったら、それ

を病院のほうでやっぱりやってもらわないと、みんな困るわけですよ。 

 そこが素人には全然分からないので、やはりケアマネさんの力と信頼関係というのがない

と、みんなどっちですか、どっちですかという選択の中だけで進んでしまうので、もう少し

この制度、それぞれが丁寧に向き合ってもらえるとありがたいなと思います。 

 病院でみとる際もなかなかそばにつかせてもらえないとかという課題もお聞きしています

ので、最後のどう考えるか、これからのことはご本人で書くんでしょうけど、書いたとおり

にはならないと思うんですから、その辺は少し丁寧にやはり最後の在宅医療とかの包括とか

やってほしいなと。やらないと分からないことばかりになりたい。 

○１２番（織部光男君）  そうですね。 

○委員長（小林博文君）  本人は、これからもうこの事業に使う、特会の中でどうなのか、そ

の辺は。 

○１３番（倉部光世君）  相談に行くとケアマネさん誰にしますと聞かれるんですよ。ケアマ

ネさんてどこにいるんですかという、そこから。どこの誰にしますと言われて、いや、ケア

マネて何の誰で、その人はどこにいるんですかみたいな。そこから、私たまたま介護の仕事

をしている友達に誰が、どこの人がいいて聞いて、たまたまその人空いてたんでお願いでき

ましたけど。 

○ 番（    君）  そう、ケアマネさんて知識がいてね。 

○ 番（    君）  知らない。 

○委員長（小林博文君）  うちも最初に行ったときに包括支援センターで、じゃもう介護いる

んで、そのプランつくるんで、ケアマネさんを誰にしますかと言うんだけど、いや、ちょっ

と…… 

○１３番（倉部光世君）  いきなりでは知識がないし。 

○委員長（小林博文君）  どういう人なんかも分かんない、何人いるかも分かんないけど、分
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かんないでお任せしますと言うしかない。 

○１３番（倉部光世君）  そう言うとね、何か適当な方、空いている方をあてがわれちゃうの

で。 

○委員長（小林博文君）  それで来たら、１年ぐらいで寿退社なんかされちゃって、替わりま

すと言ったら、近所の大変親しい知り合いの人が来て。 

○ 番（    君）  そうなの。 

○委員長（小林博文君）  そしたら、ばんばんやってくれて、そういう方だったんで、あ、ケ

アマネて全然違うんだと、うちの家族が実感した。 

○５番（渡辺修君）  自分は偶然、松秀園に毎月お茶を納めていて、ケアマネが必要になって、

そこにいたんですよ。ケアマネジャーさんを用意しなきゃ、ここにいますよと言われて、も

うそれでいいと。そしたら、その人が大変よくて。 

○１３番（倉部光世君）  ほんの仕組みを説明をまず最初にしてもらわないと、担当の方は多

分よく分かっているんですが、行ったほうは何も分からずに行って、やっぱり介護保険はち

ょっと丁寧に、言えば一生懸命やってはくれるけど、ゼロの人にはもう少し説明を丁寧にし

て。 

○９番（小林博文君）  市民としては、かなり分かりづらく、そこが気づくのがなかなか…… 

○１３番（倉部光世君）  理解するまで時間がかかる。 

○ 番（    君）  おばさんはもう、片手がこれだけ動くだけで、あとは全然動かない人。 

○１３番（倉部光世君）  一つ一つ丁寧に。 

 渥美さん何かまだこうさ、あんまりまだ実感ないというか、まだご両親がお若いでしょう

から。 

○１番（渥美嘉樹君）  そうですね、なかなか…… 

○１３番（倉部光世君）  何のこと、こっちゃいみたい。（笑声） 

○委員長（小林博文君）  ５年ぐらい前は、俺もそんな感じだったけど。（笑声） 

○１番（渥美嘉樹君）  多分、お話聞いたり書類では、なかなか分からない世界なんだなと、

ちょっと聞いていて。 

○１３番（倉部光世君）  本を見ても分からない。 

○１番（渥美嘉樹君）  分かんないですね。 

○１３番（倉部光世君）  やらないと分からない。 

○委員長（小林博文君）  自分でいろいろ見て、このことかこのことか。 
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○１３番（倉部光世君）  点数を言われるんです、全部分からん。もうちょっといっぱいにな

っちゃうんで、何かやめて、これやめて、これ要りませんかみたいな、何だろうて。 

○委員長（小林博文君）  もう今月ありませんよみたいな、分かんない。 

○１３番（倉部光世君）  ちょっと制度は難しいので、やはり担当の方たちに丁寧に説明をぜ

ひしていただきたいですね。 

○１２番（織部光男君）  ぜひそれを要求してください。（笑声） 

○１３番（倉部光世君）  いつも同じ話になっちゃいますね。 

○１２番（織部光男君）  ああ、そうですね。 

○委員長（小林博文君）  じゃ、よろしいでしょうか。 

         〔「はい、いいです」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小林博文君）  それでは、ここで採決をいたします。 

 議案第56号 令和５年度菊川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、原案のと

おり認定すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。 

         〔賛成者挙手〕 

○委員長（小林博文君）  ありがとうございます。挙手全員。よって、議案第56号は原案のと

おり認定すべきものと決しました。 

 以上で、議案第56号 令和５年度菊川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを

終了します。 

 なお、委員長報告の作成については、正副委員長に一任願います。 

         〔「お願いします」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小林博文君）  続けてよろしいですか。事業評価の方に移ります。 

         〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  それでは、ここからは一般会計予算決算委員会の教育福祉分科会

へ切り替えます。 

 ただいまから決算審査における事業評価を行います。 

 この事業評価は、菊川市議会が、市が取り組む重点事業や主な取組について事業実施の成

果・課題を検証し、評価を行うことであり、併せて次年度以降の事業実施の方向性について

考察し、市に対し意見していくことを目的としています。 

 事業評価として菊川市議会が取り組むのは初めてであり、不行き届きな点があるかと思い

ますが、この取組の目的を理解し、委員の皆さまには、事業評価が充実したものになるよう
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お願いします。また、事業評価の対象となりました執行部の担当課の皆さまには、議会が行

う事業評価にご協力をお願いいたします。 

 それでは、初めに、事業評価の対象事業の担当課から説明をお願いいたします。健康マイ

レージに関する事業の報告ですが、それでは説明をお願いします。山内健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  健康づくり課長でございます。 

 まず、それでは事業評価資料２ページ目、事業評価シートをごらんください。 

 事業の目的でございますが、生活習慣病やフレイル等を予防し、健康寿命の延伸を図るこ

とができるよう健康づくりに取り組むきっかけをつくることとするということが目的として

おります。 

 事業の概要でございますが、こちらにつきましては、健康マイレージ事業を実施して、参

加特典として、ふじのくにの健康いきいきカード協力店でのサービスを受けられることや抽

せん品が当選する楽しみを付与して、健康づくりに取り組むきっかけづくりとしていただく

ところでございます。 

 事業の実施内容でございます。令和５年度の実施内容につきましては、健康マイレージ事

業の実施ということで、菊川ブランドの商品提供者への調査、それからマイレージシートの

作成、それから参加者特典の準備、それと新規参加者を増加させるために抽せんによるプレ

ゼントや初めて当選された方には食生活推進協議会作成のレシピ等を渡すようにしました。 

 また、グループで参加した場合は、団体特典を設けたところでございます。 

 事業の成果でございます。アンケート結果では、健康マイレージが終わってからも健康づ

くりや運動を継続できそうかについて達成者の86.3％が「はい」と回答をされております。

市民の継続した健康づくり習慣の獲得に寄与できたと考えております。 

 また、新規参加者の割合でございますが、令和３年度は45.6％、令和４年度は47.5％、令

和５年度は25.2％ということになっています。 

 総合判定評価でございます。こちらはＢということで、事業の進め方の改善検討というこ

とで総合評価のほうはなっております。 

 担当のほうの評価ですけれども、こちらにつきましては、今までどおりといいますかきっ

かけづくりを進めるということで、健康いきいきカードの協力店でのサービスの受給や抽せ

んで景品が当たる楽しみを寄与して取り組んでいくところでございます。 

 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性でございますが、こちらにつきま

しては、新たな取組者を増やすために市内企業等への事業実施、ＰＲを実施する。また、マ
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イレージ事業の電子化を検討するとともに、令和６年度からはマイレージシートのウェブ提

出、電子提出のほうを新たに実施するということで方向性のほうを考えております。現在、

実施のほうを進めております。 

 以上が、この事業の説明になります。 

○分科会長（小林博文君）  対象事業について担当課長から説明がありました。 

 それでは、各委員から事前質疑が出されておりますので、順に質疑を行っていきます。 

 それでは、倉部委員のほうから出ておりますので、お願いします。13番 倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  13番 倉部です。１番で、いつも聞いていることですけど、利用者

の年齢構成を教えてください。資料をもらったばかりなので（笑声）見れてないのでお願い

します。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。山内健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  健康づくり課長でございます。達成者の状況となりますが、

各年度ともに60歳代、それと70歳代が多く、次いで50歳代となっております。また、60歳以

上の方が６割以上を占めている状況です。 

 男女別では女性が７割前後で、７割を超えることが多い状況になっております。 

 以上でございます。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。この頂いた表、資料の中にはどっかあるん

ですね。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  はい、提供資料の中に各年度ごとの。一番最初が達成した

年次推移と目標値、２枚目が協力事業所の利用実績、３枚目以降が各年度の事業報告という

ことで、その中で２番の（２）年代別…… 

○１３番（倉部光世君）  あ、男女別。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  はい。 

○１３番（倉部光世君）  上が令和２年。 

○分科会長（小林博文君）  年度ごとが入っている。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  はい、令和元年度から令和５年度まで。すいません、シー

トがばらばらになっていますが、年度でそれぞれ資料提供させていただいているところでご

ざいます。 

○１３番（倉部光世君）  分かりました、はい。 

 次、２番目で、協力事業者は増えていますが、各事業者の利用実績はどうなっていますか。 
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○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。山内健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  健康づくり課長でございます。 

 まず、ふじのくに健康いきいきカードは、静岡県内の協力店舗でふじのくに健康いきいき

カードを提示することでサービスを受けられるというカードです。マイレージ達成者に配信

をしているところでございます。 

 この協力店舗につきましては、令和６年８月現在、県内では1,045店舗となっており、菊川

市内では23店舗にご協力いただいております。 

 令和５年６月には28店舗ありましたが、商工会で実施していた菊ちゃんカードの配信によ

り、カードのポイントの倍率をサービスとしていた事業所が２店舗減少したこと、そのほか

対応が困難であったり、カードの提示がない、利用者がないというような事情により辞退を

されるという申出により、協力店舗は減少しているところでございます。 

 協力店舗の利用実績につきましては把握できておりませんが、参考にアンケートにご協力

を頂けた店舗の集計としまして、先ほどの資料提供させていただいたものになります。 

 令和３年度が252件、令和４年度が130件、令和５年度が125件となっております。各協力店

舗にはサービスのご負担をしていただく中で実施できている事業となります。 

 協力店につきましては、県のふじのくに健康マイレージ事業に対して協賛をお願いすると

いう形で県内で多くの店舗が協力店となっていただいておりますが、県内の状況については

県に確認をいたしましたが、把握はしていないと聞いているところでございます。 

 以上でございます。 

○１３番（倉部光世君）  23番のお店やめちゃいました。お店がない。 

 ３番目ですね。令和３年度から５年度人件費を大幅に減少した理由をお願いします。 

○分科会長（小林博文君）  山内健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  健康づくり課長でございます。事業コストを確認いたしま

すと、職員人件費は令和３年は123万5,000円、令和４年度57万1,000円、令和５年度は28万

3,000円と減少しております。これは健康づくり課で雇用している会計年度任用職員につきま

しては、本人件費の計算対象には入ってこないことが要因となっております。 

 令和３年度から令和５年度の大幅な減少の理由としましては、業務について会計年度職員

が実務を担う部分が多くなったことにより、人件費が減少しているところでございます。 

 以上でございます。 

○１３番（倉部光世君）  実際かかる。 
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○分科会長（小林博文君）  再質問はどうですか。 

○１３番（倉部光世君）  では、次、行きます。 

 ４番目ですけど、ほかの自治体の取組と比較、または研究等されていますか。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。山内健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  健康づくり課長でございます。県が令和５年９月時点で取

りまとめた結果では、アプリのみでの実施を行っているところは１つの市、１市、アプリと

紙を併用しているのが６市町、紙での事業実施は26市町でした。紙での事業実施をしている

26市町中、電子化を検討している市町が13市町、考えていない市町が13市町でした。 

 また、当市での電子化検討のため近隣市町などでアプリを導入している市町へ情報収集を

行っております。回答を得られた市町からはアプリ導入により壮年期の利用が増加したとい

う声がある一方で、アプリ導入から10年弱経過している市町からは、多くの無料検討管理ア

プリがリリースされている中での費用対効果などを考慮すると、どこまでを行政が主導して

アプリ事業を実施していくかといった課題を抱えている声も聞かれております。 

 本市でも、本事業の今後の実施方法は検討しているところですので、引き続き事業担当者

会議での情報交換やほか市町へのヒアリング等で情報収集し、今後の本事業について検討し

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○分科会長（小林博文君）  倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  13番 倉部です。ほかの市町のよその調査もされているということ

ですけど、オリジナルアプリをつくるというと大変経費がかかるので、そこまではやる必要

がないのかなとは思うんですけど、現在ある健康無料アプリを使って、これに数字がすぐ分

かるように何かデータを出してもらうとかというようなことを考えられないでしょうかね。

ここに一々書くのが大変というね（笑声）あるんですけど。個々が好きなアプリを使ってい

て、それのデータ結果を見せればいいよというようなことは可能にはなるのでしょうか。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。 

○１３番（倉部光世君）  検討はされているでしょうかね。 

○分科会長（小林博文君）  検討はしているような状況です。 

○１３番（倉部光世君）  していないなら、していないでいいです。 

○分科会長（小林博文君）  山内健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  健康づくり課長でございます。現在のところ、今、議員か
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らご提案いただいたやり方については、すいません、今まで考慮はしておりませんでした。

実際ほかの自治体も確認をする中で、どういうふうな形が一番コストがかからずに普及が図

れて、若年層といいますか壮年期の方、働き盛りの方などが簡単に取り組めるのか、そうい

うところで考えていきたいと思います。 

 ただ、すいません、現在のところは考えていなかったということになります。すいません。 

○分科会長（小林博文君）  答弁終わりました。１３番、倉部議員。 

○１３番（倉部光世君）  今年、今年度ですかね。電池でできるということでしたが、書いた

のを写メって送るということですよね。結局書かなきゃいけないということですね、この

シートはね。はい、分かりました。 

         〔「そういうことね」と呼ぶ者あり〕 

○１３番（倉部光世君）  そういうシートでしたので、はい、分かりました。 

○分科会長（小林博文君）  じゃ、次、渥美委員のほうから何問か出ていますので。じゃ、渥

美委員、お願いします、順番に。 

○１番（渥美嘉樹君）  １番 渥美です。まず財源について、令和５年度が県支出金が計上さ

れていないんですけど、その理由を伺えればと思います。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。山内健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  健康づくり課長でございます。県支出金につきましては、

健康増進事業補助金のことになりますが、健康増進事業補助金は健康教育費や健康相談費、

健康診査費などの対象事業に対して、県が対象事業項目の基準額の３分の２を補助し、県の

補助額に対して国が２分の１県に補助をするものになります。 

 健康教育や健康相談に対する補助は、総事業費よりも基準額が既に下回っているため、全

ての事業に充当することはできません。令和４年度までは健康増進事業費補助金の県支出金

を健康マイレージ事業に充当しておりましたが、令和５年度からは会計年度任用職員を週20

時間雇用したことからまとまった支出となるため、健康教育、健康相談の枠の部分を全てこ

の人件費の支出に充当し、健康マイレージ事業への充当はしておりません。 

 以上でございます。 

○分科会長（小林博文君）  答弁が終わりました。続けて、どうぞ。渥美委員。 

○１番（渥美嘉樹君）  ６番目は先ほど倉部議員のご質問がありましたので、これは飛ばして、

７番目の質問ですが、令和７年度の方向性で自動で縮小とできた話なんですけども、一応こ

のコスト縮小と示されているんですけども、この縮小に対して何か、具体的な縮小について
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何かありましたら聞きたいと思います。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。山内健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  健康づくり課長でございます。令和７年度は、景品や啓発

資料を見直すこと、また併せて連携協定をいただいている企業にもご協力をいただきながら

縮小を図りたいと考えております。 

 現時点では、連携協定をいただいている企業の商品等で景品の提供をしていただけるとの

回答をいただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○分科会長（小林博文君）  再質問ですか。１番 渥美委員。 

○１番（渥美嘉樹君）  次の質問に移ります。成果指標の目標が、健康マイレージの達成者370

人ということで、グラフもご用意いただいたんですが、今後どのように、ちょっと令和５年、

下がっちゃって目標を切っちゃったんですけど、どのように目標値に近づけていくか、また、

マイレージ達成によって事業の目的である健康寿命の延伸につながっているか、実施状況や、

それらを踏まえて答えを求めます。 

○分科会長（小林博文君）  山内健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  健康づくり課長でございます。 

 目標値達成のために、青年期、少年期世代への方へのＰＲ機会の増加とマイレージシート

の提出へのハードルを下げることを課題に対策してまいります。以前から、若い世代の取組

は課題となっており、健康マイレージ事業の内容や仕組を周知する機会の増加、ＰＲが必要

であると考え、市内企業訪問時に健康マイレージ事業を紹介するとともに、従業員の健康の

ため取組をお勧めしております。令和６年８月は８か所の企業訪問を実施し、マイレージ

シートをお渡しするとともに事業活用のお願いをしてまいりました。 

 また、マイレージ達成者がマイレージシートを平日時間内に市役所窓口まで提出すること

は、マイレージ事業に取り組む前のハードルとなることが懸念されるため、マイレージシー

トのウェブでの提出を可能としました。ウェブ提出は、令和６年度から実施しているところ

でございます。 

 今後は、まずはマイレージシートを手に取っていただく機会を増やすことや仕組を知って

いただくことを、市公式ＳＮＳや企業メーリングリストなどの情報発信も活用するなど工夫

して実践してまいりたいと考えております。 

 次に、事業の目的である健康寿命の延伸につながっているかについてですが、本事業は、
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事業目的達成のための小目標を、「健康づくりのための生活習慣改善に結びつける人を増や

す」、「健康づくりに対する意識の向上」として位置づけております。事業取組達成者にア

ンケートを実施し、取組達成者の生活習慣や意識変容について集計をしております。令和

５年度の概況では、生活習慣や運動、健康管理といった分野での意識変容があったと回答す

る方が多くなっており、小目標へのアプローチができていると考えております。 

 また、必須項目に歩数記録を設定していることに対し、年代問わず、「歩数を気にするよ

うになった」、「少し遠い距離を歩こうと思った」など感想が得られており、歩行や身体活

動増加への意識づけ、行動変容につながっていることが考えられます。 

 これらのことから、本事業は健康づくりのための事業として健康寿命の延伸につながる事

業であると考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○分科会長（小林博文君）  答弁終わりました。再質疑ありますか。１番 渥美委員。 

○１番（渥美嘉樹君）  １番 渥美です。 

 この事業は、結構、一見地味なんですけど、自分も結構すごい大事な、自分も最近ちょっ

と太っちゃって、アプリを記録を始めたんですけど、やっぱり記録すると、自分がどれだけ

意識をして改善していくかということで、すごい大事な事業だなと思って。今、令和４年ま

で638人、結構多い人が達成して、これすごいことだなと思うんですけど、ちょっとそれで、

（  ）が、ちょっと下がっちゃった部分があるんですけど、何かここ、かくって下がっち

ゃった何か理由とかって、もし把握とかしていたら、その辺の答えを求めます。 

○分科会長（小林博文君）  答弁求めます。山内健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  健康づくり課長でございます。 

 達成者が減った原因でございますが、それこそコロナ禍の中で、どうしても集団での活動

ができない、集まって何かするということ、機会が、すごい減ってしまったという状況にな

りました。その中で、健康づくり推進委員さんにお願いをして、なかなか自治会活動や地区

活動ができないので、その代わりに個人でできるこの健康づくりマイレージ事業、こちらの

ほうを勧めるようにということで、コロナ禍の関係で、お一人でもというか、それぞれが取

り組める事業に、それを周知とか啓発をお願いして増えているところだと考えております。 

 今、健康づくり推進委員さんの活動については、その自治体活動は、行政ではなくなった

ため、今特に行政としてマイレージ事業を勧めているわけではないので、どうしても人数的

に減ってしまったというのが要因の一つかなと考えているところでございます。 
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 以上でございます。 

○分科会長（小林博文君）  答弁終わりました。再質疑ありますか。いいですか。 

 じゃあ、渡辺委員。 

○５番（渡辺 修君）  その前のことでちょっと。 

○分科会長（小林博文君）  先に。 

○５番（渡辺 修君）  全部やっちゃいます。若い達成者を増やす手立てはあるかということ

です。 

○分科会長（小林博文君）  山内健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  令和６年度から、コロナ禍により、今まで実施できていな

かった医療訪問を再開しており、医療訪問の中で、働く世代に健康増進のための「茶ちゃっ

と！出張健康チェック」やメンタルヘルスへの取組、それと健康マイレージの紹介も行って

おります。若い世代、特に会社勤めの世代への健康づくりの取組を周知していく中で、健康

マイレージをはじめ健康増進に取り組む人を増やすように働きかけているところでございま

す。 

 また、マイレージシートの（ベース）方法をウェブ化で利便性を図り、まずは、マイレー

ジシートを手に取っていただく機会を増やすことや仕組みを知っていただくことを、市公式

ＳＮＳや企業メーリングリストなどの情報発信を活用するなど、工夫して周知してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○分科会長（小林博文君）  答弁終わりました。再質問、また、その次の質問ありますか。 

○５番（渡辺 修君）  今、医療メーリングリストと言いましたか。 

         〔「企業です」と呼ぶ者あり〕 

○５番（渡辺 修君）  企業メーリングリスト。 

         〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○５番（渡辺 修君）  その具体的な例というか、どのように活用するか、ちょっと教えてい

ただけますか。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。山田健康増進係長。 

○健康増進係長（山田絵理君）  商工観光課のほうで、企業さんと連携のためにメールのやり

取りをしているところがありまして、その中にメーリングリストがありますので、そちらで

健康情報について周知をさせていただくような取組をしておりまして、年に何回かですけれ
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ども、この中でこの取組を、若い世代の働く世代の方にも知っていただけるようにというこ

とで。 

○５番（渡辺 修君）  じゃあ、その分は聞き間違えたので、その前にもメーリングリストと

いう言葉が出て、渥美君のときかな、出てきたけど、それも企業メーリングリストですね。 

         〔「同じです」と呼ぶ者あり〕 

○５番（渡辺 修君）  同じですね。分かりました。結構です。 

○分科会長（小林博文君）  再質疑ありますか。 

○５番（渡辺 修君）  私はありません。 

○分科会長（小林博文君）  最後に質問しなくていいですか。 

○５番（渡辺 修君）  この辺、もう聞いているよね。 

○分科会長（小林博文君）  いい。いいですか。 

○５番（渡辺 修君）  ベースがあれですよね、打っといて、ウェブにするという…… 

○分科会長（小林博文君）  はい、じゃあ、いいですか。 

○５番（渡辺 修君）  はい、いいです。 

○分科会長（小林博文君）  じゃあ、そのほかの皆さんから関連で質疑ありますか。５番 渡

辺委員。 

○５番（渡辺 修君）  ５番 渡辺です。 

 人件費が、大変先ほど安くなっているということですけども、実際は、人が関わっている

金額というのは、かかっているわけですね、これ以上に。だから、コストとして本来はかか

っているんだけど、それって比較できますか。 

○分科会長（小林博文君）  山内健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  人件費の関係でございますが、令和３年度は、正職員と会

計年度職員の業務の分担割合は、おおよそ９対１、令和４年度は７対３、令和５年度は１対

１ぐらいの業務の分担割合ということで会計年度任用職員の方にお願いしているところでご

ざいます。 

 時間数的には、会計年度と正規の職員が業務に費やした時間は、おおよそですが、令和

３年度は630時間、令和４年度は464時間、令和５年度は329時間ということになっております。 

         〔「減っているんですね」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  答弁終わりました。再質疑ありますか。 

○５番（渡辺 修君）  結局、効率は上がっているということでしょうね。 
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○健康づくり課長（山内孝夫君）  はい。大体、今、効率は上がっている中で、なおかつ会計

年度さんにお願いする部分も増やしていると。 

○５番（渡辺 修君）  増やしている。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  はい。 

○５番（渡辺 修君）  分かりました。 

○分科会長（小林博文君）  よろしいですか。その他関連で質疑ございますか。15番 内田委

員。 

○１５番（内田 隆君）  15番です。 

 マイレージのスタートが、局長が課長だったのは27年からだったということ、昨日教えて

もらったんですけど。その頃は、まだ健康寿命という言葉自体は、あまり知らなかった。で

も、この頃になってきて、健康寿命、一番になったので大したもんだなと思ったんですけど。

最終的に健康寿命につなげていくというのが目的であるなら、この今、例えば達成率の何人

がどうなっていったという、この後ろ側の事業というのは、何か評価するものが、どこかに

あるんですか。きっかけにしたことは分かった。そのきっかけが、どう生かされたかという

のが、僕はここの成果の最終目標だと思うので、それがどういうふうにつながっていくのか

説明ができる何かがありますかね。 

○分科会長（小林博文君）  山内健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  健康づくり課長でございます。 

 確かに議員さんがおっしゃられるとおり、経年で継続性を持って、それが取り組めるとい

うのが一番いいかなと思っております。その健康マイレージ事業につきましては、まずリ

ピーターといいますか、毎年やっていただいている方が、かなり多い状況でございます。特

に女性の方は、リピーターが多い状況ですので、この健康マイレージ事業をきっかけとして、

それで毎年取り組んでいただくという形になっているのかなと。 

 ですので、あとは、やはり新しい新規の方といいますか、壮年期、働き盛りの方に対して、

できる限りアプローチをかけていきたいなと考えているところでございます。なかなか個別

に、その経年を追っていくということは少し難しいので、今のところはできていないという

のが現状でございます。 

 以上でございます。 

○分科会長（小林博文君）  再質疑ありますか。15番 内田委員。 

○１５番（内田 隆君）  15番です。 
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 よく言うんですけど、やったことが目標にならないようにという、それよりとにかく最終

目標が健康長寿ですか、これにたどり着く。それで、たまたまこの前、男性の方が県下１位

になった。ここを逆算と、拾っていったときに、マイレージが少しでもかんでいるとね、そ

うすると、この効果って、ものすごいすばらしいものをやっているんだよという、やっぱり

アピール効果にもなると思うんですよね。確かに、仕事追求していくのが難しいことは分か

るんですけど、やっぱり成果をどこかへつなげていく、最終目標がここにあるんなら、そこ

へどうやってつなげていこうとかという組立ては、どうしてもやっていただかないと、ここ

で終わっちゃって、今言ったようにリピーターの人が多いというふうに言われちゃうと、新

規の人が幾らも出てこなくなってきて、そうすると、逆に言うと、三百何人のうち300人でリ

ピーター、今年70人しかできないというような話にもなりかねないですよね。やっぱりもう

少し先のほうまで見た、追求をしたようなものにしていただけると非常にありがたい事業だ

なと思いますので、ぜひ検討していただきたいなと思います。 

○分科会長（小林博文君）  13番 倉部委員。 

○１３番（倉部光世君）  13番 倉部。 

 このシートの中に、最後のアンケート協力があるんですけど、例えば、この中に変化とい

うか、意識が変わりましたかというのは、あるんですけど、何か体重が減ったとか、血圧が

下がったとか、何かそういうことを少しでも入れられる欄があれば、何かちょっと結果が出

ているのかなというのも分かるのかな。皆さん、多分、一々この皆さんの血圧下がったかな

ってチェックはしないと思うので、去年どうだったかなとかはないと思うんですけど。何か

少しそういう、健康的に何か変わりましたという結果をアンケートに入れてもらうとか、例

えば、モニターを作って、その方は、じゃあ10年間やっていただいて、その人の結果が変わ

ったとか、何かそういう数値としてしっかり見えてくるものが、何年も続けるのであれば、

あったりすると、これだけやって健康づくり進んでいるなっていうのが、今、内田さんおっ

しゃったことが、少しは分かるんじゃないかなと思います。リピーターが、もし多いのであ

れば、そういうやり方もあるのかなと思います。 

○分科会長（小林博文君）  山内健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  健康づくり課長でございます。 

 ありがとうございます。今のご意見も参考に、次年度以降、どのような形でアンケートを

取っていくのか、そういうところも考えていきたいと思いますので、ご意見ありがとうござ

います。 
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○分科会長（小林博文君）  その他ございますか。12番 織部光男委員。 

○１２番（織部光男君）  12番 織部です。 

 今、健康マイレージ、なかなか大変な事業だと思うんですね。健康というのは、そもそも

自分自身のためだもんですからね、人に言われてやるっていうのが果たしてどうなのかとい

うようにも考えるんですけれども。 

 とにかく健康のためには運動と食事ということが、これ書かれていて、あと睡眠もそうで

すけども、やっぱり睡眠をよくするためには運動もやらなきゃいけない、栄養のバランスも

よくなくてはいけないというような、この３つが全く関係が濃いものですよね。マイレージ

ということでニンジンをぶら下げて、それについてくるというような状態では、私は本当の

自分の健康を守れるとは思わないんですけども。 

 やはり自覚をどうして目覚めさせるかということだと思うんですよね、一番の重要なこと

は。健康は人から言われてつくれるものではないという、その自覚ですよね。それが私は最

も大切で、私はそれを３年前ぐらいに目覚めて、今やってはいるんですけども。自分の健康

を自分で守るという、それだけでやっているわけですよね。人に言われたからではない。こ

れは夫婦であっても言えないことなんですよ。私は玄米を食べていますけど、女房にも体に

いいから玄米を食べろと、これは言えないんですよ。お互いそれは尊重し合って生きている

わけですからね。 

         〔「怖くて言えない」と呼ぶ者あり〕 

○１２番（織部光男君）  うん。（笑声）ですから、私は地域でサロンもやっています。そう

すると月２回、体操、ＤＶＤもらったやつがあるじゃないですか。茶こちゃん体操とか２つ

の体操をやっています、あれをかけて。それと「ふまねっと」というものを自治会で買って

もらって、それを第２の水曜日にやっています。それに大体20名ぐらい自治会の人が出てき

てやってくれるんですけどね、それはもう習慣化されている。加茂の場合は、そういうサロ

ンが各地区でやっているんですね。 

 ですから、こういうことを全市でやって、「ふまねっと」を全部与えてしまうと。３万円

ぐらいですよ、あれ、今。だから、そういうようなことを、これもいいんですけども、自治

会、自分の仲間たちと一緒にやるっていうね、三軒家では、野添公園というところでゴルフ

をやっていますけども、それもいいと思うんです。でも、やはり、それも週３回やっていま

すからいいと思うんですけどもね。とにかく習慣をつけるということが非常に大切であって、

私は今、２１世紀（希望の丘）が駄目になってプールが使えなくなったもんですからね、今
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プールへ通っているんですけども、そこには、もうプールで歩く方がいるわけですよ、毎回。

菊川市には、そういう施設がない。残念ながらね。だったら、グラウンドを使って何をやら

せるかっていうことだと思うんですけども。 

 しかし、学校で、今、夏休みでも、ラジオ体操、前はやっていました、朝。それもやって

いないんですよ。ですから、小さいときから運動をするということの習慣づけとか、親子で

運動をするという、そういう機会を設けることのほうが、私は重要だと思っているんですよ。

生活に密着した、毎朝、ほんじゃ、地区でラジオ体操を流してね、６時半で、来れる人は、

みんなそこでやりましょうとかね、中国の太極拳みたいなもんですよね。そういうようなこ

とを、やはり習慣づけ、それでここにチラシに書いてありますけども、自宅でできる筋力ア

ップ法なんていうのはありますけど、私はこういうものはね、家の中で、かかと落としです

とか腹筋ですとか背筋ですとか、やれることはいっぱいあるわけですよね、そういうＰＲも

私は、逆に、各家庭に回覧するなり、全戸配布するなりして、こういうことを勧めますとい

うようなことで、私はやることは、いっぱいあると思うんですよね。このマイレージだけで

なくて。だから、そういうことも併せて、私は考えていただきたいと、そんなふうに思って

いるんですよ。 

 ですから、今後の活動の参考に、これに固執することはなく、もっと幅広い活動方法を考

えてもらいたいなと、そんなふうに思っています。 

 以上です。 

○分科会長（小林博文君）  ご意見ということですか。自由討議で、評価の中で出てほしかっ

たですね。それも含めたきっかけづくりなのかなと、今聞いていて思ったりもしたんですけ

ど。ご意見ということで。 

 その他、質疑等ありますか。10番 赤堀委員。 

○１０番（赤堀 博君）  私は、これ何年から始まったのか、最初の頃は、まだ体力がすごい

あったので、これ自体、かったるかったけれど、今年もやって、もう満タンになったけど。

とにかく、朝体重は測る、血圧測る、それで今、120台で体重も58キロくらいで、ずっと。 

 この間、高齢化社会についての地域、富士で、訪問医療の先生の話を聞いたときに、少し

小太りぐらいが長生きできるというような話も聞いたもん。ちいとこの頃ね、お肉を多く食

べるようになって。（笑声）横で織部さんがね、いろいろやっているのを、ちっとは、こう

耳に入れながら、ああ、これはちょっと添加物があるのでやめようとかって、そういうこと

も決める。 
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 やっぱり自分で意識して健康づくり。織部さんは奥さんと一緒にやらないって言ったけど、

うちは運動は一緒に、夜、月に十日ぐらい体育館行ってね、仲間とフウバをやっている。あ

れは、お達者度を上げている一つの方法だと思いますけど。 

 ぜひ皆さん、こういうのもやって、女性の方がリピーターと言っているけども、とにかく

健康を意識づけるということでやってもらいたいな。 

○分科会長（小林博文君）  評価に入りつつありますので、質疑ありましたら。13番 倉部委

員。 

○１３番（倉部光世君）  13番 倉部です。 

 ネットのほうの健康マイレージってやると、各自治体がやっている健保組合で提供するウ

ォーキングサービスですとか、何かこういうコンテンツが出てくるんですけど、自治体とし

て、これ登録してくれると、何かウォーキングのランキングがついたり、何か全部アプリで

見られるような、健康マイレージって、こういうハートのマークがついたやつが出てくるん

ですけど、こういうの活用、パッと見ただけなので分からないんですけども、歩数計が送ら

れてきてどうのこうのと書いて、何かこういうのを統一で使えば、自分で作らなくても、あ

るものを使って、これに書きたい方は書いてもらえばいいかなとかって思うんですけど。ま

た、研究してください。 

○分科会長（小林博文君）  山内健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  健康づくり課長でございます。 

 ありがとうございます。先ほど渡辺委員さんからのご質問のほうは、前段のほうでお答え

しているのでというお話でしたが、ちょっとそれと併せて、ちょっと今の状況、電子化の方

向性の状況を、ちょっとご説明のほうをさせていただければと思います。 

         〔「お願いします」と呼ぶ者あり〕 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  現在、それこそマイレージの電子化につきましては、いろ

いろなアプリの情報収集をしていますが、初期費用や、やはりランニングコストの関係で慎

重に考えているところでございます。このことから、本年度の年度末、今度の３月になりま

すが、一定の歩数を計測することでポイントをためることができ、景品の抽せんが行えると

いうインセンティブが与えられるアプリを無料で利用させていただき、試行として実施する

予定で準備を進めているところでございます。 

 本事業を、市民の方々に利用を呼びかけて実践していただき、実際に体験してもらってご

意見をいただく中で、電子化等の評価を行い、今後の電子化の方向性や実施方法を検討して
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いきたいと考えております。 

 本試行は、健康マイレージ事業だけを検討するのではなく、健康になるための仕組みづく

りとして事業の方向性を検討してまいりたいと考えております。 

 また、そのほかに市民の皆さんからウォーキングコースの提案を募集するなど、お手軽に

始めることができるウォーキングに対する取組を進めてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○１３番（倉部光世君）  ドコモのやつを私、見ているんですけど、こういうドコモがやって

いる健康マイレージというので、自治体とか企業の自治体番号、団体コードを入れて、入っ

てください、申込みができますみたいなのが、ドコモ健康マイレージという、使い方がちょ

っとよく分かりませんが、何かこういうものですか。ドコモじゃない人が駄目なのか分から

ない。団体コードを入れないと使えないから団体が申込みしないといけないんだと思うんで

すけど。 

○分科会長（小林博文君）  山内健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  健康づくり課長でございます。 

 今自分がご説明を差し上げた、無料で利用させていただく歩数計測アプリのほうは、保険

会社が、期間限定というのか、４週間の間にどれぐらい歩数を歩いたか、その歩数に応じて、

インセンティブとして抽せんができるという形のものになります。今のところは、それでの

試行を考えているところでございます。今頂いたドコモのほうの情報も確認する中で、それ

もしっかりと確認する中で、今後の取組については考えていきたいと考えております。あり

がとうございます。 

○分科会長（小林博文君）  その他、よろしいでしょうか。15番 内田委員。 

○１５番（内田 隆君）  このシートのお金のかけ方なんですけど、どんな仕事をしても必ず

人件費がかかるというふうに理解していたけど、これ今回が25万4,000円、需用費だけなんで

すよね。どこも今こういう指示がされていて、人件費は費用の中に入れないということで

シートが作られているんですか。 

○分科会長（小林博文君）  答弁を求めます。山内健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  健康づくり課長でございます。 

 項目のほうの予算額は、あくまでもこの事業の一般会計上、一般会計予算上の、すいませ

ん、この事業の予算額で、ここに人件費は含まれておりませんので、人件費として、また下
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のほうに別計上ということでされており、総事業コストとして算出がされているシートとい

うことで認識をしております。 

 以上でございます。 

○分科会長（小林博文君）  15番 内田委員。 

○１５番（内田 隆君）  需用費の内訳というのは、予算のところに書いてあるやつをそのま

ま写し取っているだけで、あとそれ以外に、例えば、この健康マイレージに対して、一体費

用は幾らかかっているんだというのは、これと人件費を足したやつが総費用になるんですか。

見方が、ちょっとね。 

 なので、その前にも、児童クラブのやつを見せてもらっているんだけど、児童クラブのや

つも、そうすると、ここに書いてある一番最後の人件費というのが、これに金額に足されて、

放課後児童クラブというのは、要するに、例えば、これ全部やめちゃったとすると、これだ

けお金が出てくるよという。これだと、今、両方足すと、これだけ出てくるって言ったけど、

25万4,000円としただけじゃ、さっきの人件費出てこないもんで。 

 僕はこのシートを作るのに当たって、一枚一枚に一体どのぐらいずつの予算が、経費がか

かっているのかということを、ある程度調べられるものかなと思って見ていたけど、そうい

うことじゃないわけ。今、質問の中にも言ったように、これと人件費と足すだけで事が足り

るのかね。外出しに出して、人件費をこの経費に加えてやれば、このシートを、例えば、健

康マイレージは幾ら、53万7,000円と25万1,000円だもんで、七十、八十万ぐらいのね、八十

万ぐらいの経費のかかる事業だというふうに見ればいいか。 

○分科会長（小林博文君）  このシートの見方も、ちょっとこの事業評価、勉強する部分もあ

ると思いますから、すみません、どちらが、じゃあ回答します。 

○事務局長（落合和之君）  事務局より、少し説明させていただきます。 

 まず、今内田委員がおっしゃられたこの事業評価シートの左側の真ん中辺り、中央寄りの

ところは、これは、この款項目、事業名というところの係る事業費だと思いますから、この

マイレージで言ったら、事業費の25万4,460円というのが、令和５年度中の係った額でござい

ます。 

 この中に、じゃあ人件費が入っていないかということですけども、実は、決算書とか見て

いただくように、職員給与費とか、そういったものは、また別のところの事業費目になって

います。そこに入っています。 

 それから、この中に会計年度任用職員さんを、この事業のために使っているということで
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あれば、ここに報酬とかそういったところが載ってきますが、多分、健康マイレージについ

ては、それを主としているのではなくて、ほかの事業とか、一般会計予算の健康づくりの事

業の中で使っている人件費としているところで、ここには多分載ってきていないと思います。 

 それから、今度今見ている事業内訳の、またさらに左側のところの予算額、決算額、不用

額とかいろいろ入っている、その下に職員人件費というのが載っていますが、ここについて

は、まずどういう算出をしているかというと、実はすごい手間がかかっていて、各職員一人

一人が一日その事業に対して何時間仕事をやったかというのを、チェックして、それを入力

していて、それは職員だけではなくて、会計年度任用職員もです。それを積み上げてきたと

きに、１年間でこの職員がこれだけの時間をこの事業に費やしているというのが出てきます

ので、その平均の賃金の額を掛けて出した金額が、これということなんです。表の見方とし

ては、さっき言った事業費内訳の合計額プラス職員の人件費のところを見ていただくと、お

およその人件費も含めた、ここにかかった事業費の総額ということが、大体ということで出

るんです。 

○１５番（内田隆君）  一応簡単に言うと、この総コストというのは、この…… 

○事務局長（落合和之君）  そうですね、この総コストのところが…… 

○１５番（内田隆君）  ちょっと出ているみたいだけれど。 

○５番（渡辺修君）  さっき言った620時間、464時間とか言ってほしい、言ってくれたのが、

さっき…… 

○５番（渡辺修君）  会計年度。 

○事務局長（落合和之君）  それが会計年度任用職員さんと職員で、だいたい、取っている時

間。 

○５番（渡辺修君）  合わせて、全員の。 

○健康増進係長（山田絵理君）  トータルでかかった時間をお伝えして 

○５番（渡辺修君）  時間数ですね。それが今、説明してくれた時間のという。 

○健康増進係長（山田絵理君）  その中から職員と会計年度がやっているのがありまして、昨

年度については、５対５の割合でやってますよという。 

○５番（渡辺修君）  ９対１、７対３、５対５。 

○  （    君）  はい。 

○事務局長（落合和之君）  結構、手間がかかって…… 

○事務局長（落合和之君）  そうですね。 
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○事務局長（落合和之君）  さっき申し上げた、今日１日、仕事８時間のうち、どの事業に何

時間をやったというのを全部チェックしていくのを１年間やって、それでそれを全部、課で

まとめて、じゃあ、この事業に１人何時間ぐらいになっていますねというのを出してという

のをやった上で、事業評価この人件費に出てくるんですから、こういった手間がかかってい

るは行政評価です。 

○９番（小林博文君）  私が一般質問しまして、私の会社がやっている制度を取り入れてやっ

てくれとお願いをしたので、それを一応、執行部側に一回お試しでやってみますというのが

あって、それが今聞いたら採用されていたので、僕は大変嬉しかった。（笑声）最初、人件

費はこれにあまり加味しないという話があったんで、ぜひそういうやり方で、うちはやって

いたんで取り入れてくれということであって。そうすると、職員の手間は増えると思うんで

すよ。一般質問のほうの繰り返しになっちゃうので増えるんですけど、かえって職員の方も

自分がこの仕事にどのくらいやったかという経験を実績として残せるので、次に新しいこと

をやるときに、前にこういう仕事をやったときにこのくらいかかっているのよなというのが

頭の中でできるので、そういう中でも、ある程度、本人にも返ってきていると思うんです。 

○５番（渡辺修君）  実際の人件費をこれだけ減らしているということですね。すごい。 

○４番（織部ひとみ君）  だから、すごい純粋な。 

○５番（渡辺修君）  だから、とりあえず隠れている人件費はあるだろうと思っちゃった。

（笑声） 

○４番（織部ひとみ君）  純粋な。 

○９番（小林博文君）  ちょっと職員の方がいなくなってから言おうかと思ったんだけど、こ

ういうのを見ると、あまりこう、今あったとおり、事業費の事業の内訳の中で、職員給与費

ということで出ちゃうので、自分がどの仕事にどれだけかかっているかというところに、あ

まり僕が執行したときの限界意識を持ってくれというところは、この仕事を飲み込んでいる

と自分のやっている仕事の中でちゃんと配分ができるかというところがあるので、そういう、

そんなに人がかかるならば人を増やすという対応にもなるから、そういう意味では、やっぱ

り時間でどのくらいお金がかかっているかというのは、人件費というのは重要なコストの一

つですよというのが、中では生かされているなと感じました。 

○５番（渡辺修君）  純粋な。 

○分科会長（小林博文君）  よろしいでしょうか。ほかに質問ありますか。 

○５番（渡辺修君）  勉強になってよかったです。 
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○分科会長（小林博文君）  では、いいですか。山内健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山内孝夫君）  すみません。それこそ、先ほど自分がご説明を差し上げた

事業の説明のところで、事業成果をご説明を差し上げたのですが、その中で新規参加者の割

合を、自分の発言のほうが、令和５年度が「25.2」と発言しているかと思うのですが、これ

はこちらのほうの資料の「26.2」が正しいので、こちらのほうに訂正のほうを、要するに今

すぐお願いしたいと思います。 

○分科会長（小林博文君）  その他、よろしいでしょうか。 

 では、以上で質疑を終了します。執行の皆様、ここで退席となります。ご協力ありがとう

ございました。 

         〔「ありがとうございました」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  それでは、以上で本日の事業評価の進行は、ここまでになります。

後日、改めて委員の皆様から事業評価についての議員間での意見交換をしていただきます。

繰り返しとなります。その際は、各委員は事業シートを作成いただき、９月18日までに執行

部経由で分科会長へ報告してください。また、当日シートを持参して書き込んでいただけれ

ば効率的に処理されると思いますのでお受けします。 

 以上で、予定していた審査は、全て終了いたしました。では、これで終わりでいいですよ

ね。 

         〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（小林博文君）  次回は、明日９月１１日水曜日の午前９時から、一般会計及び病

院事業会計の決算審査を行いますので定刻までにご参集ください。場合によっては、明日、

その事業評価のほうもやるということであれば入らせていただきますが、資料を忘れずにお

待ちください。 

 以上で、本日はこれをもって散会といたします。お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ３時４９分 


